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日本セーフティプロモーション学会誌の創刊にあたり

　昨年９月、多くの皆様のご賛同を得て日本セーフティプロモーション学会が設立されました。こ

こに、厚く御礼申し上げます。さて、学会の担うべきいくつかの活動の中で、中核となる学会誌の

発刊をここにお知らせいたしたく、創刊号としてお届けいたします。

　本学会はわが国におけるセーフティプロモーションおよびセーフコミュニティに関する最初の学

会であります。地域において暮らすあらゆる年代の人々やその環境を対象とし、事故や傷害の防止、

犯罪被害の防止、自殺予防などを含む幅広い内容を取り上げ、研究発表や討論を行う場を提供しま

す。また、世界的に進められているセーフコミュニティを日本でも展開するために交流する場を提

供することも意図されています。すなわち、科学的根拠に基づくセーフティプロモーションの研究

を推進することから、それを生活の場において組織的に実践すること（これが「セーフコミュニティ」

に相当）までを視野に入れています。私たちは、この学会を発足させるための準備の段階で、研究

者、行政官、企業経営者、企業従業員、学生、大学院生、教員、地域住民、ボランティア、その他

様々な人々が知恵を絞り、意見を交換しました。関係する領域としても、保健、医療、福祉、看護、

工学、教育、法律、経済、警察行政、消防、地域行政など多岐にわたっています。スウェーデン、

ノルウェーをはじめ世界各地を実際に訪れ、セーフティプロモーションの考え方やセーフコミュニ

ティの実践について知り、触発された複数の人々が、日本でも何かできないだろうかという問いを

発し、約２年前に話し合いをもったことから始まりました。名称をどうするかについても、学会な

のか、研究会なのか、それとも他の名称にするのか等、沢山の意見が出る中、次第に集約され、最

終的には日本セーフティプロモーション学会とし、そこにセーフコミュニティ交流センターという

名称の機能を包含することにしてはどうかという方向に意見が集約していきました。それ故、「日本

セーフティプロモーション学会―日本セーフコミュニティネットワーク」という表現をするのです。

　学会においては定期的刊行物としての雑誌は重要な位置を占めています。ここに掲載される研究

論文、総説、実践報告等の文書は本学会の活動の証であると共に、日本におけるセーフティプロモー

ション研究の牽引車となることでしょう。今後、本学会がどのように育つのかを見極めるバロメー

ターの役割も果たします。どうか多くの会員の皆様の積極的な投稿により、本誌の水準を向上させ

維持していただきたいと思います。

　　　　　2008年３月31日

 理事長　　衞　藤　　　隆
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日本セーフティプロモーション学会設立総会を終えて
　～シンポジウムのイントロダクションを兼ねて～

　日本セーフティプロモーション学会設立総会を2007年９月24日に開催しましたのでそのシンポジウムの導

入を兼ねてご挨拶申し上げます。

　わが国におきましては、安全と安心が天から賦与されたものとして、社会に普通に備わった条件として余

り意識をしてきませんでしたが、近年行政課題の中でも大きく取り上げられるようになってきています。海

外でも、1998年にＷＨＯがセーフティプロモーションを、「安全をもたらし、維持するために、個人、コミュ

ニティ、政府、企業やＮＧＯを含む組織等によって、地域レベル、国レベル、世界レベルで応用されるプロ

セスである。このプロセスは、安全と関連する態度や行動だけでなく、環境や構造を変えていくことに一致

するすべての努力を含んでいる。それは、多分野からのアプローチに基づき、活動を可能にするコミュニティ

を含んでいる。」と定義しましたように安全は広く学際的分野にわたる課題といえます。

　ヘルスプロモーションから12年遅れで始まったセーフティプロモーションはヘルスプロモーションと双子

の概念であり、ヘルスプロモーションが主に疾病をターゲットとしているのに対して、セーフティプロモー

ションは事故や傷害をターゲットとしています。人によっては事故や傷害もヘルスプロモーションの中で取

り組むことは可能であり、あえてセーフティプロモーションという分派行動をとるべきでないと考えている

かもしれません。しかし、ヘルスプロモーションの取り組みの中ではあまり同じテーブルにつくことのなかっ

た警察関係者や消防関係者もセーフティプロモーションの会議には同席してくれます。それならば、もっと

もうまく利用した方が良いのではないか思います。

　他方で、スウェーデン・カロリンスカ研究所ではＷＨＯのセンターとして、セーフコミュニティの認証制

度を設けています。セーフティプロモーションを地域において展開しているのがセーフコミュニティであり、

わが国においては京都府亀岡市は最近認証されましたし、青森県十和田市等が認証取得に向けて地域活動を

展開しています。その他の地域でもセーフティプロモーションとはあまり認識されずに実施されている活動

が実はセーフティプロモーションの一角をなすものであったりします。

　そこで、ＷＨＯの唱道からちょうど10年目を迎えます2007年に、私たちは日本セーフティプロモーション

学会を設立することとしました。様々な分野で活動をされてきました多くの方々にお声をかけ、ようやくそ

の設立総会を迎えることができましたが、その広がりはまだまだ限定的であり、さらなる広がりが必要なこ

とも自覚しております。世界で先駆的にセーフティプロモーションに取り組んでおられる指導者に基調講演

をお願いしますとともに、わが国におけるセーフティプロモーションへの取り組みを紹介し、ウィングをさ

らに拡げる端緒としたいと思っております。セーフティプロモーション学会は一般的な学会とは異なり、参

加することによって他地域の様々な取り組みを共有し、参加者の地域においても生かすことができるような

方向性を持った学術集会でありますことは、海外における関連学会の現状であり、わが国におきましてもそ

のような学会に育てていきたいと考えています。

　結びにあたり、本学会の設立にご尽力いただきました多くの皆様お一人ひとりに深く感謝申し上げますと

ともに、さらなる発展のためのさらなるご支援をお願いして私のご挨拶とさせていただきます。

　　　　　　　2008年３月31日

 日本セーフティプロモーション学会設立総会大会長

 渡　邊　能　行



基 調 講 演 Ⅰ

　　「セーフティプロモーションとは 
 ～世界に広がるセーフテコミュニティ」　　

レイフ　スヴァンストローム
（スウェーデンカロリンスカ医科大学）

司　会　　反町　吉秀（青森県上十三保健所）　　

白石　陽子（マチュールライフ研究所）
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「セーフティプロモーションとは　～世界に広がるセーフテコミュニティ」

　ただいまから、日本セーフティプロモーション学会設

立総会における基調講演を開催させていただきます。講

演の進行を、青森県上十三保健所、反町吉秀さん、株式

会社マチュールライフ研究所、白石陽子さんにお願いい

たします。

反町氏：皆様おはようございます。青森県上十三保健所

の反町でございます。

白石氏：マチュールライフ研究所の白石陽子でございま

す。

反町氏：それでは、スヴァンストローム教授の講演に移

ります。抄録の17ページをお開きください。こちらにス

ヴァンストローム教授のウエルカムメッセージとプロ

フィールがございます。詳しくは、こちらをご覧くださ

い。

　スヴァンストローム教授は、スウェーデンのカロリン

スカ医科大学の教授、社会医学部長でいらっしゃって、

かつ、世界保健機関コミュニティ・セーフティプロモー

ション協働センターのセンター長を務めていらっしゃい

ます。今日お話していただくセーフコミュニティを発案

された方として、世界では「セーフコミュニティの父」

と呼ばれてきましたが、ご本人は、最近は「セーフコミュ

ニティのおじいちゃん」と呼んでほしいとおっしゃって

います。といいますのも、実は昨晩、５番目のお孫さん

が生まれたばかり。あと６か月以内にもう２人生まれて、

７人のお孫さんのおじいちゃんになると、そういう方で

ございます。今日のスライドの中にも、お孫さんの姿も

出てくると思います。この世界の本当に第１人者、この

分野のリーダーでいらっしゃいます。それでは、スヴァ

ンストローム教授、ご講演をお願いいたします。

　このたびは、日本セーフティプロモーション学会設立

ということで、お喜び申し上げます。

皆さま方は、歴史上、最も大きな疫病に直面している。

すなわち、外傷です。この10年、15年ぐらいに外傷の数

が急速に増えています。疾病による負担の20％が外傷に

よるものということになるわけです。すなわち、事故、

自殺、そして暴力によるということであります。そして

また、そのような状況に対応する唯一の方法というのは、

それは歴史から学んだことでありますけれども、学会を

つくり、そしてまた、コミュニティにおいて、この問題

に対応するということです。ですから、疾病に対しての

対応と全く同じなのです。

　ＷＨＯもこれを問題として十分に認識し、また、日本

政府においても、これは確かに問題だと認識し、そして、

世界中においても外傷を防ごうということになっている

わけです。この外傷の問題ですが、外傷が増えていると

いうこと、これは今後1000年間ぐらい続くのではないで

しょうか？　感染症と比較いたしますと、感染症は比較

的ドンドン下がっていくわけです。しかしながら、この

外傷の問題は、長期的な問題で、今すぐ取りかからなく

てはいけないということ。そしてまた、外傷が増えてい

ます。外傷が起こるような環境が、どんどん大きくなっ

ているのです。

　そこで私のテーマでありますけれども、今日、私は、

セーフコミュニティの運動を代表して申し上げたいと思

います。この外傷を防ぐ、そして安全性を高めるという

ことに関しまして、既に50年間の経験があるわけです。

ですから、これから予防ということに焦点を当ててお話

ししたいと思います。ご覧いただきますように、私が特

に注目したのは、パートナーシップ、連携です。外傷に

関しては、ほとんどすべての環境において－いろんな種

類の環境、いろいろな状況において―起こるということ

であり、そして、男性に対しても、また女性に対しても、

すべての年齢層に対して影響があるということ。ですか

ら、人々、また、組織が連携するということが大事です。

そして、権威や縦割りを忘れて、人類のよりよき未来の

ために連携するということが、まさに必要とされている

わけです。

　ＷＨＯにおきましては、暴力外傷予防プログラムとい

うのがありまして、25ほどの協働センター、コラボレー

ティングセンター（ＣＣ）があります。私どもの協働セ

ンターは、コミュニティにおける運動に注目しています。

私たちの専門知識、そしてまた、私たちの経験というの

は、「コミュニティレベル」という点にありまして、コミュ

　　　「セーフティプロモーションとは 

 ～世界に広がるセーフテコミュニティ」　　　

レイフ　スヴァンストローム

スウェーデンカロリンスカ医科大学教授　社会医学部長
ＷＨＯコミュニティ・セーフティプロモーション協働センター長

◆基調講演Ⅰ◆
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ニティとどうやって活動をするかということに焦点を当

てています。もう30年以上にわたりまして、様々な活動

を展開しているわけです。そして、私たちの経験を世界

に広めたいと思っています。

　我々の知る限り、予防に対しての最初の試みは、事故

予防と呼ばれていました。これは意図しない外傷という

言葉に変えて、そして、今では暴力も含まれるようになっ

ています。スウェーデンのコミュニティで、75年に最初

に活動が始まり、そこがモデルでになり、ほかと協力し

て、さらにそれを推進しています。そして、ＷＨＯのイ

デオロギーといたしまして、Health for All（すべての人
に健康を）ということで、これをもとに活動を展開して

いるわけです。スカラボリ郡（Skaraborg County）とい
うのは、世界において初めて外傷が主要な公衆衛生の問

題と認識した地方でありました。当時から、この地域の

政治家は、こういった外傷を防ぐための活動は、なんと

言っても地方自治体、そしてまた、ＮＧＯの協力に基盤

を置くことが大事だと認識したわけです。すなわち、そ

うすることによって、もっとも効率的に人々に対して運

動を展開できるということでした。

　３万2000人の人口ということで、ここでのプログラム

は、すべての駆使できる技術を使う。情報、アドバイス、教

育、サーべイランスの制度、監督、そして環境を変えて

いく。こういったことをやっていた。そして、様々な貴

重な製品の開発です。成功の鍵というのは、パートナー

シップをローカルなレベルで構築するということ。そし

てまた、次の上のレベル、さらに上のレベルでパートナー

シップを構築するということ。ローカルレベルで孤立し

て活動はできません。指示、アイデア、そして、ほかの

いいアイデアを聞く必要があるのです。それからまた、

何をやるべきなのかということに関しては、技術的な問

題など専門家からきちんと、いろいろと教えてもらうこ

とが必要です。

　そこで、コミュニティセーフティの向上の考え方とし

ては、あらゆる種類の安全性の問題を取り上げるのです。

そしてまた、あらゆる領域における外傷を予防するとい

うこと、すべての年齢層に対して、すべての環境にたい

して、そして、すべての状況に対して対応するというこ

とと同時に、私たちの知っている技術をすべて合わせて

外傷を防ぐ。これを全部同時に行い、ＮＧＯ、地方自治

体、地域コミュニティもかかわることが重要です。

　私ども医師として考えたのは、まずは地元の病院から

の情報、そして保健所から情報を得て、きちんとした外

傷に関するサーべイランスのシステムを構築するという

ことが大事だということです。外傷パターンがどういう

ものであるか。そしてまた、どういう形で取組のための

優先順位をつけるかということを決めなくてはなりませ

ん。また、この外傷サーベイランスを使い、プログラム

がどれだけ実効性があるかということを評価することが

できます。このような外傷のサーベイランスを始めたの

は1978年、そして、実際の介入が始まったのは、次の年

です。登録制度をこの介入のコミュニティにおいて、ま

た対象のコミュニティにおいて、県全体でやっているの

です。すなわち、対照群を設けているわけです。

　私たちが非常に驚いたのは、プログラムを開始して３

年後には、このファルショッピングでの外傷率は、全体

でなんと23％減ったわけです。そして、家庭での外傷、

労災、交通事故についても、大体この３年間で28％減っ

ていたのです。これは非常に革命的、革新的な結果であ

りました。幸いにも、学術的な評価を何人かのPh.D. の
学生が行いまして、４人、５人ぐらいが、このコミュニ

ティの結果をもとに論文を書きました。主な評価は、フェ

ルプ（Schelp）氏が行い、このプログラムの最初の成果
を報告したのです。

　このように大きな成功を収めたということでもって、

これがすぐにほかのコミュニティにも広がっていったわ

けです。例えば、リードショッピング、モタラです。モ

タラでは重症、そして、病院で手当を受ける重篤な外傷

は41％減りました。ローカルレベルで活動することに

よって、これだけ達成できるということ、既に技術も、

知識もあるわけです。要するに、この知識をローカルレ

ベルまで落とし込むということが鍵なのです。

　そしてまた、このプログラムにとって理論的な枠組み

は、社会科学、地域社会のかかわりの参画型の戦略に基

盤をおいていたわけですが、これはヘルスプロモーショ

ンに関しては一般的な概念ということです。衞藤先生は

このことをよくご存じです。病気の場合も同じです。セー

フティプロモーションに関しても、いわゆる、ヘルスプ

ロモーションと同じ考え方でありまして、これはイン

ターべンション、介入です。

　プログラムの目標としては、組織化するということが

非常に大事です。ローカルレベルで、部門横断的なモデ

ルグループを作ることが必要です。すなわち、実際のロー

カルなコミュニティのネットワークを代表するものが必

要です。あるグループを取り上げて、そこで介入したと

ころ、外傷が減ったということがわかりました。また、

別のグループで導入すると、外傷が減ったということ、

これが成功への鍵ということになります。

　部門横断的協働は、今までのセーフコミュニティの１

番目の基準、これを評価に使うわけですが、それが非常

に大事ですので、部門横断的協働に対しても、これを組

織化するということ、すなわち、部門横断的なグループ
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を作ることが大事だということを強調したわけです。と

いうのも、やはり成功してほしいからです。部門横断的

なグループを作ることが重要です。これは、スウェーデ

ンだけに当てはまることではないのです。私は、たまた

ま30年前にスウェーデンでこのプログラムにかかわるこ

とになったわけですけども、スウェーデンだけが、こう

いうすばらしい経験をおさめただけではなくて、ほかの

スカンジナビア諸国も、非常に急激にこのモデルを取り

入れました。

　そして、オーストラリア、ニュージーランド、また、

ほかのコミュニティ、ほとんど世界のすべてのコミュニ

ティが取り入れていて、現在では、60か国で展開してい

るのです。ですから、この技術は非常に急速に伸びていっ

たと言えるでしょう。そして何百、何千ものコミュニティ

がかかわっているわけです。約120ぐらいでしょうか。

次々と新しいコミュニティが(この取り組みに)入ってき

ていますので、正確な数字はわかりません。、しかし、大

体20か国以上で120ぐらいのコミュニティが認証を受け

ています。認証を受けているというのは、実際現地に行

き、そしてプログラムを作ったところに現地訪問をして、

そして申請の内容を見るということで、品質管理のプロ

グラムとなっているわけです。そのプロセスを経て認証

を得ることができる。そしてまた、コミュニティは認証

を受けると、非常にそれを誇りに思うわけです。多くの

人たちがかかわっている、非常にいいプログラムを展開

しているということを示しているのですから、誇りに思

うべきなのです。

　そして、新しいメンバーのために、サポーティングセ

ンターというネットワークがあります。現在日本には、

サポーティングセンターはありませんが、韓国にはあり

ます。また香港にもありますし、ほかにもいくつかあり

ます。できれば将来このようなアフィリエイトサポート

センターが日本にもできることを願っています。これは

国レベルの発展のためだけではなく国際的な責任を全う

するということでもあるのです。現在では、このサポー

トセンターは、大体15ぐらいあります。

　それでは、成功のための鍵はなんでしょうか。

　１番目、まずは、パートナーシップをほとんどすべて

の人と構築するということ。というのは、人間はしょせ

ん人間であって、２人の人がいて、今までズーッとお互

いに敵対関係であった。その地方自治体で仕事をしてき

て敵対関係であった。しかしながら、市民の安全のため

には協力しなくてはならないわけです。そうしますと、

考え方も変えていかなくてはならない。私が約束できる

のは、すべての敵は、簡単に味方になることができます。

友人になることができます。そして、社会科学でそのや

り方がわかるということです。

　２番目の成功の鍵は、疫学的なデータです。まずは、

コミュニティからのデータが必要です。入院患者のデー

タだけではなく、また、死亡率のデータだけではなく、

外来の患者のデータも必要です。というのは、入院患者

のデータからは全情報の10％ぐらいしか得ることができ

ません。

　また、部門横断的なアプローチが必要です。社会にお

けるすべての分野と手を組んで、そして、コミュニティ

のすべての分野と手を組む必要があるわけです。そして、

二者間、もしくは、より多くの関係者の協力が必要です。

　さらに、コミュニティが行動のための優先順位を決め

た場合、こちら側からそれを遵守するということが必要

です。例えば交通安全に対して、政府がプライオリティー

を決めたとき、それは政府が好きなようにやるわけです。

ところが、ローカルレベルにおいては、なんといっても

ローカルなコミュニティがつくった優先順位を遵守する

ということ。ただし、私たちは専門家でありますから、

私たちは、単になんでも「はい、はい」と言っているの

ではなく、コミュニティの人たちと話し合うことができ

ます。そして、議論して、反論したりすることもできる。

私たちもコミュニティの一員といたしまして、必要であ

れば、もし自分たちのほうが、この優先順位にかんして

こちらのほうがいいと思ったら、それを言う必要があり

ます。しかし、専門家の意見がベストであるというふう

には考えないでください。

　結局のところ、コミュニティのリーダーの声が一番大

事であって、それが決定事項となるわけです。このこと

こそがセーフティプロモーションのすばらしいところ、

そしてまた、魅力です。ですから、私の生き方は、非常

にスリルいっぱいであり、楽しいわけです。そして、世

界中のコミュニティはそれぞれやり方が違っているわけ

です。また、優先順位も違っています。ですから、コミュ

ニティが行動に対しての優先順位を決めるのであって、

私たちはその意識の啓発をしていかなくてはならないの

です。

　最も重要な意識啓発のための方法というのは、一方的

な方法で情報を提供するのではなくて、相手をかかわら

せるということです。だからこそコミュニティ・セーフ

ティプロモーションが、うまくいっているわけです。も

し、意識を啓発したいならば、地域社会がかかわる必要

があります。高齢者の方々に、問題を十分に認識してほ

しいならば、高齢者自身が予防プログラムにかかわる必

要があります。一番効率的なのは、なんといっても本人

をかかわらせるということ、そして、お互いに会って、

いろいろ問題を議論するということが重要です。そして、
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医師も招待して医師が外傷パターンについて話をする。

また、地方自治体の政策立案者もかかわる。みんなかか

わることが重要であり、このプログラム開発の段階での

前向きの姿勢が、実際にかかわることによって評価され

ています。

　さて、それでは具体的な例をご紹介しましょう。この

例は、コミュニティがどうしても必要な例です。近代的

な技術を導入する際、コミュニティの参加が必要です。

例えば、こういうふうに言うわけです。新しい発明に

よって、自転車を乗る人のためのヘルメットができた。

これは、新しい技術である。そこで、政府のところに行

く。政府の気に入れば、法律を作って、自転車に乗る人

はみんなヘルメットをつけなきゃいけないと決めるわけ

です。それだけでは、十分ではありません。これだけで

は十分でないということは皆さん方よくご存じでしょう。

法律があることはいいことなんですけれど、しかし、一

番大事なことは、コミュニティのみんながヘルメットが

必要だということを十分に納得するということです。で

すから、コミュニティ・セーフティプロモーションに関

しては、あらゆるステップで、実施する必要があります。

例えば、チャイルドシートの取り組みですけれども、チャ

イルドシートは最初はこんな形で作っていたんです。赤

ちゃんのためのものです。赤ちゃんたちの安全のために

は、極めて重要です。それで、これが発明された。しか

し、何も変わらなかった。技術はあったのですが、だれ

もこれを使わなかったのです。

　ですから、私たちのコミュニティのプログラムでは、

地元の保険会社に行きました。そして、医療機関に行き

ました。そして、保健師、母子健康センターなどに行き、薬

を処方するような形でやってほしいと言ったわけです。

つまり、ヘルメットに関しての処方という方式にしたわ

けです。本当は薬を処方するためのやり方だったのです

けれども、ヘルメットを使用という処方を書くようにし

てもらったわけです。このヘルメットを使うことにより、

赤ちゃんの親たちは、ベビーカーのお店に行き、保険会

社が支給するクーポンを使って、６カ月たってから返品

できる、つまり、リースできるベビーシートを手に入れ

るわけです。そして、６カ月たつと、１つ大きめのシー

ト、チャイルドシートを親が買うのです。これには、コ

ミュニティがかかわって、事業もうまくいった。ですか

ら、新生児はみんなチャイルドシートがもらえるように

なりました。生まれてから、病院から家につくまでも、

すでにこのベビーシートを使っているわけです。これは

ノルウェーの場合です。ベビーシートです。チャイルド

シートです。若いお母さん、子ども１人だけかもしれま

せん。もうかわいくて、かわいくてしょうがない。産ん

でも２人ぐらいでしょうか。ですからもう世界中の安全

のすべてをこの子にかけたいということです。本当に安

全を求めている。ですから、こういう形で技術を使って

いるのです。

　スカンジナビアでは、後ろ向きにチャイルドシートを

固定します。車の中では、赤ちゃんにとっては、これが

一番安全です。フロントシートでもバックシートでもど

ちらでもいいのですが、後ろ向きに固定するということ、

これがノルウェーのコミュニティプログラムで導入され

ました。

　今度はアメリカのインディアンの居留区のナバホのリ

サイクルの例です。ここでは、交通事故がなによりも大

きな問題でした。そこで、地元の保健所が、このような

チャイルドシートを購入して、リサイクルして、無料で

親たちに提供したわけです。今は、もう馬なんか乗って

いないで、トラックを運転している。ですが、トラック

のほうが明らかに馬よりも危険です。

　この写真は、私の４人の孫です。生まれて３カ月ぐら

いのときです。同じ時期に生まれました。私には、４人

の子どもがいます。それぞれ同じころに出産しました。

昨晩、新たに５人目が加わりました。５人のおじいちゃ

んとしてとても誇りに思っております。ですからまた、

チャイルドシートを買わなければいけません。（さきほど

お見せした）あかちゃんたちははもう２歳半になってお

りますので、新たな使い道があると思います。子どもの

１人を洗礼するときに、ちょっとしたパーティーをうち

で開きました。このとき、（ベビードシートの）シートに

乗せて、車からそのまま親が赤ちゃんを連れて上がって

きました。それは別にあらかじめ計画されていたわけで

はなくて、私の子どもたちにとっては自然なことであっ

たわけです。私が彼らに何かしろと言ったわけではなく、

チャイルドシートを使うということは、彼らにとっては

ごく自然なことでありました。

　もはやスウェーデンの自動車で事故があっても、赤

ちゃんが死ぬことはありません。今、スウェーデンでは、

チャイルドシ－トは法律で義務づけられていて、警察も

しっかりそれを執行しています。小さな子どもがこう

いったチャイルドシートに乗せられていないのを見かけ

るのはまれです。もし、そういう場合には、まだ我々の

メッセージが届いていないまれな人たちということにな

ります。もちろん100％これを浸透させていくためには、

何年もかかるのですけれども、そういった例はほかにも

多々あると思います。

　それでは、何が問題なのか。何を避けようとしている

のかということでありますが、このような写真の状況は

ぜひ避けたいと、我々は思っています。ときには、セー
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フティプロモーション、あるいは、ヘルスプロモーショ

ンにかかわっていても、あまりにもこういった写真の状

況から遠ざかってしまうのではないでしょうか？　です

から、この重篤さ、あるいは深刻さというものを忘れが

ちなのです。人は次々と死んでいるのです。すなわち、

こういった出来事の力というものが、非常に大きいとい

うこと、すなわち、人間がそれにあらがえる以上の強い

力をもって語りかけてくるわけです。皆さんが全速力で

走ったとしましょう。どれぐらい速く走れますか？　お

父さん。時速何キロで走れますか？　10キロ？　もっと

現実的に言いましょう。中には時速30キロ以上で、短距

離であれば走れる人もいるでしょう。では時速30キロで

木にぶつかったとします。あるいは、岩にぶつかったと

します。あるいは壁に衝突したとします。どうなるでしょ

うか？　95％が生き残ります。５％は死にます。人が時

速50キロで走っていたと考えてみましょう。木に衝突し

たとしますと、どうなるでしょう？　約半数の人が死に

ます。私が言いたいのは、私たちの生活圏のなかで、交

通もあり歩行者も同じ状況の中で生活している中で、な

ぜ時速30キロ以上の時速制限を受け入れることができる

のか？　それでも５％は死ぬのです。それだけでも多い

人数だと思います。とすれば、30キロ以上を受け入れる

ことはできないと思います。すなわち、保護するものが

ない道路で、あるいは、自転車、あるいは歩行者に対す

る法律がない状況で、30キロを超える制限など考えられ

ないと思います。こういった写真の状況になるからです。

この患者さんはどう感じたのか。そして、この子どもさ

んの親御さんは、どのような感情を持ったのか。考える

だけでも恐ろしいです。

　さて、理論にもう一度戻りましょう。こういった写真

を目にするよりも、こちらのほうが、我々にとっては理

解しやすいと思いますが、例えば、自殺、これは意図的

に自分を傷つけること。暴力というのは、例えば、殺人

も含む他人への外傷、事故、自然災害、戦争……。セー

フティプロモーションというのは、こういったものをす

べて、予防ようということです。それらが起きること、

発生することを予防したい。あるいは、起きたとしても、

その結果を軽減したい。例えば、心理的な傷というもの

もあるでしょう。あるいは、外傷部、身体的な傷、また

は、建物へのダメージといったものもあるでしょう。こ

のようなことが言えるでしょう。ＷＨＯがこういう言い

方をしております。そして、ホームページには定義も載っ

ております。英語でもフランス語でも載っております。

　セーフティプロモーションというのは、プロセスであ

る。それは、ローカル、国レベル、国際レベルで適用さ

れるプロセスである。担い手は個人であり、コミュニティ

であり、政府である。その中には企業も含まれ、ＮＧＯ

も含まれ、セーフティ、安全性を発展させ維持するため

に行うプロセスであると言っております。ですから、こ

れはＷＨＯが中心となって数年前に作り上げた定義です。

　セーフティプロモーションとはなにであるかがわかり

ました。ならば、コミュニティのセーフティプロモーショ

ンとはなんなのか。個人のレベル、グループのレベル、

組織のレベル、そして地方自治体のレベル、国レベル、

そして国際的なレベルという段階を踏んで考えていくこ

とができます。それがＹ軸です。逆に横軸がセクターで

す。例えば、交通、運輸、教育、労働、娯楽、あるいは、

学校、スポーツ、いろいろあります。ここには13まで載

せていますけれども、しかし、自治体のカタログを見て

いけば、さらにたくさんの部門が載っています。すべて

を関与させなければいけません。例えば、消防、警察、

すべてかかわらなければいけません。また、非政府部門

も巻き込まなければいけません。

　そして、コミュニティー・セーフティプロモーション、

あるいは、セーフコミュニティと我々が呼ぶものについ

ては、これらセクターのすべての協力が、コミュニティ

レベルで求められます。単純なことと言えるわけですが、

しかし、非常に成し遂げるのは難しいことでもあります。

時間もかかります。

　日常生活では、セーフコミュニティと言います。理解

もしやすい。世界至る所で使われている表現です。セー

フコミュニティの概念は、ＷＨＯが打ち出したものです。

しかし、その実践は、我々が全世界を巻き込む運動の中

で進めてきたことです。

　そして、これがそのロゴマークです。認証された自治

体は、認証を受けたならば、ピンであるとか、旗にこの

ロゴを使うことができます。

　しかし、コミュニティは単独でこれを実現できるわけ

ではありません。したがって、国レベルでは、一体どう

いった支援ができるかを考えなければいけません。日本

でも、まさにそういったことを考えていらっしゃるで

しょう。だからこそ、日本セーフティプロモーション学

会という名になっているわけです。自治体をサポートし、

組織をサポートし、取り組みをサポートしていくための

全国組織です。しかし、地域という場合には、ＷＨＯで

いう地域は８つに分かれますけれども、そんな中で我々

が各国、そして各自治体の取り組みをどうサポートでき

るかと考えるわけです。

　例えば、アジアセーフコミュニティネットワーク、趙

先生のほうから、後から話があると思いますけれども、

そういったところで何が行われているのか？　現時点で

は、８つのＷＨＯ地域の中で、６つの地域で活動が行わ
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れております。近々全８地域に広がる予定です。

　我々がストックホルムからこれをすべてコーディネー

トしています。私自身、レイフ・スヴァンストロームが

中心となって、世界各地の人たちと力を合わせながら、

コーディネーションを行っております。私がこのセン

ターの長を努めているわけですが、私の役割というのは、

皆さんに話をすることです。皆さん熱心に聞いていただ

いております。

　セーフコミュニティとは何なのか？　セーフコミュニ

ティというのは、自治体、郡、市で、セーフティープロ

モーション、つまり、外傷、暴力、自殺、自然災害の予

防などに取り組んでいるわけで、国際的なネットワーク

の一部として役割を果たしているということです。日本

のコミュニティがモデルとして自分たちだけでやってい

きたいならば、それもそれなりの 行き方でありましょう

けれども、しかし、世界各地との共同でやっていきたい

と言っているところもあるでしょう。そういったところ

は、我々も認証をしていきます。申請をしていただくわ

けです。

　例えば、韓国のセンター、趙先生。彼には、後ほど話

をしていただきます。また、認証のための指標というこ

とも、ここで６つ示しておりますけども、先生のほうか

ら、また話があると思います。そういった協働でのプロ

セスの後に、認証式が行われ、協定に署名します。それ

ぞれ市長さんに署名をしていただきまして、セーフコ

ミュニティとしての認証を与えます。

　現在、アフィリエイトセーフコミュニティ・サポート

センターというものと、６つの認証センターがあります。

そこが中心となって認証を行っております。スウェーデ

ンのアソシエーション、オーストリア、チェコ共和国、

南アフリカ、香港、韓国、バングラデシュ、オーストラ

リア、ニュージーランド、カナダ、アメリカ、そして、

コロンビア、こういったところがサポートセンターであ

り認証センターです。こういったセンターは、セーフコ

ミュニティ認証の役割を果たしてくれています。

　これが認証を受けたコミュニティです。もちろん、ノ

ルウェー、スウェーデンに多くのコミュニティが認証さ

れています。そこが出発点であるからです。しかし、そ

れ以外にも、オーストラリア、中国などでも増えており

ます。さらに、この秋11の中国のコミュニティが認証さ

れる予定です。

　我々は、セーフコミュニティの指標を持っているだけ

ではなく、それぞれの分野ごとの指標ももっております。

例えば、子どもの安全、学校の安全、交通安全、高齢者

の安全、こういったものはすべてホームページで見てい

ただけるものばかりです。

　最後に、こちらはこの２日間に亀岡市で撮った写真で

す。是非、ご健闘をお祈りしたいと思います。皆様のお

もてなしに感謝いたします。皆様、すべての日本のコミュ

ニティのご健闘をお祈りいたしたいと思います。

　皆様のご協力の下に、我々はさらにセーフコミュニ

ティを発展させていきたいと思います。ウェブサイトの

アドレスは、ここに載せております。残念ながら英語の

みになりますけれども、マンスリーニュースレターに関

しましては、翻訳も進めていければと思っております。

www.phs.ki.se/csp がアドレスでありますので、ぜひアク
セスしてみてください。私のＥメールのアドレスも載せ

ております。私に何かメッセージ、あるいは、質問等が

あればどうぞご連絡ください。私でなければ、ほかに答

えを知っている人に解答してもらいますので、ぜひ質問

等寄せてください。皆様のご健闘、ご努力に敬意を表し

たいと思います。ご静聴ありがとうございました。
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THE IMPORTANCE OF

PARTNERSHIP BUILDING
FOR

SAFE COMMUNITIES
The 1st Conference of the 

Japanese Society for Safety Promotion

Kyoto

Sept 24, 2007

WHO

Collaborating Centre

on

Community Safety Promotion

Leif Svanström
Karolinska Institute

Department of Public Health Sciences

Division of Social Medicine

Falköping
Accident Prevention Program

Sweden  

was initiated in 1975

The Health for All- WHO- ideology 
was behind 

Skaraborg County 
was first in recognizing 

injuries as a major public 
health problem 

A strong emphasis on the role 

of 

local authorities and voluntary organizations 
(NGOs)

The program for altogether 
32 000 inhabitants was based on 

information, education, 
surveillance, supervision and 

environmental change. 

The key to success was partnership 
building on the local level as well as with 

regional and national authorities and 
NGOs

The idea behind is 
to address all kinds of safety 

and prevent injuries in 
all areas, addressing all ages, 
environments and situations

involving non-governmental as well as 
governmental community sectors

Injury surveillance was 
started in 1978 and 

intervention began in 1979

Registration was done both in 
intervention community (Falköping) and 

in control areas

Three years later the total 
rate of injuries had fallen by 

23% 
in Falköping

Home injuries decreased by 26.7%, 
occupational injuries by 27.6%, traffic 
injuries by 27.7% and other injuries by 

0.8% (Schelp L 1987).
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In the beginning of 1980 s 
Falköping was followed by 

communities like 
Lidköping and Motala. 

In Motala the incidence on serious 
injuries treated in Health care decreased 

by 41%

The theoretical framework 
for the programs was based 
on a participatory strategy 
for community involvement

These are 
general health promotion concepts

Program goals 
include organisation of 
a local cross- sectoral

reference group 
representing existing local 

community networks
These goals are synonymous with the present 

Safe Community criteria

Not only Sweden has good 
experiences, so have also 

other Scandinavian countries

So also in many other countries around the 
World – in Austria, Australia, New Zealand, 

Canada etc – about 60 countries

Hundreds maybe thousands of 
communities are involved. 

Almost 120 has now reached the 
special status of internationally 
designated Safe Communities

To help spreading the Safe 
Community idea and also 
support the newcomers a 

network of supporting 
centres has been affiliated

For the moment we have no affiliate support centre in  
Japan, but in Korea and Hong Kong

WHAT IS THE KEY 
TO SUCCESS?

1.  Partnership building 
2.  Epidemiological and       
other data
3.  Inter- sectoral approach 
4.  Communities decide 
priorities for action
5.  Awareness rising 

THE KEY TO SUCCESS
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Injury Prevention-
just one example:

Introducing Modern Technology 
through Community 

Participation

The Child Car Seat Initiative

Lidköping,

Sweden

Vaeroy, Norway

Navajo Nation, USA

Tora, Emma, Doris and Malte

in a Safe Community

What is this?
n

THIS IS WHAT 
WE ARE
TALKING 
ABOUT Accident

Injury or 

Physical harm

Violence

Natural 

Disasters

War

Suicide

Psychological

harm

Material 

harm

S

A

F

E

T

Y

THIS IS WHAT WE 
ARE TALKING 

ABOUT
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Safety promotion is the process 

applied at a local, national and 

international level by individuals, 

communities, governments and 

others, including enterprises and 

non governmental organisations, 

to develop and sustain safety.

WHO
Sept 1998

Safety Promotion
SectorLevel

1       2       3       4       5      6        7       8      9       10     11    12     13

International

National

Community

Organisation

Group

Individual

Safety Promotion
SectorLevel

1       2       3       4       5      6        7       8      9       10     11    12     13

International

National

Community

Organisation

Group

Individual

Community Safety PromotionCommunity Safety Promotion

Community Safety Promotion

=

Safe Communities

Safety Promotion
SectorLevel

1       2       3       4       5      6        7       8      9       10     11    12     13

Regional/

International

National

Community

Organisation

Group

Individual

Community Safety PromotionCommunity Safety Promotion

“What can we do to support?”

National organizations or authorities ...

Safety Promotion
SectorLevel

1       2       3       4       5      6        7       8      9       10     11    12     13

Regional/

International

National

Community

Organisation

Group

Individual

Community Safety PromotionCommunity Safety Promotion

“What can we do to support?”

National Action for ...

“What can we do to support?”

Regional Action like “the Asian Network”

Chair

Leif Svanström

Co-ordinator

Moa Sundström

leif.svanstrom@ki.se moa.sundstrom@sll.se

www.phs.ki.se/csp
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What is a Safe Community?

A “Safe Community” can be a Municipality, a County, or a City 

working with safety promotion, injury-, violence- and suicide 

and natural disaster prevention, covering all age groups, gender

and areas and is a part of an international network of accredited 

programmes. 

The community makes application to the Karolinska Institutet or 

to the Certifying Centres and if accepted, an agreement is signed 

between the WHO Collaborating Centre on Community Safety 

Promotion at the K.I. and the community.

Indicators for International Safe Communities

Safe Communities have:

1. An infrastructure based on partnership and collaborations, governed by a 
cross-sectional group that is responsible for safety promotion in their community;

2. Long-term, sustainable programs covering both genders, all ages, 
environments, and situations;

3. Programs that target high-risk groups and environments, and programs that 
promote safety for vulnerable groups;

4. Programs that document the frequency and causes of injuries;

5. Evaluation measures to assess their programs, processes and the effects of 
change;

6. Ongoing participation in national and international Safe Communities networks.

Stockholm May 2002
WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion

Sweden

•Swedish Association for Safe Communities (SCCC)

Austria

•Kuratorium für
Verkehrssicherheit (ASCSC)

Czech Rebublic

•Centre for Injury 
Prevention (ASCSC)

South Africa

•University of South 
Africa, Institute for 
Social and Health 
Sciences (ASCSC)

•Centre for Peace Action 
(SCCC)

Canada

• Alberta Centre for Injury Control and 
Research (ASCSC)

• Safe Communities Foundation (ASCSC)

USA

• Peaceful Resources Center (ASCSC)

Columbia

• Instituto CISALVA (SCCC)

China, Hong Kong

• Occupational Safety and 
Health Council (ASCSC)

Korea

• Center for Injury Prevention 
and Community Safety 
Promotion (ASCSC) (SCCC)

Bangladesh

• Institute of Child and Mother 
Health (ASCSC)

Australia

• Royal Children s Hospital Safety Centre (ASCSC)
• Austrailian Safe Communities Foundation (SCCC)

New Zealand

• Safe Communities Foundation (ASCSC) (SCCC)

The Affiliate Safe Community Support Centres (ASCSC) 

and The Safe Community Certifying Centres (SCCC)

These Affiliate Centres are supporting the WHO CC in the development of the Safe 
Communities Program and providing advice and assistance in the field of injury 
prevention and safety promotion to the communities in their country and internationally. 
The Certifying Centres also take care of the certifying function of the WHO CC.

The Safe Communities Network 

Designated Members
Norway

Alvdal
Bergen
Fredrikstad
Harstad
Høyanger
Klepp
Kvam
Larvik
Os
Rakkestad
Sogn &Fjordane
Ski
Spydeberg
Stovner
Trondheim Vågå
Årdal

Sweden

Arjeplog
Borås
Falköping
Falun
Katrineholm
Krokom
Lidköping
Ludvika
Mariestad
Motala
Nacka
Töreboda
Skövde
Smedjebacken
Tidaholm
Uddevalla

Denmark

Fyn
Horsens
Nordborg
Vejle
Viborg

Finland

Hyvinkää

Estonia

Rapla

Netherlands

Rotterdam

Austria

Vorarlberg

Czech Republic

Kromeriz

Bosnia (B&H)

Konjic

Iran

Kashmar

Israel

Raanana

South Africa

Eldorado Park
Broadlands Park & Nomzamo

South Korea

Suwon

Vietnam

Lang Co
Loc Sonh
Da Trach
Dong Tien
Xuan Dinh

China

Youth Park Community
Alishan (Province of Taiwan) 
Dungshr (Province of Taiwan)
Fongbin (Province of Taiwan)
Neihu (Province of Taiwan)

Kwai Tsing (Hong Kong)
Tuen Mun (Hong Kong)
Tai Po (Hong Kong) 
Tung Chung (Hong Kong)
Sham Shui Po (Hong Kong) 
Tsuen Wan (Hong Kong) 

New Zealand

New Plymouth
Waimakariri
Waitakere
Wellington 
Whangarei

Australia

Denmark
Hume City
Latrobe
Mackay/Whitsunday
Manly
Melbourne
Mosman
Noarlunga
Northcott
Pittwater
Ryde
Townsville,Thuringowa
Warringah

Canada

Brockville
Calgary
Wood Buffalo
Rainy River
Sault Ste. Marie

USA

Anchorage
Dallas
Omaha Springfield 

Chile

Peñaflor 

Specific Indicators for 

Different Settings 

There is one set of indicators for Safe 
Community development but also 
subsets of indicators. 

These were developed for further 
development of the Safe Community 
movement and improving the quality of 
safety promotion: Safe Traffic; Safe 
Sports; Safe Homes; Safe Elderly; Safe 
Work Place; Safe Public Places; Safe 
Schools; Safe Waters and Safe Children. 

Good luck to Kameoka City and other 

communities in Japan!

WWww.phs.ww.phs.ki.se/ki.se/cspcsp

leif.svanstrom@ki.seleif.svanstrom@ki.se



基 調 講 演 Ⅱ

　「アジアのセーフコミュニティ活動」

趙　埈佖（韓国アジョー大学）

司　会　　反町　吉秀（青森県上十三保健所）　　

白石　陽子（マチュールライフ研究所）
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白石氏：次に、韓国から、趙　埈佖（チョ・ジュンピル）

教授に「アジアのセーフコミュニティ活動」についてご

講演いただきます。

　趙教授は、アジアのセーフコミュニティ活動のリー

ダーでいらっしゃいます。また、韓国スウォン市にあり

ますアフィリエイトセンターの長としてセーフティープ

ロモーションの活動も、かなり以前からサポートしてい

ただいており、これからも責任をもってサポートしてい

ただく方でございます。それでは、趙教授よろしくお願

いします。

　どうもありがとうございます。おはようございます。

友人の皆様、同僚の皆様、そしてご参加の皆様、おはよ

うございます。

　最初に、このたびは、日本セーフティープロモーショ

ン学会の創立ということでこの歴史的な都市であります

京都において設立総会を開催されますこと、心からお祝

いを申し上げたいと思います。また、学会の運営委員会

に対しまして、このたびお招きを受けまして、そして、

基調講演者といたしまして、この記念すべき設立総会で

お話しさせていただきますこと、お礼を申し上げます。

　ここ数日間は、亀岡市で現地視察をしていたわけであ

りますけど、非常に暖かいおもてなしを受けました。ま

た、コミュニティセーフティプロモーションの努力に感

銘を受けました。それから、亀岡市の市民の皆様方、協

力者、保健医療関係者、京都府の保健医療関係者の方々

の今までなした業績に対して、非常に感銘をいたしまし

た。

　今朝は、私からは、国際セーフコミュニティネットワー

ク、そして、アジアセーフコミュニティ・ネットワーク

について、簡単にお話ししたいと思います。そして、私

たちのプログラムを、どうやって今後さらに改善してい

くことが必要かということをお話ししたいと思います。

これは、私のアジア地域のコミュニティに対する現地視

察の経験に基づいて感じていることです。

　セーフコミュニティの概念そのものの基盤となってい

るのは、「セーフコミュニティ声明(マニフェスト)」とい

うことでありまして、すべての人が健康と安全に対して

平等な権利を有するというものです。これは1989年ス

ウェーデンで第１回の世界大会のときに採択されたもの

です。セーフコミュニティープログラム、そして、セミ

ナーの早期の経験から、いくつかの基準が出てきました。

これによって国際セーフコミュニティネットワークの会

員の認証を得ることができるわけです。

　皆さん方はこの指標をよくご存じだと思いますけれど

も、国際セーフコミュニティの認証を受けるためには６

つの指標があります。これらの指標に関しましては、ま

た、後で取り上げたいと思っています。

　レイフ・スヴァンストローム先生が既にお話しなさっ

たように、現在118のコミュニティがセーフコミュニティ

として認証を受けています。最初に認証を受けたのが、

スウェーデンのリードショッピングで1989年です。そし

て、最新の認証を受けたところが韓国の済州島で、2007

年、今年の７月です。

　ＷＨＯコミュニティセーフティプロモーション協働セ

ンター、これはカロリンスカ研究所の中にあるわけです

が、それを支持していくために、16の提携サポートセン

ターがあります。アジアの地域では３つありまして、１

つは香港、もう１つがバングラデシュ、そして、韓国の

スウォンです。京都府というのは、この取り組みからし

たら、最も積極的だと聞いております。近い将来京都に

アフィリエイト、つまり提携サポートセンターを誘致す

ることができるのではないでしょうか。すなわち、アジ

アの近隣諸国において、そしてまた、日本においてセー

フコミュニティの運動を促進するために、誘致すること

ができるのではないかと期待しております。

　この認証のプロセスを促進するためにカロリンスカ研

究所のＷＨＯ協働センターは、認証センターというもの

を設置しています。世界に６つの認証センターがありま

す。アジアでは、韓国のスウォンにありますアジョー大

学に外傷予防コミュニティセーフティプロモーションセ

ンターが設置されています。これがアジアのセンターと

いうことになりました。これについては、私たちは非常

に誇りに思っています。

「アジアのセーフコミュニティ活動」

趙　埈佖

韓国アジョー大学医学部教授
アジアセーフコミュニティネットワーク　チェアマン（当時）

セーフコミュニティ認証センター長

◆教育講演Ⅱ◆
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　このスライドは、アジアのセーフコミュニティネット

ワークを示しています。18のコミュニティが、既に認証

を受けています。韓国のスウォンが、2002年にアジアで

最初のセーフコミュニティの認証を受けました。これは、

世界では63番目でした。香港には６つのコミュニティ、

そして、台湾では４つ、そして中国本土は１つというこ

とでありまして、これは山東省済南市のユースパークコ

ミュニティというところです。ベトナムには５つのセー

フコミュニティ、これは2006年に認証を受けました。そ

して、韓国の済州島が一番最近認証を受けました。中国

では11のコミュニティが今年中には認証を受ける予定で

す。ご存じのように、カロリンスカ研究所のＷＨＯ協働

センターは、認証を受けたコミュニティが、５年ごとに

再認証を受けることを推奨しているわけです。再認証を

受けるプロセスを通して、各コミュニティを再度活性化

し、やる気を起こさせるのです。すなわち、このプログ

ラムを持続可能性をもつものにするということです。ス

ウォン市は、今年の10月４日に、再認証を受ける予定で

す。

　アジアセーフコミュニティ・ネットワークのインター

ネットのホームページのアドレスは、www.safeasia.net 
です。アジアのセーフコミュニティネットワークの

ニュースレターについても、２か月に１回の発行する予

定です。このニュースレターのコーディネーターは、ナ

ム・スー・パク先生でありまして、皆さま方の活動の

ニュースをほかのコミュニティと共有することを目的と

しています。

　それからまた、医療の専門家、コミュニティ活動の実

践家を対象に、アジア地域でのトレーニングコース、ま

た教育プログラムを予定しています。これはＷＨＯの協

働センターとともに企画しています。また、年次のネッ

トワークのミーティングを国際会議をアジアの会議でや

りたいと思っています。この毎年開かれます年次総会で、

日本の方々とお会いしていきたいと思っています。

　それから、アジア大会でありますけれども、２年に１

回の開催ですが、１回目は2002年に韓国のスウォンで開

催されました。２回目の大会は、バングラデシュのダッ

カ、そして、３番目は台湾の台北市で開催されました。

そして、４番目のアジアの大会は、今年11月にタイで開

催されます。アジアセーフコミュニティ・ネットワーク

を代表いたしまして、皆様方の非常に積極的な参加を心

待ちにしております。

　2009年には中国の北京市で、第５会アジア大会が開催

されます。これは中国の労働災害安全衛生協会が主催す

るものです。第６回アジア大会は、候補地がいま申請待

ちの状況です。京都府、そしてベトナムのハノイが2001

年の第６回のアジア大会の強力な候補だと、私は思って

います。

　さて、それではアジアの多くのコミュニティにおきま

して、現地視察を通して私が学んだこと、これらは私た

ちのプログラムを改善するのに役に立つものであります

けれども、それについてお話ししたいと思います。これ

は亀岡市にも適応できることだと思います。亀岡市に関

しましては、ここ数日にわたって現地視察を行ってきた

わけです。それでは、それぞれの指標を見ていきたいと

思います。

　まずセーフコミュニティの第１の指標、より安全な地

域作りを目指し、分野や領域の垣根を越えて、協働で取

り組む組織があることとなっております。それぞれのコ

ミュニティには、さまざまな部門で、総体的に優れたイ

ンフラが存在します。例えば、自治体自身、公衆衛生部

門、疾病対策センター、職業安全衛生協会、大学、そし

て公衆衛生学部、医学部、病院、警察などです。また、

消防などもあります。しかし、より部門横断的な協働作

業が定期的に行われることによって、外傷予防プログラ

ムにコミュニティの人たちを積極的に巻き込んでいくこ

とが求められます。

　２つ目の指標、これはすべての性別、年齢、環境、状

況を対象に、長期にわたる継続的なプログラムがあるこ

ととされています。

　この２つ目の指標に示されるように、我々はすべての

年齢層をカバーしなければなりません。子どもたち、あ

るいは高齢者だけではありません。外傷の統計を見てみ

ますと、はっきりわかることがあります。すなわち、思

春期から成人期の、すなわち15歳から45歳の人たちも、

非常に弱者としてとらえることができるということです。

環境に関しては、我々は職場での安全性を忘れてはなり

ません。また、大規模な商業地域、あるいは農業におけ

る安全性も考えなければならないでしょう。それぞれの

コミュニティで、スポーツ、レジャーを行う上での安全

性、例えば、おぼれたりすること、自殺、暴力、虐待な

ど意図的な外傷も考えなければいけません。

　３つ目の指標は、危険度の高い集団、年齢層や地域な

どと環境に焦点を当てたプログラム、及び弱者とされる

人たちを対象にしたプログラムがあることとされていま

す。リスクがより高い弱者というものがコミュニティに

存在します。例えば、子どもたち、高齢者、女性が含ま

れます。また、アルツハイマー病の高齢者、障害者、移

民、あるいは外国人も含まれるということです。

　そして、４つ目の指標は、外傷の頻度と原因を記録す

るプログラムがあること。この４つ目の基準というのは、

コミュニティ・セーフティプロモーションに対する科学
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的なアプローチにとっては重要であり、また、持続可能

な開発を考えるにあたっても重要です。自治体、そして

公衆衛生部門、医学部、公衆衛生学部、医療従事者、病

院などの協働による努力が必要です。そして、単位人口

あたりのあたりの外傷データが必要です。そして、各コ

ミュニティが、国際的な基準にしたがって外傷の分類を

行い、コミュニティの調査、データの分析を行うことが

求められます。さらに、どのような状況で外傷が発生し

たのかということを知ることによって、リスク因子を減

らし、改善をしていくことができます。外傷サーベイラ

ンスの分野では、ほとんどのコミュニティが、学会専門

家との協働作業が必要です。その意味では、それぞれの

コミュニティと、また、日本セーフティープロモーショ

ン学会の専門家との間の積極的な協働作業を期待すると

ころであります。

　５つ目の指標は、プログラム、取り組みのプロセス、

取り組みの結果を評価する基準があること。評価が重要

です。さらにセーフコミュニティープログラムを改善し

ていくためのエビデンスベースのアプローチにとっても

評価が必要です。各コミュニティは、医療の専門家から

も、この面で支援を得ることができるでしょう。

　６つ目の指標は、国内、国際的なセーフコミュニティ

のネットワークへ継続的に参加していくこと。国内、そ

して国際ネットワークに積極的に参加するということは、

経験を共有し、お互いから学び合うために大変重要です。

会議に出席するだけでは十分ではありません。皆様には

ぜひ国際会議にも積極的に参加していただき、皆さん自

身のプログラムを発表していただきたいと思います。さ

らに、アジアセーフコミュニティ・ネットワークを代表

いたしまして、京都府、亀岡市、そして京都における大

学が、できれば国際会議、セミナー、シンポジウム、ワー

クショップ、あるいは教育、研修コースなどを主催して

いただきたいと思います。特に、近隣諸国で、あまりセー

フコミュニティの概念に通じていない国のために、その

ような労をとっていただければと思います。日本セーフ

ティプロモーション学会は、そのような責任、リーダー

シップを今後発揮してくださるものと期待しております。

　最後になりますが、アジアセーフコミュニティ・ネッ

トワークを代表いたしまして、ぜひ第４回アジア地域大

会への皆様の積極的な参加を期待しております。この11

月にタイのバンコクで開催を予定しています。これがア

ジアセーフコミュニティ・ネットワークのホームページ

です。ネットワークを通じて、さらに情報を得ていただ

くことができます。ネットワークは、皆さん自身の貢献

をも大きく期待して、さらに発展していきたいと思いま

す。皆様の暖かいおもてなし、歓迎を心より感謝申し上

げます。そして、日本のコミュニティが、近いうちに国

際セーフコミュニティネットワークの一員となり、世界

でも最良のモデルプログラムとなられることを願ってお

ります。皆様の学会の成功を、ご健闘を心よりお祈りい

たします。ご清聴ありがとうございました。
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Safe Community MoSafe Community Movement in Asia vement in Asia 

Joon PiJoon Pil Cho,ho, M.D., PhM.D., Ph.D..D.
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Depapartrtmement of nt of Emerergency My Medidicicine

AjAjou ou Universisity S School of  of Medidicicine

Suwon,on, K Korerea

jpcho@ajou.ou.ac.ac.krkr

• SafSafe Commu Community Netwnity Network

• SafSafe Community Criteria Community Criteria

– WhWhat wat we nee need to id to imprprove ove our our 

prprogograramsms

SafSafe Commu Community Mnity Manifanifeststo o 

"All human beings h"All human beings have 

the ehe equal righqual right to het to health aalth and safend safety"ty"

(The 1st World Conference on Accident and 

Injury Prevention. Stockholm, Sweden 1989 )

Indicatndicators for Safe Communitiesors for Safe Communities

An iAn infrasfrastrutructcturure bae based oed on p partrtnenershirship anp and col collaboraratitionons,s, gov goverernened d 

by a  crby a  cross -oss - sectiectional gro group tup that ihat is res responsisiblble for se for safetfety pr promomotiotion in in 

ththeieir comr commumuninity;ty; 

LonLong-g-teterm,rm, sust sustaiainanable proe programs cms coveriring ng botboth gh genders ars and al all agl ages,es,

enviviroronmnmentents,s, an and sid situatituations;ns; 

Progrograms tams that tar target hi high-gh-ririsk grsk grououps aps and en envivironronments,ts, a and prnd progrogramsams

thathat pr promotomote safe safety for vul for vulneraerable gr groups; ; 

PrPrograms th thatat d documocument t the f frequequencncy an and cau causeses o of in injujuries; ; 

Evalaluauatition mon measurureses to ass to assess thss theieir prr progograms,ms, pro processsses aes and nd 

the effthe effects of cs of change;ge; 

OngoiOngoing png partirticicipatipation in in nati national al and ind internatinational Safe Commfe Communities

netwnetworks.s. 

CeCertifying Ceifying Centnterer

DesiDesigngnatated Cered Certifyiyingng CenCenterer

• Safe Communities Foundation New Zealand

• Center for Peace Action South Africa

• Center for Injury Prevention & Community Safety Promotion Korea

• Australian Safe Communities Foundation Australia

• Swedish Association for Safe Communities Sweden

• Instituto CISALVA Columbia

UndUnder Pr Prepepararatiation

• Canadian Safe Communities Foundation Canada

• Hong Kong Occupational Safety and Health Council Hong Kong

Asian SaAsian Safe Commufe Community Netnity Network

•

•

•

•

•

•

•

2002:2002: ( (1) Korea:orea: SuSuwonwon

• 2003:2003: ( (2) Chihina,na, H Hong ong Kong:ong: TuenTuen Mun, KMun, Kwaiai TsiTsing

• 2005:2005: ( (5) Chihina,na, H Hong ong Kong:ong: TaiTai Po  Po 

ChiChina,na, Tai Taiwan: an: FongbiFongbin,n, D Dongshr,ongshr, AlAlisan,an, N Neihu

• 2006:2006: ( (9) Chihina,na, Shandong: Shandong: Youth Park (outh Park (Jinan)nan)

ChiChina,na, H Hong ong Kong:ong: TsuenTsuen Wan, ShWan, Shan Shuian Shui Po,Po, 

TungTung Chunghung

ViVietnam:etnam: Lang Lang Co, Loc Sonh, Loc Sonh, Da Trach,Trach,

Dong TiDong Tien,en, Xuanuan DiDinhnh

• 2007:2007: ( (1) Korea:orea: JeJeju 

ExpectiExpecting ing in 2007: 2007:      12   12 Communimmunitities ies in C China na 

Re-desidesignagnatition of Suwonon of Suwon

ExpectiExpecting ing in 2008: 2008:      Japan(  Japan(1)1), K Korea(rea(2)2), C, China(na(?)?), 
ThaiThailand(and(?)?),   ,   ViVietnam(etnam(?), 

InInteternrnatioationanal Sal Safefe Co Commununity Neity Netwotwork

KaroKarolinslinska In Inststitututetet Certifyiying Cng Centnterer

Designated safe communities; 117 

– The 1st – Lidkoping, Sweden:1989, 2003

– The 117th – Jeju, Korea; June, 2007
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Asian SaAsian Safe Commufe Community Netnity Network

• Homepage: wwwHomepage: www.saf.safeasia.neteasia.net

• Asian SCAsian SC Net Networork Newslet Newsletter

– CoordiCoordinator:nator: Nam Soo Park,m Soo Park, nspark@ajnspark@ajou.ou.ac.ac.krkr

• ConfConference, Semence, Seminarnar, or, or EduEducation courcation courseses

– AsiAsian an Regiegionalonal Confonference:erence: every two years every two years

– EducatiEducation courses:on courses: under pl under plannanning

• Annual NeAnnual Networork Meet Meetinging

– DuriDuring Ing Internatternationalonal or  or Asian C Confonference erence 

AsiAsian Conferan Conferenence oce on S Safe Communife Communitities es 

• 2002(2002(1stst) Suwon,uwon, K Korearea

• 2004(2004(2ndnd) Dhaka,haka, B Banglangladeshiadeshi 

• 2005(2005(3rdrd) Taiaipeipei, Taiwan Taiwan

• 2007(2007(4thth) Bangkok,angkok, Thai Thailandand

• 2009(2009(5thth) Beijinijing, Ch Chinina

• 2011(2011(6thth) Kyoto, Japanoto, Japan

Hanoianoi, Vi, Vietnametnam
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•

•

•

•

•
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LonLong-g-teterm,rm, sust sustaiainanable proe programs cms coveriring ng botboth gh genders ars and al all agl ages,es,

enviviroronmnmentents,s, an and sid situatituations;ns; 

Progrograms tams that tar target hi high-gh-ririsk grsk grououps aps and en envivironronments,ts, a and prnd progrogramsams

thathat pr promotomote safe safety for vul for vulneraerable gr groups; ; 

PrPrograms th thatat d documocument t the f frequequencncy an and cau causeses o of in injujuries; ; 

Evalaluauatition mon measurureses to ass to assess thss theieir prr progograms,ms, pro processsses aes and nd 

the effthe effects of cs of change;ge; 

OngoiOngoing png partirticicipatipation in in nati national al and ind internatinational Safe Commfe Communities

netwnetworks.s. 

Indicatndicators for Safe Communitiesors for Safe Communities

CriteriCriteria 1 1

An iAn infrasfrastructructure be basesed d on p partrtnenershirship p 

and colnd collaboraborations goveons governed by ed by 

a a cross -cross - secectitiononalal gr group oup thathat i is 

respsponsionsible for s for safety promfety promotiotion in in th theieir r 

communimmunityty

Criteria 1 Criteria 1 

Criteiteriaia 1 1: AnAn in infrastrucuctuturere ba basedsed on on par partnetnershship an and 

collababororations,ns, g goveverned by a by a crcrososs -s - sectional gr group up ththat iat is 

respononsisiblble foe for sr safefety ty prpromotion in in t their cr communiunityty

• Good infrGood infrastastructuctureses
Depapartrtmement nt of Pof Publublic H Healealth,th, C Center fer for r DiDiseseasase Ce Contrntrol, 

Occupatitionalnal Safefety aty and Hend Healalth AsAssosociciatiation,n, 

School of P of Publublic H Health, NG NGOsOs

• CollaborCollaboratative eive efforts w with cr cross-sectoss-sectional ional 
grgroupsoups

regulgular mear meetingsgs

• InvolvementInvolvement of com of communitmunity people people
Creative ae and acnd actitive

Indicatndicators for Safe Communitiesors for Safe Communities

CriteriCriteria 2 2

Long-term,m, sus sustaiainablable pre progograms rams 

coveveriring ng both both gegendnders aners and ald all ag ages,es, 

enviviroronmennments,ts, an and sid situatuationsns

Criteria 2Criteria 2

• AgeAge
• EElderlyly, Ch Childildreren

• AdolAdolescent and escent and Aduldults (ts (age 15age 15 – 45)45)

• EnvirEnvironmentent
• HHome, Trafme, Traffic,c, pl playgroundayground

• CommerciCommercial areal area ( (largearge department) department)

• Work plWork place ace (agriagriculcultural saftural safety)ty)

• SSituationuation
• FiFire preventire prevention

• Sports &Sports & Le Leisure,ure, Drowniowningng

• IIntentitentional ional injuriries -es - Suiuicide,de, Viololence,ence, Abusebuse

Criteiteriaia 2 2: Long-ng-teterm,rm, su suststaiainable pr progograms coveriring bng bothth 

gendgenderers and a all ll ages, en environmonmenentsts, , andand s situatuationsns;

Indicatndicators for Safe Communitiesors for Safe Communities

CriteriCriteria 3 3

Progrograms tams thathat target high-rget high-risk grsk groups and oups and 

envirenvironmentonments, ands, and 
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grgroupsoups
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Criteria 4Criteria 4

Criteiteriaia 4 4: ProProgramsms th thatat doc documeument the the f freqequenuencycy an and cau causeses 

ofof in injuries

• CollaborCollaboratative eive efforts w with d diververse healte health 

sectsectorors
• DDepapartrtmement nt of Pof Publublic H Healealth th 

• SSchool of P of Publublic H Health 
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• IntInternational stnational standarandard

• Including sitIncluding situations injuuations injurieses occurr occurred

Indicatndicators for Safe Communitiesors for Safe Communities
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Criteria 5Criteria 5

Criteria 5: Evaluation measures toto assess their programs, processes and 

the effects of change

1.1. Procesocess evaluations evaluation

2.2. OutOutcomecome evaluation  evaluation 

Indicatndicators for Safe Communitiesors for Safe Communities

CriteriCriteria 6 6
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inteinternrnatioationanal Sal Safefe Co Commununitieities s 
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シンポジウム

「セーフティプロモーション」の視点から、事故予防、
自殺予防、暴力予防を考える

司　会　　武藤　孝司（獨協医科大学）

渡邉　正樹（東京学芸大学）
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・地域で守る子どもの安全

 宮崎　　稔（学校と地域の融合研究会）



 25日本セーフティプロモーション学会誌　Vol.1　No.1　　2008

子どもの事故予防－火災による傷害予防を例として

はじめに
　感染症による小児の死亡率は激減し、1960年以降は「不

慮の事故」が、わが国の子どもの死亡原因の第一位であ

り続けている。今日、子どもが事故で亡くなったり後遺

症を負うことを予防することは、少子高齢化の時代を迎

えて、ますます重要な課題となっている。本稿は、火災

/熱傷による傷害を例にとって、傷害制御の基本的概念と

傷害制御の公衆衛生学的アプローチについて解説するこ

とを試みてみた。

傷害の問題の大きさ
事故は疾病と異なり必ずしも高齢者に多発するわけでは

なく、子どもや若年成人にも発生するために、その社会

的損失は、一般の死亡統計ではその重要性が正確に反映

されにくい。すなわち、一般の死亡統計では過小評価さ

れる傾向がある。図１に示したＹＰＬＬ（Years of 
Potential Life Lost）という統計1）は、65歳まで生きられ

なかった年数を死亡原因ごとに総和して比較する統計手

法である。例えば、事故で死亡した10歳の子どもは55年

（65－10＝55）の生存可能性を損失したと考え、ガンで死

亡した5歳の子どもは60年を損失したとして、各疾病ごと

にこの損失年数を加算した結果を示したものである。

　ＹＰＬＬ順位のトップはガンや心疾患ではなくinjury
であり、本学会がターゲットとする分野である。injuryの
正式な和訳は決められていないが、不慮の事故、自殺・

他殺などによる死傷、意図不明の死傷の３つのカテゴ

リーを包含した言葉であり、死亡統計では外因死とされ

ているものに該当する。本稿では山中龍宏2）に倣って、

以下「傷害」と訳すことにする。傷害はＹＰＬＬの30％

以上を占めており、この分野への対策が極めて重要な公

衆衛生上の問題の一つであることを示している。

　わが国の過去10年間のＹＰＬＬの推移（図１）をみる

と、1995年に阪神大震災が発生し、ＹＰＬＬ値は悪性新

生物を上回っていたが、それまでは悪性新生物がＹＰＬ

Ｌの第一位を占めていた。しかし、1998年に傷害が悪性

新生物上回って第一位となった。不慮の事故死はこの10

年間に順調に減少し続けているが、自殺の急増によって、

1998年以来、ＹＰＬＬの第一位は傷害となっている。

子どもの傷害死の推移
　1995年から2005年までの過去10年間に、わが国の子ど

も（15歳未満）の傷害死がどのように変化したかを図２

に示した。これで見ると、不慮の傷害も故意の傷害（自

殺と他殺を合計）も、どちらも有意に減少していること

がわかる。地震による傷害を除いても、特に不慮の傷害

のほぼ全ての分野で死亡数が著しく減少している。ただ

し、火災による死亡数だけはほとんど減少がみられてい

ない。1995年は阪神大震災で死亡した子どもの数が例年

に無く突出しているため、この10年間の地震による死亡

数を除外して、傷害で死亡した子どもの実数を比較して

も、この10年間に傷害死者数で43％減少し、年齢調整死

亡率でも23％の減少がみられた。

　この10年間の小児の傷害死の減少は著しく、特に不慮

の傷害死亡率の減少要因を分析することは対策を考案す

る上で有用だと思われる。その一因として、主として５

歳未満の子どもの傷害死亡率の減少が著しかったことが

あげられる。０～４歳の年齢群における傷害死亡率（年

齢群人口10万人あたり）は、1995年の28.6から2005年の

17.6まで、38％も減少したのに対し、10～14歳の年齢群

子どもの事故予防－火災による傷害予防を例として

今　井　博　之 

吉祥院こども診療所（所長）、子供の安全ネットワークジャパン（幹事）、
日本セーフティプロモーション学会理事 

◆シンポジウムⅠ◆

図１　ＹＰＬＬの10年間の推移
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では、同6.2から6.6へとむしろ増加している。例えば、

交通事故は不慮の事故死の中でも、この10年間にほぼ半

減し、最も減少した死亡原因のひとつとなっているが、

交通事故死亡率を事故様態別にみると、その減少効果の

ほとんどは歩行者死亡率の減少に負うところが大きいこ

とがわかる（図３）。しかも、交通事故だけでみても前述

したように５歳未満での歩行者死亡率の減少が最も大き

い（同5.9から3.0へと49％減少）。

　もともと、わが国は、他の先進国と比較

して５歳未満の事故死亡率が高く、また、

交通事故では歩行者死亡率が高いことが特

徴であったので、これらが他の先進国並み

に減ってきたことによって全体の傷害死亡

率が下がったようであり、一見、好ましい

傾向であるかのように見える。しかし、わ

が国と同様に小児の歩行者死亡率が高かっ

た英国での研究によると、英国で順調に小

児歩行者死亡率が減少しているのは、子ど

もが外遊びをしなくなった、あるいは独力

で移動しなくなった結果、子どもが交通に

曝露される機会が減少したことが減少の最大要因で

あり、必ずしも道路環境が安全になった結果ではな

いという研究がある3）。

子どもの傷害死の内訳とその対策
　2005年における子ども（15歳未満）の傷害による

死者数は790人で、傷害分類別の内訳を表に示した

(人口動態統計4）より)。上位３大死亡原因は、交通

事 故（262人：27％）、窒 息（198人：21％）、溺 死

（151人：16％）の順であった。0歳児は窒息による死

亡が著しく多いので、国際比較のために０歳を除外

して原因別構成割合を再検討すると、わが国では、

①溺死（142人：23％）、②交通事故（134人：22％）、

③火災/熱傷（73人：12％）、④窒息（65人：11％）

の順であった。一方、ＵＮＩＣＥＦの報告書（5）によれ

ば、ＯＥＣＤ加盟国の総計では、１～14歳までの小児の

傷害死原因割合は、①交通事故（41％）、②溺死（15％）、

③火災（７％）、④転倒/転落（４％）の順となっており、

わが国では相対的に交通事故が少なく、窒息が多いこと

が特徴となっている。

　今日までの国際的研究によって、事故予防の分野では

図２　傷害による子ども（15歳未満）の死者数の10年前との比較

     

1  262 (27.1)  

2  198 (20.5)  

3  151 (15.6)  

4  /  82 (8.5)  

5  /  50 (5.2)  

6  75 (7.8)  

7  77 (8.0)  

8  45 (4.7)  

9  26 (2.7)  

   (100)  

表　2005年のわが国の子ども（15歳未満）の傷害死と求められる対策

10

図３　子ども（15歳未満）の交通事故死亡率の推移
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様々な対策が考案され、実施、そして、その効果が検証

されてきた6）7）。表に列記した対策は全てそうした実証済

みの対策であるが、今日の日本には導入されていない対

策がまだまだたくさんあることがわかる。図４は、1995

年の死亡率を100として、2005年までの10年間に死亡率が

どのように変化したのか示したものである。前述したと

おり、過去10年間に唯一増加したのは火災/熱傷だけで

あった。

　以後、火災を例にとって、傷害制御の基本的原理と概

念について解説を試みる。

傷害防止対策の基本原理
　従来から行われてきた防火訓練などは、常時注意を払

い続けるという個人的な努力を必要とするので、労力の

割には効果が少ないが、火事そのものが発生することを

防止するという点で、対策の基本とされてきた。それに

比べて、煙感知器は、火事の発生は防げないが、火事に

よる負傷を予防することができる。また、スプリンクラー

の設置は、命だけではなく財産をも守ることができる点

でさらに勝っている。そして、今日ではさらにライター

やタバコなど火の発生源となりえる製品そのものを安全

なデザインに変更してゆくことで火災予防を達成しよう

という大きな流れがある。

　われわれが少なくとも達成したい目標は受傷を免れる

ことであり、たとえ火事そのものの発生が防止できなく

ても、煙感知器やスプリンクラーがあれば、脱出が可能

であり、傷害を免れることができる。その意味では、「事

故」予防と呼ぶのは不正確であり、「傷害」予防と呼ぶべ

きである。また、火事というイベントを防止するだけで

はなく、火を途中で消火する対策、あるいは熱傷を負っ

たとしても、その熱傷が生命を奪ったり、重度の後遺症

になるのを防止する医学的介入があるという

意味では、「予防」という言葉も適切ではない。

か く し て、従 来「事 故 予 防 (accident 
prevention)」と呼ばれた概念は「傷害制御
(injury control)」という言葉に置き換わりつ
つある8）9）。

教育と説得
　人々の行動を改善することよりも環境の改

善や、製品の改善の方が効果が高いというの

が、今日の外傷予防の基本的コンセプトに

なっている。人々にさまざまな教育を行い、

安全な行動をとるように説得するためには、

単にお題目のようにスローガンを叫んでも効

果はない。米国では1960年代にこうした旧来

型の事故対策から脱却を始め、より安全な環境をつくる

ための法制化や規制に力点を置くようになった7）。しか

し、いかなる制度ができようと、製品の安全性が高めら

れようと、最終的にはその成果はそれを利用する人々の

行動や態度にかかっている。現在はまだ未熟な段階にあ

るが、今後は、行動科学の今日的到達点を傷害制御の分

野に適用し、試行を繰り返しながら効果を高めて行くこ

とが求められるようになるであろう10）。

環境の改善
　火事が発生しても傷害を免れることができる環境とし

て、煙感知器とスプリンクラーの設置をあげることがで

きる。特に住宅火災が子どもの火災/熱傷による傷害死原

因の90％以上を占めているので4）、一般住宅への煙感知

器の普及が重要であり、法制化が重要な役割を果たすこ

とになる。住宅への煙感知器の設置で火災関連傷害は、

40～50％減少させることができると考えられており11）、

米国オクラホマ市で行われた比較対照試験では、煙感知

器を無料配布した介入地域では火災関連傷害発生率（人

口10万人あたり）を15.3から3.1へと80％も減少させた12）。

さてここで注意しておきたいのは、「火災警報器」ではな

く、「煙感知器」でなければいけないという点である。温

熱式の火災警報器では、警報が鳴った段階ではすでに脱

出までの時間が残されていないので、本来の目的を達成

できない12）。わが国でも2006年６月から新築住宅の居間

などには火災警報器を設置することが義務づけられた

が13）、煙感知式を指定していないことは重大な欠陥であ

る。

　図５に火災による死亡率の日米比較を示した14）。1970

年代後半の日本の火災による死亡率は米国の約半分くら

いであった。この時点で米国での煙感知器の普及率は

図４　1995年を100とした傷害による年齢調整死亡率の推移（15歳未満）
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10％を越えており、その後も着々と普及が広がり、今日

では住宅への設置率は96％を超えている。今や一般住宅

への煙感知器の設置率は英国で81％15）、スウェーデンで

76％ 16）となっているが、わが国では設置率についての

データすら無い。図５に示したように、米国では煙感知

器の普及とともに着実に火災による死亡率が減少し、今

日では日本よりも低い死亡率を達成している。一方、わ

が国では過去30年もの間、火災による死亡率はほとんど

減少しておらず、最も対策の遅れた分野の一つとなって

いる。

製品の改善
　防火対策は環境の改善からさらに、より安全な製品の

開発・設計へと向かっている。ここでカギになるのはエ

ンジシアリングであり、安全文化、あるいは安全を指向

する社会の要請が原動力となって、

製品を設計したりデザインする際に

は、より安全であることが必要要件

とされ始めたのである。米国では幼

い子どもの火遊びで年間6000件の火

災が発生していると言われており、

チャイルドレジスタント・ライター

が開発された17）。このライターは幼

い子どもの力では着火できない構造

（４歳３ヶ月以下の子どもの85％以

上が着火できない）になっており、

子どもの火遊びによる火災件数を6

割減少できることがわかっている。

既にニューヨーク州では1994年から
17）、ノルウェー、アイスランド、リ

ヒテンシュタインを含むＥＵ諸国では2006

年５月より、ライターをチャイルドレジス

タントにする義務を法制化している。

　そして、今日最も注目されているのが防

火タバコである。タバコの不始末は常に火

災原因のトップレベルにある13）14）。例えば、

寝タバコでタバコを落としてしまった場合、

吸い続けなくても火が燃え続けるというタ

バコの特性こそが寝具や家具などへの着火

率を高めている。新しく開発された防火タ

バコは、吸い続けない限り自動消火する仕

組みになっており、低引火性タバコ

（reduced-ignition-propensity cigarette）とか防
火タバコ(fire-safe cigarette）と呼ばれてい
る。すでにカナダでは国レベルで18）、米国

では州レベルでこの防火タバコを法制化し

ており、まもなく米国人口の半数以上をカバーするとこ

ろまで来ている19）。また、欧州連合（ＥＵ）でも防火タ

バコの法制化の検討が始まっている20）。

　図６は1990年代後半の火災原因の日米比較15）であるが、

日本のほうが米国よりもタバコによる火災が多い。また、

他の先進国と比較しても、放火による火災が突出してい

るのが日本の特徴の一つであると言われている。もう一

つの特徴として、日本は火災件数あたりの死傷率が高く、

火事を出したということに対する地域住民による社会的

烙印があまりにも大きいので、無理な初期消火を試みる

ことが原因の一つではないかと考えられているようであ

る。そういう意味でも、たとえ火事は防げなくても死傷

だけは免れるようにするという傷害予防の基本理念を生

かす必要があろう。

100

80

60

40

20

0

100

図５　火災による死亡率の日米比較
（米国における煙感知器の普及率との関連）

(%)

図６　火災原因の日米比較（1995～1999年）
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傷害サーベイランスの早期確立を
　傷害制御の分野を前進させるためには、疾病と同様に

公衆衛生学的アプローチ21）22）に基づく科学的対策が必須

となる。傷害についてのデータを収集し、分析すること

によって発生のパターンを理解することが可能になる。

そして、その分析に基づいて対策を考案し、実施し、そ

の効果評価を行う。こうした一連のアプローチは伝染病

の疫学から得られたアプローチであり、すでに私たちは

そのノウハウを手中にしている。新型インフルエンザ対

策にとって感染症のサーベイランスは始めの第一歩であ

り、それなくしては闘えない必須項目である。傷害制御

についても、傷害サーベイランス・システムを国家の責

任で立ち上げることが目下の急務である。
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「高齢者における転倒、骨折の実態とその予防」

１．はじめに
　高齢者における転倒は、特に女性の場合骨粗鬆症を基

盤として容易に骨折が発生する。骨粗鬆症自体は必ずし

も疼痛などの臨床症状を伴うものではなく、骨折こそが

最も重要かつ最終的なイベントとなる。骨粗鬆症に伴う

骨折の発生には、そのほんどの場合、転倒が関与する。

特に今日、大きな問題となっている大腿骨頚部骨折につ

いてはその90％が転倒により発症するとされている1）。

また、転倒からみた場合、大腿骨頚部骨折を発生するの

は約１％と推定されているが2, 3）、打撲やねんざなどの外

傷は高頻度であり、さらに、転倒後には再度の転倒を恐

れるあまり、著しくＡＤＬを低下させる転倒後症候群も

報告されており4）、高齢期における重要な問題となって

いる。

２．転倒の実態
　欧米においても早くから高齢期の転倒について注目さ

れ、欧米での最初に高齢

者の転倒についての記述

は1948年 Sheldon Hに
よって『The Social 
Medicine of Old Age』
（ Oxford Univ. Press）に
記述されたのが 嚆  矢 であ

こう し

るとされている5）。

　転倒の発生に関する疫

学的研究も数多く行なわ

れており6-11）、それらをま

とめると65歳以上の地域

在宅高齢者ではその１/

３が１年間に１度以上転

倒すると報告されている。

わが国においては1980年

代より高齢者の転倒の発

生とその予防についての

関心が高まり、欧米同様、

転倒発生に関連する多く

の報告がなされている。

表１は1995年に行なわれ

た、全国の代表サンプルによる転倒の発生頻度調査の結

果である12）。この全国調査は調査方法が標準化され、比

較的高い精度を保って行われたものである。表に示され

るように、おおよそ１年間での転倒の発生率は20％程度

との報告が多い。しかし、沖縄では男性6.8％、女性13.7％

といずれも、他の地域と比較して転倒発生率が有意に少

ないことが明らかとなっている。

　70歳以上の地域在宅高齢者における転倒の実態も報告

されている。筆者らは高齢期における要介護状態を容易

にもたらす老年症候群について、高齢者に対する包括的

健診を行っているが、そのなかで転倒に関してもその頻

度、原因、結果、あるいは関連要因などについても分析

している13）。

　転倒の発生率の発生率であるが、各性および年齢階級

別転倒者数（割合）は表２に示す。転倒発生率について

男女間では明らかな有意差を認めた（χ2 ＝7.02、p＜

0.01）。しかし、年齢階級別の発生率については、男性で

「高齢者における転倒、骨折の実態とその予防」

鈴　木　隆　雄

東京都老人総合研究所　副所長

◆シンポジウムⅠ◆

表１　在宅高齢者における転倒の年間発生率

表２　過去１年間の転倒経験者の性，年齢階級別内訳
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は加齢に伴う増加の弱い傾向が示されたが（χ2 ＝4.80、

p=0.09）、女性ではまったく有意差はなく、各年齢階級と

もほぼ20％で安定した発生率を示していた。

　転倒の発生回数については男女とも１～10回までばら

ついているが、１回のみの者は男性95名（66.4％）、女性

171名（67.8％）であり、２回以上の複数回転倒者は各々

48名、81名であった。次に転倒時の状況あるいは原因に

ついては、男女とも「つまずいた」が圧倒的に多く、そ

れぞれ35.4％、40.6％を占めている。次いで「滑った」

あるいは「段差に気付かなかった」が続いている。それ

ぞれの原因の割合に男女差は認められなかった。

　転倒による結果あるいは受傷状況については、男女で

受傷状況が明らかに異なっており、女性では「打撲」

（34.7％）や「擦り傷」（25.2％）が多いが、男性では

「何もなかった」が49.3％とほぼ半数を占め、女性よりも

有意に割合が大きかった（χ2 ＝26.5，p＜0.001）。また

「骨折」については男性4.9％、女性11.0％であり、有意

な性差を認めた（χ2 ＝4.35，p=0.04）。また女性のなか

には大腿骨頸部骨折を受傷した者が２名（1.0％）含まれ

ていた。

　さらに転倒恐怖感「転ぶことが怖い」と感ずる転倒恐

怖感については、男性で367名（39.7％）、女性で830名

（65.2％）が感じており、女性で特に高く有意な性差を示

していた（χ2 ＝149.9，p＜0.001）。さらに、これら転

倒恐怖感を有する者の中で日常の生活動作を「手伝って

もらう」者はそれぞれ15名（4.1％）、52名（6.3％）で

あった。また「外出を控える」者はそれぞれ26名（7.1％）、

86名（10.4％）となっていた。これらについては有意な

性差は認められなかった。

　施設における転倒の発生頻度に関する調査、特に（地

域高齢者に行われるような）大規模疫学調査は多くはな

い。しかし、施設高齢者では地域高齢者に比べて転倒発

生率は明らかに高く、地域高齢者のほぼ２倍、すなわち

約40％の年間転倒率にのぼると考えられている14-16）。

　わが国での特別養護老人ホームなどの施設入居者での

転倒の頻度は約10～40％である（表３）17）地域高齢者同様、

施設においても男性より女性での転倒発生の多いことが

明らかである。発生頻度の違いには、施設の種類や、施

設の入所条件などにより入居している高齢者の健康度が

著しく異なっていることによる可能性が考えられる。ま

た、環境が影響している可能性は大きく、手すりの設置

や滑りにくい床面の採用など、転倒事故防止のための

種々な対策が十分でない施設で頻度が高くなる可能性が

大きい18）。さらに、地域高齢者と比較して、施設高齢者

では、転倒によって骨折や活動性の低下をきたしやすく、

歩行困難や寝たきりになる危険性の高いことも知られて

いる。

３.　骨粗鬆症性骨折の疫学
　骨粗鬆症を基盤として発生する骨折、なかでも大腿骨

頸部骨折の発生頻度あるいは発生率に関する疫学的研究

は多い。国際的な比較でみると、わが国における大腿骨

頸部骨折の発生率は北欧や米国での発生率の１/２～１/

３である19-21）。アジア人での発生率はやはり北欧や米国

と比較して明らかに低値であり、北国内でもアジア系民

族での発生率は低い。

　わが国では、長寿科学研究事業により、1987年から５

年ごとに大腿骨頸部骨折の全国調査が行なわれている22）。

それによると、初回調査の1987年には全国推計年間発生

数は５万3,200人であったものが、最近の2002年の調査で

は、11万7,900人と倍以上の発生率となっている（表４）。

しかも、単に発生数だけが増加いるのではなく、発生率

もまた男女ともに増加していることが明らかになってい

る。さらに、ある年齢における者が生涯に骨折を起こす

確率をライフタイムリスクという。このライフタイムリ

スクは、平均余命と当該年数における発生率から算出さ

れる。したがって平均寿命が長く、発生率の高い国（地

域）でのライフタイムリスクは当然高くなる。Kanisら23）

の世界各地でのライフタイムリスクの比較から、50歳の

女性における大腿骨頸部骨折のライフタイムリスクは、

表３　施設入居高齢者における転倒発生率
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スウェーデンの28.5％、次いでノルウェーなど北欧での

高いリスクが示されている。日本は14％程度であるが、

この値は北欧や北米よりは低いものの、香港、中国本土、

およびトルコなど（いずれも10％以下）よりは高い値を

示している。この大腿骨頸部骨折のライフタイムリスク

は民族差が基本にあるものの、それ以外に都市化の割合

であるとか、喫煙・飲酒習慣者の割合など多くの要因が

含まれていると考えられ、わが国では今後もライフタイ

ムリスクの上昇の可能性が存在し、高齢期における転倒

および骨折の総合的な対策が重要と考えられる。

４．転倒予防対策
　国内外で報告されている転倒予防の介入方法には、①

運動介入（筋力増強訓練、バランス訓練、歩行訓練、柔

軟訓練など）、②運動以外の介入（服薬指導、食事指導、

環境準備、行動変容のための教育など）、③多角的介入

（運動・運動以外の介入を含む、身体・知的機能、環境、

医学的評価に基づいた対策）などがある。

　最近における高齢者の転倒予防のためのＲＣＴに対す

るCochrane Reviewを含む主なメタアナリシスがいくつ
か実施されている。最も直近のChangら（2004）24）が行っ

た、40編のＲＣＴに基づく

メタアナリシスから介入効

果をみると、過去に転倒を

経験した高齢者における26

の介入試験では、転倒のリ

スクを0.88（95％ＣＩ：

0.82-0.95：P＜0.03）と有

意に減少させている。また、

27の介入試験から得られた

月間転倒率の減少効果でも

全体的には0.80（95％ＣＩ：0.72-0.88：P＜0.01）とや

はり有意な減少効果が確認されている。

　わが国においても、転倒事象を帰結因子とし、地域在

宅高齢者を対象とした運動介入による転倒予防を目的と

して無作為割付比較対照試験が実施され、その効果が検

証されている25）。これは、地域在宅高齢女性（73～90歳）

52名に対して、介入群と対照群に無作為に割り付け、介

入群に対しては筋力、バランス能力および歩行能力の改

善と強化を目的とした６ヶ月間の転倒予防プログラムを

実施し、その後、８ヶ月と20ヶ月後に転倒発生について

調査を実施している。その結果、追跡期間中の転倒出現

頻度の比較については、介入前では両群に有意差はな

かったが、介入後の転倒発生は８ヶ月後では対照群では

40.9％、介入群では13.6％となり、20ヶ月後では対照群

は54.5％と増加したのに対し、介入群は13.6％と変わっ

ていなかった（p＜0.05）。転倒予防の介入による相対危

険度は0.33となり、転倒は有意に抑制される可能性が示

唆された。

５．血清ビタミンＤ濃度と転倒頻度との関係
　また最近になって、我が国でも骨格筋の萎縮や筋力の

表４　大腿骨頸部骨折年間推計発生患者数推移（人）
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図１　ビタミンＤ投与群と対照群間の転倒リスクにおける主要研究の感度分析のための幹葉図
（文献27より引用改変）　（Bischoff-Ferrari HA at al.:JAMA, 291, 2004）
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低下に関わるビタミンＤ (血清25(OH)D3 濃度) が不足
すると、転倒しやすくなることが報告されてきた26）。こ

のことは、海外の５つの臨床試験をメタアナリシスした

結果、ビタミン投与群では非投与の対照群に比べて転倒

発生率が２割減少することを実証したBischoffらの報告
によっても支持される27）（図１）。

　最後に、ヒップ・プロテクターを用いた無作為割り付

け比較対照試験はわが国も含め世界各地で行われている

が、それらのメタアナリシスを行ったCochrane Libraryの
分析では、施設あるいは病棟などの集団ごと（cluster 
randomization）の６試験のうち５試験では介入群で有意
に骨折を減少させており、95％信頼区間で0.58～0.97と

大腿骨頸部骨折予防に対する有効性を示していた。しか

し個人ごとの介入試験（individual randomization）では５
試験実施され、そのいずれも有効性は確認されておらず、

95％信頼区間も0.54～1.34と有効性は得られていない28）。

さらに地域在宅高齢者を対象とした３つの介入試験では、

そのいずれにおいてもヒップ・プロテクター介入の有効

性は認められていない（95％信頼区間；0.85～1.59）。こ

のように最近の多くのヒップ・プロテクターを用いた介

入研究からは、以前に期待されたほどの有効性が追認さ

れていないのが実情である。
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はじめに
　まずは自殺予防のゴールはなにかということであるが、

自殺者を減らすことはできても、該当する人たちが相変

わらずつらい状況に置かれているのでは意味がない。「自

殺をしてはいけません」と禁止のキャンペーンを行って

も人々の暮らす状況が変わらなければ「一体なんのため

の自殺予防なのか」という疑問がおきるであろう。交通

事故死が減っても相かわらず危険な車や道路がいっぱい

あるというのに似てしまう。やはりわたしたちの行う自

殺予防の活動が「安全で安心して暮らせる社会」を実現

することができてこそ初めて意味をもってくる。そして

そのような社会を実現するためには人々が「困った時に

身近に相談できる人や場所がある」ということが前提で

あり、そのための「ネットワーク・組織」づくりが目標

となる。このような自殺予防の活動は「事前（１次）予

防」といわれるが、事前予防だけでも自殺予防効果が認

められている。このような考え方に基づいてわたしたち

が青森県で行ってきたキーワードは「気持を伝え合う」

で、地域や学校、医療圏や職場での悩みをいつでも誰か

に相談しあうことのできる「人と場の広がり」を求めて

きた。すなわち地域では住民自身が「こころの相談員」

として同じ他の住民の話を聴くことのできるような研修

を行い、同時に自助組織の育成を目指してきた。実際に

秋田県由利町や青森県のつがる市、十和田市そして鶴田

町、七戸町、平内町などで住民自身がつどい、自分たち

の手で自分たちの町を良くしていこうという運動が展開

している。次は学校であるが、青森県鶴田町や深浦町、

三戸町で小学校４～６年生を対象に、「気持を伝え合うこ

と」をテーマにわたしの講話や音楽療法士によるグルー

プワークを行ってきた。生徒たちには１）自分を大事に

する、２）気持ちを伝え合う、３）失敗しても挑戦する

そして４）ほめる、ほめられるということを「４つの約

束」としてもらっている。そして医療圏では六戸町で主

に看護師を対象に傾聴と共感の研修を行い、住民が求め

てきたらいつでも話を聴くという「こころのケアナース」

事業が行われている。最後に職域での取り組みはまだ手

薄であるが、実態調査を踏まえて、金融・商工・労働関

係の相談窓口の担当者を対象にうつ病の啓発や傾聴・共

感の研修を行い、モデル事業所の確立を目指している。

以上が事前予防としての取り組みであるが、その他に事

後対応として自死遺族のグリーフケアも視野に入れ、青

森県で行われたシンポジウムを契機に遺族同士のネット

ワークの構築が始まっている。これまで身内の人が自殺

したのは自分のせいではないかと考えて、しかも誰にも

気持ちを伝えることのできなかった遺族が自分の気持ち

を伝え、共有できる人と場を持つことも大変重要と考え

て、その実現を目指している。以上のように「気持を伝

え合うこと」をキーワードに青森県や秋田県で「安全で

安心できる共同社会の実現」を目指しており、これがま

さにセーフテイプロモーションとしての自殺予防といえ

る。

青森県での活動の詳細
　事前予防（１次予防）が中心であった。２次予防がう

つの早期発見、早期対処。３次予防が自殺された遺族の

ケアになる。自殺予防というと、自殺という言葉を聞い

ただけで、重たいつらい作業であるととらえる保健師、

行政の人が多かった。やはりこれは国の後押しもあるが、

徐々にこの意識が変わってきた。このプロセスが大事で

はないだろうか。セーフティプロモーションもプロセス

を重視している。危機介入、事後対応と事前予防の対比

であるが、やはりこれまでの既存の保健活動の中で、そ

のいろいろな活動を利用しながら、心の健康づくりとい

う視点をどんどん広げていけばいのではないかと考える。

食生活改善委員の方が、例えば食生活の話をしながら、

少しでもうつ病の話とか、自殺予防の話を取り入れると

か、アルコール、たばこ、生活習慣病対策の話の中で、

それにちょっとうつ病や自殺予防の話を加味する。その

ようなことが大事なのである。

　実際に事前予防は効果があるのか。青森県へ私は平成

15年から赴任しているが、15年が一番最高であった。576

名、150万人ぐらいの人口の中でそれだけの自殺者がいた

が、徐々に減ってきて、平成18年は441名に減った。平成

14年までは4年間ワースト２であったが、14、15、16、17

とワースト２。それが18年はワースト６ということで改

善した。でもいまだにワーストである。前十和田保健所

の大西所長が、図１のような統計結果をまとめてくれた。

すなわち平成14年～17年まで４年間のデータである。２

「セーフテイプロモーションの視点から自殺予防を考える」

渡　邉　直　樹

青森県立精神保健福祉センター

◆シンポジウムⅠ◆
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年以上自殺予防対策を行ってきた市町村と全く対策がな

かった市町村を、対策群・非対策群に分けて、それを統

計的に検討してくれた。その前半２年と後半２年で、後

半２年が自殺者の数が下回れば改善、上回れば悪化とし

た。やはり対策群のほうが５％水準で有意に改善してい

たことがわかる。

　私が青森県で提唱しているのは、やはり人と場の広が

りである。現在は40市町村の中、22市町村で自殺予防対

策が行われているが、それだけではなくて地域、学校、

医療圏、職場を主に対象として重点的に取り組んでいる。

そこでの広がりが大事である。中心的なキーワードは、

「気持ちを伝え合う」ということである。

　こういう活動を通して、やはり自殺に対するとらえ方

が変化してきていると感じとれる。だれにも相談しない

で自己責任を果たすことが潔いことであると考えている

住民が、結構多い。平成17年８月に六戸町の40－69歳の

住民4607人にアンケート調査を行った。回収率は68.1％

であった。自殺に対する意識調査をしても、図２に示す

ように「事情があればやむを得ない」という住民がやは

り３割ぐらいいる。

　今後同じ質問紙で再調査することで明らかになってい

くと思われるが、住民の意識の変化が起きていると思わ

れる。

　図３に示すようにある地域の住民に「誰にも相談せず

に自己責任を果たすことが潔いこと」という支配的な考

え方がある。しかしわたしたちの働きかけで右のほうに、

すなわち以下の２つの考え方に変化（シフト）していく。

もしこのような変化が地域に支配的な考え方が変わって

いくのであればこれを「パラダイム・シフト」と命名で

きる。

　一つはやはり、うつ病に対する知識が住民の間に根付

いてきた。これは医療モデルに基づくが、うつ病になる

12 12

1

11

図１

図２
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とやはり自責的になる。従って、もしかしたらその自責

感はうつ病の症状かもしれない、自分の今のこの気持ち

はうつ病かもしれない。あるいはお隣の人のそういう自

責的な考え方はうつ病かもしれないととらえ直すことが

できる。うつ病は基本的に治る心の病気なので、うつ病

を治すことが大事なんだなというふうに意識が変わって

きた。

　もう一つは、悩みをだれかに伝えてもいいのだという

ことが、だんだん広がってきた。最初はだれにも伝えな

いで、自己責任を果たすのはいいことだと思っていたの

が、伝えてもいいのだというふうに気持ちが変わってき

た。そういうところは、これも生き方モデルと言ってい

いかと思うが、そういう人々の地域の生活の中で出てき

た。家庭での人のかかわり、地域の人とのかかわりとし

て出てきたのではないかと思う。

　地域の取り組みでは、意識調査による相談事業の大切

さをまず把握して、その調査結果を住民に還元していく

ということが行われている。その気持ちを聴く相談員を

養成するための専門家の支援がある。研修にかかわる臨

床心理士や精神科医、保健師、精神保健福祉士や弁護士

など。そして最終目標はやはり自助組織が育成されるこ

とである。

　その調査の一例であるが、三戸町、六戸町で１万人ぐ

らいを対象にして、40～69歳の住民を調査した。三戸町

では25％の無作為抽出を行い、回収率は85.6％、六戸町

は全数調査で回収率は69.8％であった。

　図４に示すように「気分がひどく落ち込んで自殺につ

いて考えることがある」と答えた人の割合がやはり

12.5％、10.7％という値であった。この間、筆者は平成

９年から秋田県の由利本荘市由利地区および鳥海地区に

かかわっているが、鳥海地区は13.5％であった。やはり

多い。希死念慮のある住民で不満やストレス、悩みがあっ

たときに、やはり希死念慮のない人と比較して、「相談先

がわからない。相談相手がいない」と回答した人の割合

が高かった。またここの「相談窓口が必要ですか」とい

う質問に対しても７割ぐらいの住民が「必要だ」と答え

ていた。何か困ったときに悩みを誰かに伝えたいと思っ

ていても、なかなかそれができない。あるいは相談相手

がいないという状況なのである。それを改善していくこ

とがこの調査結果から得られた方針である。

　図５は三戸町で臨床心理士が行っている地域ふれあい

サポーター研修の状況である。この保健協力員さんが非

常に熱心に一生懸命研修を受けている。傾聴共感の研修

である。

　図６は平成15年にようやく由利地区で「ホットハート

由利」というのが21名ほどの自助組織ができた。自分た

ちが地域で何をしようか。自分たちができるこ

とは何か。それではうつ病についての紙芝居を

つくろうということになった。若者が森の中で

この帽子を見つけて、その帽子をかぶると動物

の話し声がわかる。キツネ山のばあさまがもし

かしてうつ病かもしれない。じゃあ長老に聞い

てみようということで、長老は「励ましたらい

かん」とか、そのようなことを言う。そういう

ストーリーであるが、それを各集落を回って、

そしてそこで座談会を行おうと活動している。

　あとはフリーダイヤルである。やはり無料で

匿名でかけられるということがとても魅力的な

ようで、２日間で42名が参加、相談の電話をか

けてきた。私たちは弁護士、精神科医、心理士、精

神保健福祉士、保健師が待機してそれに対応し

た。

　図７は学校での取り組みである。学校は自殺

• •

•

図３

12.5

370
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予防という言葉をなかなか受け入れてもらえない。それ

では「気持ちを伝え合う」ということが大切だというこ

とをやっていきましょうと伝えたら、いくつかの学校で

校長先生、教頭先生が理解を示してくれた。深浦町、三

戸町の小学校４～６年生を対象にして、四つの約束「自

分を大事にする」、「気持ちを伝え合う」、「失敗しても挑

戦する」、「ほめ、ほめられる」ということを課題にして

わたしが講話を行った。その後、音楽療法士による「音

楽を用いて気もちを伝えあう体験」が行われた。例えば

レインスティックという楽器はとてもきれいな音がする

が、生徒たちは皆一生懸命に聴いていた。やはり聴くと

いうことがいかにできていないか。今の社会の問題をま

ず、自殺予防は子どもからということで、まず子どもも

たちから変えていこうということである。

　図８は岩手県久慈市のメンタルヘルスサポートネット

ワークのメンバーが作成したビデオからの抜粋である。

医療圏では、心のケアナースということで一般の医療機

関の看護師が傾聴共感のスキルを身につける。患者ある

いは住民が待合室で待っていて、何か頭が痛いといった

ら頭痛薬を出して帰してしまうのではなくて、そのとき

の気持ちを聴いてあげるという、そういう役割が大切で

ある。六戸町で平成17年の２月からスタートしている。

このように一般の診療科の医師のもとで働いている看護

師を養成して、ケアナースとして地域住民の相談に応じ

ていこうというものである。青森県以外にも広がり、岩

手県の久慈市と鹿児島県、それから10月には岐阜で看護

師への研修が行われた。

　職域での取り組みは今のところはまだ手薄であるが、

まず実態調査をして、それから金融、労働、商工会の相

談窓口の担当者に、うつ病傾聴共感の啓発を行ってきた。

保健所間の出前講座も行ったり、モデル事業所の確立を

目指しているが、まだこれからである。

さらに青森県内の労働者34.5万人を無作為抽出し、9000

人ほどを対象とした調査を行った。

　図９に示すように自殺について「ときどき」、「かなり

のあいだ」、「ほとんどいつも」考える者の合計は、男性

で８％（実数で401人）、女性で10％（実数で322人）で

あった。つまり、9,000人足らずの対象者のうち、700人

図５

図６　ホットハート由利（Ｈ.15.10～）

図７

図８
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余（約１割）が自殺を考えていたことになる。なかでも「ほ

とんどいつも」考える者が、男性で1.9％（実数で90人）、女

性で1.1％（実数で37人）あった。

　平成19年以降も事前予防を中心とした活動が行われた。

トレーナーの養成であるが、保健師や学校の養護の教員

とかが研修を受けて、地域の活動を展開できる力を身に

つけるように働きかけた。その他医療圏ではＧ-Ｐネット

ワークというシステムづくりがスタートした。精神科医

は敷居が高いというのと、一般医と精神科医の連携がで

きていない。それをやっていこうというものである。事

後対応としては自死遺族のケアがスタートした。これま

でのつらい気持ちを誰にも話したことがなかった遺族が

声を上げ始めた。というかようやく自分たちが安心して

話すことのできる人と場所が確保されてきたのである。

話し合いの中で自責感の問題、自分がいけないんだと、

自分があのときああしてあげればよかったのにというよ

うな、ずうっと誰にも伝えないで過ごしてきたのが今、

少しずつ変わりつつある。

　まとめとして青

森県の自殺予防活

動の特徴は事前予

防が中心で、個人

でできること、そ

れからグループで

できること、組織

としてできること、

あるいは行政とし

てできることをし

ていこうというこ

とで行っている。

県の精神保健福祉センター、保健所、市町村との連携は

比較的いい。普及・啓発の内容は主に二つで、うつ病の

知識と対応、それから気持ちを伝えるということである。

　そしていま県境を越えて北東北３県の自殺予防活動が

共同して行われるようになった。その関係者たちが集

まって、皆で一緒に山を登ろうということで、図10，11

に示すように鳥海山に出向いたが、残念ながら５合目か

ら６合目に行ったところで大雨になってびしょ濡れに

なった。しかしとにかく皆一緒に登った。そして皆でお

互いに知り合うことができた。それだけではなく、自然

の岳樺が、雪の重みを受けて、それから傷を負いながら

もとにかく根強く頑張って生き続けている姿をみて感動

した。

文　　献

１．本橋　豊、渡邉直樹（編著）：自殺は予防できる．すぴか書房、

和光市、2005

２．本橋　豊（編著）：自殺対策ハンドブックＱ＆Ａ、ぎょうせい、

東京、2007

図９　死や自殺について考えること

図10 図11
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１　地域と共に子どもを守り、育てるとき
　子どもの安全への対応が画一化していないだろうか？

事件は悲しいことではあるが、地域とともに危機感を共

有し、学校の本務である人への信頼を取り戻して人間性

豊かに育てられるよう、抜本的な対応を考えるときでは

ないだろうか。

　一方、人間関係を結ぶことが苦手な子が増えている。

地域の人に守っていただくと共に多様な人との関わりを

通して、人に対する接し方や関係の結び方を身につけさ

せることができるようにすれば、安全を守ると共に教育

の使命も遂行できるようになると考える。

　とくに、「学校という聖域」で、大人と子どもが活動す

る学社融合は、世代間交流によるまちづくりそのもので

あり、ここに、地域再生・教育改革の鍵があると思える。

（事例１）「休日の行事」

　技術を持たない人でも自由に参加できる行事は、若い

父親や母親が子どもと共に参加して、高齢の人とともに

活動するので、高齢者の人々への役立ち感をもちながら

生き続けるという生き甲斐にもなる。そうして、街であっ

たときに、声を掛けられたりすると無上の喜びとなる。

（事例２）「戦争体験の語り」

　貴重な経験を持つ地域の人によるナマの体験談は子ど

もを引きつける。一方高齢者にとっても喜びであり、講

師の中には、今病気療養中だが、枕元には子どもからの

感想文がおいてあり、そうして「来年も、６年生に語れる

ように元気にならなくちゃ！」と、治療に励んでいる（写

真１）。

（事例３）「ボランティアによる放課後の「陶芸」の授業」

　大人も楽しみにしている陶芸教室は、放課後なので、

教師との打ち合わせ等に時間をとられることもなく、無

理のない範囲で、子どもとの触れ合いが活発に行われる

ので、共に地域で生活する大人の参加者の大きな喜びに

なる

　このように、高齢者は、「技術がある」「時間がある」

「子どもの学びのペースで待つことができる」という学習

者にとっての大きなメリットがあるので、学習に採り入

れると成功することが多い（写真２）。

２　秋津小学校・大久保東小学校の事例から
　私の在任した習志野市立秋津小学校は、地域の人との

協働授業を数多く行うと共に、地域の人が学校の鍵を持

ち、土・日や平日の夜間等の教師のいない時も学校でコ

ミュニティ活動ができるようにしている。子ども達の授

業が充実するだけでなく、地域の人と顔見知りになって

人と人との交流が図られて安全面やまちづくりにも効果

を挙げている。

　また、前任の同大久保東小学校では、頻発した不審者

情報に対して、外出するときには腕章を着けて歩いたり、

自転車には「パトロール中」の札を付けてもらったりし

た。日常的に無理なく参加できるような方法なので継続

的に実施することができるからである。このようにして、

どちらの学校も犯罪が起こりにくいまちになることを目

地域で守る子どもの安全

宮　崎　　　稔

学校と地域の融合教育研究会会長
大妻女子大学非常勤講師

◆シンポジウムⅠ◆

（写真１）「戦争体験の語り」 （写真２）「ボランティアによる放課後の「陶芸」の授業」
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指して、学校からの発信を続けている（写真３）。

　一方、人が人らしく人間性豊かに成長できるためには、

多彩な人との関わりの場が必要である。少子化・核家族

化という人との混じり合いの少ない中で育つ子ども達に

は、人との関わり方がうまくできずに、自分の殻に籠も

ることが多い。それが、人格形成に影響を与えて犯罪に

結びつくこともあると聞く。地域での多彩な人との触れ

あいは、人との接し方を学ぶ最良の場である。本当の安

全対策は、被害に遭うことを防ぐだけではなく、加害者

を出さないようにすることであると考える。

　そのためには、上記のような日常的な活動の積み上げ

が必要である。その活動の基盤があるからこそ、学校か

らの呼びかけにも、地域はすぐに反応してくれるのであ

る。「自分の孫が通う学校だもの」とか「うちの子どもも

通った学校ですから」という言葉は、卒業後も、「おらが

まちの学校」という意識そのものなのである。このよう

に子どもの安全に関する参加は、まちづくりへの意識を

形成するのに、とりかかりやすいものといえる。

　こう考えてくると、「人材」という概念が変わってくる。

これまでのように、「学校へ来てくれる、能力のある大人」

だけをいうのではなく、『ｂ.ただ学校で、子どもと共に

過ごす大人（大人の後ろ姿を見せる人々）』も貴重な人材

であるということが分かる。そしてさらに、子どものた

めになることならば立派な大人として振る舞うことが要

請されることから、「子どもこそ街にとっては「最大の人

材」である」ということが、まちづくりの過程でわかっ

てきたのである。

３　「教育の充実」と「まちづくり」
　このような活動が継続されてくると、

（１）教育内容が充実し、こどもの学校生活が豊かになる。

（２）おとなの喜びになり、地域活動に積極的になる。

（３）コミュニケーションの幅が広がり、人間関係作りの

能力が育成できる。という成果となって現れ、学校と地

域の融合は、学校開放という視点だけでなく、人と人の

結びつきによる「教育の充実」と「まちづくり」の視点

で考えられるようになってきたのである。

　なぜならば、

○自分の住む町をよりよくしたいという願いはすべての

人が持っている。

○教師には、その地域からの転勤があるが、多くの地域

の人は転居しない。

○活動を共にした子どもを知っている大人が地域にいる

ので、成長して中・高校生になったあとも、また放課後

や休日にも地域の人が子どもを見守ってくれる。

からである。

このように、自分の家族以外に信頼できる大人や家族が

地域にいることで、親もまた地域の家族に目を向けられ

るようになってくるのである。そうした原風景が人間形

成に及ぼす影響は大であるだろう（写真４）。

４　増えるＤＶ被害の子
　学校に在籍している子の中には、ＤＶと思われる子が

いる。しかも、その数は、少しずつではあるが増えてい

るとみる。学校では、プライバシー等の問題もあり、直

接的に子どもから聞き出したり体を調べたりすることは

できない。しかも、それらしいことを遠回しに聞いても、

加害者（親）をかばって絶対に話さない。

　私は、民生委員さんや地域の人からの情報がどんなこ

とでも入るように学校を開いておくことともに、児童相

談所の専門員等からの指導をもとに、日常的に心配りを

しておく必要があると考えて、ささやかではあるが実践

した。それは、被害に遭っていそうな子を守るだけでは

なく、家庭を孤立させないための学校と地域の連携とい

う方法である。その実践の結果、救われた子がいる。

　子どもから助けを求めにくいこのような事に対しては、

あらゆる大人が、立場の違いを超えて取り組む必要があ

ることを実感している。

（写真３）「パトロール中」の札をつけて走る （写真４）「皆でくつろぐ」
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「セーフティプロモーションとは　～世界に広がるセーフテコミュニティ」

　シンポジウムのパート１では，子どもの事故予防，高

齢者の転倒予防，自殺予防，子どもへの暴力の防止に関

わっておられる４名の識者の方々にご登壇いただき，

セーフティプロモーションの視点から，各々の領域にお

ける現状と課題および対策等についてご報告いただいた。

　今井博之先生にはわが国の小児の傷害に関する実態を

紹介していただいたが，それに止まらず国としてどのよ

うな傷害防止対策を進めるべきかについての提言がなさ

れた。ＹＰＬＬ（潜在的損失生存年）を用いると，傷害

防止が公衆衛生上の重大な課題であることは明らかであ

り，特に火災による傷害防止は急務である。その中で煙

感知器の設置等の環境改善の重要性についてのご説明が

あり，アメリカ合衆国では環境改善によって大きな効果

をあげたことをご紹介いただいた。火災による傷害防止

の基本理念として「火事は防げなくても死傷だけは免れ

るようにする」というご指摘は，初期消火に手間取り避

難が遅れてしまうとされる日本人にとって傾聴に値する。

　鈴木隆雄先生には高齢者の転倒と骨折の実態，そして

高齢者の転倒予防方法について科学的エビデンスに基づ

いてご報告いただいた。高齢者の転倒・骨折について７

～８割の自治体がなんらかの対策を行なっていると思わ

れるが，実際には効果があまりあがっていない実態があ

る。高齢者の転倒防止に関する介入研究はまだ多くはな

いが，個人レベルでは成果が得られつつあるという。特

に一度でも転倒を起こしている高齢者は再転倒している

可能性が極めて高いことから，転倒予防のための身体づ

くりを進めることで，累積の転倒を防ぐ効果が得られた

という研究成果をご紹介いただいた。またビタミンＤの

投与による骨折防止の効果についても，今後の対策を考

える上で示唆に富んだご発表であった。

　渡邉直樹先生には近年大きな問題となっている自殺を

テーマに，青森県の地域，学校，職域で行われている自

殺の「事前（１次）予防」活動についてご紹介いただい

た。渡邉先生が特に強調されたのは「人と場の広がり」，

すなわち地域，学校，医療圏，職場における広がりが重

要だという点である。また，自主学習組織の立ち上げや

相談窓口の設置，学校における自殺予防の学習，さらに

はトレーナーの養成などの多面的な取り組みの必要性と

その内容について具体的にご説明いただいた。

　最後に登壇された宮崎稔先生には，学校と地域が連携

して暴力から子どもを守ろうという活動を行っている千

葉県内の小学校の例をご紹介いただいた。不登校やいじ

めのある学校は安全とは言えない，そのような状況にあ

る子どもたちを地域で守るというご指摘は，セーフティ

プロモーションの意図する社会を具現化する上で重要な

視点であると思われる。実際に宮崎先生が勤務された学

校では，地域の人たちは学校へ集まり，子どもたちは地

域へ入っていく。そのような社会環境づくりが子どもた

ちを守り，安全な学校・地域を作り上げていくことを，

実践を踏まえてご紹介いただいた。

　今回のシンポジウムでは小児から高齢者までを対象と

して，学校，地域，職場，行政という広い範囲を取り上

げた。従来の学会であれば決して交わることのなかった

領域が，セーフティプロモーションというキーワードの

下で議論したという事実が，日本セーフティプロモー

ション学会の方向性を示唆しているように思われる。

セーフティプロモーションに基づくそれぞれの課題への

アプローチによって，身体への傷害防止にとどまらず心

の問題の解決を図り，本当に安全で安心な社会づくりが

可能なる。今回はあくまでもイントロダクションであっ

たが，今後の本学会におけるさらなる研究，実践が大い

に期待できるシンポジウムであった。

シンポジウム　パート１　まとめ
「『セーフティプロモーション』の視点から

事故予防，自殺予防，暴力予防を考える」

渡　邉　正　樹（東京学芸大学）

武　藤　孝　司（獨協医科大学）

◆シンポジウムⅠ◆



シンポジウム

「日本におけるセーフティコミュニティ」活動の現状と課題

司　会　　石附　弘（（財）国際交通安全学会）

稲坂　恵（横浜市健康福祉局）　　

パート２

シンポジスト

・亀岡市におけるセーフティコミュニティ活動

 山内　　勇（亀岡市企画管理部）

・十和田市におけるセーフティコミュニティ活動

 蘆野　潤子　　豊田　佳緒里

 （セーフティコミュニティとわだを実現させる会）
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亀岡市におけるセーフコミュニティ活動

はじめに
　本日のシンポジウムⅡの課題が、「セーフコミュニティ

活動の現状と課題」となっているが、取り組みの状況は

本日配布の資料を見ていただくことにして、ここでは亀

岡市がセーフコミュニティ活動に取り組むようになって

何が変わったのかについて述べたい。

何が変わったか 
　亀岡市は、昨年７月にセーフコミュニティメンバーに

なることを目指して活動を進めることを宣言した。セー

フコミュニティ活動に取り組むようになって１年余りと

日が浅く、事故やけががこれだけ減少した、また医療費

がいくら削減できた、と取り組みの効果を具体的に示せ

るまでには至っていないが、それでもあちこちで住民の

活動に変化が見えてきたので、いくつか紹介する。

　まずは、セーフコミュニティの趣旨の一つでもある「組

織の連携」が高まったということがあげられる。亀岡市

は、関係機関のトップで組織する推進協議会を設置して、

その協議会で取り組みの方向を確認願い、セーフコミュ

ニティ活動をスタートさせた。これによって、個々の組

織においても、トップが活動の方向を明確に指示ことが

でき、動きやすくなったということである。市役所の内

部では、各部局の総務担当課長で組織する推進プロジェ

クトチームを設置して横の連携、協力体制を整備した。

行政の欠点とも言われているセクト主義、縦割り意識の

排除にいささかでも効果しているように感じている。も

ちろん外の機関の関係にあっても、連携が生まれてきた。

先程のパートⅠでも、鈴木先生が転倒予防に歩行体力や

バランスの保持が大切との話をされていたが、これまで

は転倒予防というと保健福祉の分野でという意識でその

部署に任せてきた。しかし、セーフコミュニティの取り

組みをはじめてからは、消防署や警察署が転倒予防に取

り組むようになってきた。火災で高齢者が逃げ遅れて被

災する事例や、脚力の弱まりが歩行スピードや自転車で

のふらつき転倒につながる事故が多いということである。

セーフコミュニティは、それぞれが安全安心について考

え、取り組むということである。消防署員や警察署員が

転倒予防体操の講習を受けて、自らがインストラクター

となって、防火講演会や防災訓練、交通安全教室などで

転倒予防の体操をメニューに加えて、火災や災害時の避

難、交通事故の回避を呼びかけるようになった。まさに、

組織が連携した取り組みの成果といえる。

　住民においても変化が起こってきた。モデル地区を定

めて、その地区を重点に取り組みを進めているので、モ

デル地区に住む住民はもちろん、他の地域にあっても

セーフコミュニティの刺激を受けて行動の変化が生まれ

てきた。夏休み期間中、子どもたちは、学校ではなく地

域で一日を過すこととなる。少子化で兄弟も少なく、共

働き家庭では、子ども一人で一日を過すこととなる。そ

こで、地域住民が動いた。夏休みの間、毎日朝から晩ま

で公民館を子どもたちに開放しようという取り組みであ

る。地域の大人や学生も寄ってきて、宿題を見たり、遊

んだりと地域の住民が子ども一緒に一日を過し、見守り

育てていこうという活動である。まさに地域力の再生、

高まりを呼び起こした事業といえる。

　企業も動き出した。市内に営業所を構える宅配事業者

が、毎日市内を車で走り回っている。市内を走っている

途中で、マナーの悪い運転や危険と思える場に遭遇した

ときに、その場で安全を呼びかけ、指導を行って交通安

全を呼びかけていくというものである。しかし、民間人

であるために何ら指導力を持たない歯がゆさがあった。

そこで、宅配ドライバーを「交通安全呼びかけ隊」とし

て、警察署長が委嘱をする制度がスタートした。おそら

く、全国初の取り組みかと思われる。

　また、安全安心を考えるとき、身近に助けを求めると

ころがあるということが住民にとっては大変心強く、そ

うしたことを考えていかなければならない。亀岡市では、

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）をコンビニエンスストアー

に配備することを考えている。店員が24時間常駐してい

ることに着目して、市民が急な病気やけがで助けを求め

た際に、的確な処置で命をつなぐ救命拠点としての役割

を担ってもらおうと、ＡＥＤを使って心配蘇生などの処

置ができるよう、コンビニエンスストアー店員への救命

講習を始めている。

　子どもたちも、こうした動きを感じ取ってくれたのか、

頑張っている。「セーフティキッズ認定事業」と称して、

消防署が、子どもを集め、防災の講座や消防体験を実施

する。そして、一定の講習を終えた子どもにセーフティ

亀岡市におけるセーフコミュニティ活動

山　内　　　勇

亀岡市企画管理部

◆シンポジウムⅡ◆
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キッズの認定証を交付するというものである。子どもた

ちは、この認定証を自慢に、地域活動にも参加して子ど

もから見た安全を地域住民へ呼びかけ、一緒に活動を行

うという取り組みも進んでいる。また、自転車の交通ルー

ルや交通事故防止を目的に実施される「交通安全子ども

自転車全国大会」で、２年連続して亀岡の子どもが、全

国制覇を成し遂げくれた。これは、参加した子どもに限

らず、交通マナーや交通事故防止の呼びかけに大きな効

果を生んでいる。

　他にも市内に立地する大学の学生が、安全パトロール

隊を編成して、自発的に市内を見回りする動きが出たり、

消防署に山岳救助隊の編成を見たりと、それぞれに自分

達で出来ることは何なのかを考え、出来ることはやって

いこうという動きが出てきた。まだまだ、どれも始動し

だしたところで、これからという部分も多いが、確かな

手ごたえを感じるようになってきたところである。

外傷サーベイランス（外傷発生動向調査）
　ＷＨＯ認証基準の一つに「外傷発生の頻度と原因を記

録するプログラムを有していること」となっている。亀

岡市としては、ＷＨＯ認証を短期に取り組む目標の一つ

に掲げているので、当然に外傷サーベイランス（亀岡市

では外傷発生動向調査と称しているが）の実施を視野に

入れて関係機関と調整を進めてきた。保健所を中心に救

急告知病院や医師会、行政で構成する検討委員会を設置

して、医療機関の参加協力も得て検討を重ねてきた。配

布資料につけている調査票で、本年４月から１ヶ月の試

行期間を経て、現在は、市内で開業する救急告知の３病

院のほか、外科、整形外科、小児科、眼科、耳鼻咽喉科

の23医院、それに７月からは８歯科医院を加えて実施を

している。

　調査の方法は、初診時に本人に調査の趣旨説明を行い、

同意を得て医療機関が調査票に記載していく。回収は、

保健所と市の保健センター職員が月二回訪問回収すると

いうことで進めている。回収した調査票は、保健所に集

約、保健所の管理の下で分析を行っていくというもので

ある。

　実施して３ヶ月の集約を行ったが、約550件のデータが

集まった。分析では、生活時間が最も長い自宅でのけが

が、また就学年齢層では学校でのけがが最も多いことが

わかってきた。受傷の原因は、一番が転倒によるけが、

続いてきり傷・刺し傷、交通事故による負傷の順となっ

ている。

　この外傷発生動向調査を進めるにおいて、最も留意し

たのが個人情報の取り扱いである。いろいろと論議した

結果、受診時に調査の趣旨説明をして本人同意の下に行

うこととしたが、これには医療機関の最大の理解と協力

があってのことである。先程来から申している、安全安

心なまちを皆で築いていこう。そのために自分にできる

ことは…の最たる成果と考えている。受診者自身も、安

全安心のためにできることとして、調査に協力をしても

らっているものととらえている。

　今後は、もう少しデータ蓄積を待ち、受傷の要因分析

と予防対策の検討を進めたい。

ＷＨＯ認証取得に向けて
　先程も申したとおり、亀岡市は、セーフコミュニティ

活動を進めるにおいて、短期の目標の一つにＷＨＯ認証

取得を掲げている。安全安心の取り組みというものは、

なかなかその成果がわかりにくいものである。それだけ

に住民にもわかる目標ということで、認証取得を掲げた

のである。

　認証取得という目標を掲げたことが、亀岡市全体が体

系的に整理されたプログラムに沿ってスタートを切れた

こと。また、セーフコミュニティの理念や活動の浸透が、

ものすごいスピードで進んでいることにプラス効果して

いると受け止めている。

　一昨日とその前日に、本日午前中に講演をいただいた

スヴァンストローム氏とチョウ氏に現地審査を受けた。

日本で初めての認証審査ということで、日本の治安状況

や課題からはじまり、亀岡市の取り組みを説明し、転倒

予防体操や、子ども安全見守り隊、セーフティキッズの

認定を受けた子どもたちの防火実践訓練など、住民の活

動現場も見ていただいた。こうした地域住民の自治組織

を主体にした取り組みに深く感銘をいただき、短期間に

セーフコミュニティの取り組みを広めたことに高い評価

をいただいた。世界的にみても大変に高いレベルにある

が、これからは、さらに高めることを目指したプログラ

ムを持つことと、この素晴らしい亀岡の取り組みを、早

く全世界へ紹介していく取り組みを進めることの指導を

得て、審査を終えた。

　審査の結果は未定であるが、認証取得という目標が、

市民も含めていろんな面で刺激となり、日本で一番の安

全安心なまちをつくるという目標に向かって、いま亀岡

市が熱くなっていること、そしてセーフミュニティのモ

デル地として、全国へ、世界へ発信させていく責任とい

うものを感じていることを皆様に伝え、亀岡市の報告と

させていただく。
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「十和田市におけるセーフコミュニティ活動」

　十和田市では、市民主導のボランタリーな組織「セー

フコミュニティとわだを実現させる会」が中心となって、

セーフコミュニティ活動を行っている。この報告では、

まず、当会発足の経緯と活動、それに伴う十和田市及び

青森県の行政の取り組みを含め、十和田市におけるセー

フコミュニティ活動の概要を説明する。その後、当会の

具体的な活動の一例として、効果的な予防プログラム作

成のための評価のしくみとして、高齢者を対象とする転

倒予防に関する住民調査について、報告する。

１．十和田市における
　　セーフコミュニティ活動のあゆみ
(1) 当会発足の経緯と活動

　青森県十和田市は、国立公園十和田湖や奥入瀬渓流、

八甲田連峰などの豊かな大自然に囲まれた日本屈指の観

光地である。また、近代都市国家のルーツと言われる整

然と区画された町並みを持つ人口約６万8000人の地域の

中核的な都市である。

　十和田市に初めてセーフティプロモーションの考え方

に基づく「セーフコミュニティ」が紹介されたのは、2004

年７月、上北地域の保健関係者に対して開かれた、反町

吉秀先生の講演会であった。翌2005年８月、大西基喜上

十三保健所長（当時）が中野渡十和田市長に対し、セー

フコミュニティについて説明したことがきっかけとなり、

同年10月より保健セクターを中心とした有志７名により

セーフコミュニティについての勉強会が始まった。その

後、2006年６月からは市民を交えた月１回の定例会とな

り、活動が少しずつ市民へ広がっていった。７月には台

湾のセーフコミュニティを視察（注）した。2007年１月

には、市民フォーラム「子どもの事故を減らすために－

安全安心のまちづくり（セーフコミュニティ）をめざし

て」を開催。大雪の中、市立中央病院に市民約200名が参

加、多くのマスコミの取材を受け、ＮＨＫローカルニュー

スにも報道され、十和田市・青森県に広くセーフコミュ

ニティという言葉が披露された。フォーラム終了後、そ

の場で、「セーフコミュニティとわだを実現させる会」が、

十和田市役所の健康推進課新井山課長を代表として、会

員26名で正式に発足した。

　注）日本警察政策学会石附弘氏のご配慮により、同学

会の研究補助金を得て、石附氏と実現させる会会員２名

の３名で視察団を作り、視察調査研究を行った。）

　定例会は、毎月第２火曜日の夜（終業後）、市の保健セ

ンターで開かれている。回を重ねるたびに参加者が増え、

現在、保健師、行政関係者、県立保健大学研究者、病院

関係者、ケアマネジャー、建築士、作業療法士、理学療

法士、薬剤師、農協関係者、民生委員、ボランティア、

市民など約40名が参加している。定例会は、前半が十和

田市の動き、日本全体の動向などの情報を共有する全体

会で、後半はワーキンググループ毎にそれぞれのテーマ

に沿った課題や具体的なプログラムを検討する分科会の

２部構成になっていて、毎回２時間ほど熱心な議論がな

されている。

　会の組織としては、全体の方向性を協議する企画調整

チームと、その下に４つのワーキンググループ（子ども

外傷予防、自殺予防、転倒骨折予防、サーベイランスシ

ステム）がある。それぞれのワーキンググループには、

子ども見守り隊の活動をする人や、自作の紙芝居を使っ

てうつや自殺予防のため地域で活動するボランティアグ

ループ「心の会」のメンバーや、地域の高齢者を対象と

する介護予防教室に関わる専門職など、実にさまざまな

市民が熱心に関わっている。

 

(2) 十和田市の動き

　こういったボランタリーな活動を続けた結果、市が動

き始めた。2007年４月に反町先生が上十三保健所の所長

として赴任、その後、中野渡市長が正式に十和田市とし

てセーフコミュニティの認証を目指すことを表明した。

８月には認証に向けた第１段階として、「十和田市セーフ

コミュニティ検討委員会」が設置された。この委員会は

「十和田市におけるセーフコミュニティ活動」

蘆　野　潤　子・豊　田　佳緒里

セーフコミュニティとわだを実現させる会

◆シンポジウムⅡ◆
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健康福祉部長を委員長とし、市の安全・安心に係わるす

べての課長で構成されている。当会からもオブザーバー

として３名が参加している。現在、関係課の職員により

実際の認証作業に携わるプロジェクトチームも作られて

いる。

　年度内には第２段階として「セーフコミュニティ推進

協議会」がつくられる予定である。この協議会は、市長

をトップとし、行政の関係者と市民の代表が入って、全

体の方向を決めていく。

　そして第３段階としては、実際のプログラムを作り、

実施するための８つの分科会を作る予定になっている。

市の直接の担当者であるプロジェクトチームに加え、実

際にその活動を実践していく市民団体なども入る予定で

ある。このように、現在、十和田市では、行政と市民が

協働で歩き始めたところである。

 

(3) 青森県の動き

　青森県では健康福祉部が、セーフティプロモーション

の視点から2006年より２年間、子どもの外傷予防推進事

業を推進している。二つのモデル地区を指定しているが、

その一つが十和田市である。保健所や幼稚園の関係者な

どを対象に子どもの外傷予防の研修会を行ったり、子ど

もの自転車のヘルメット着用推進のため定点観測などの

活動をしている。県内すべての幼稚園や保育所の年長児

の保護者にチラシを配布したり、自転車の小売店にポス

ターを提示して啓蒙啓発の事業を行っている。また、出

生届提出の際、保護者に事故予防のガイドブックを配布

している。

　さらに2007年４月、上北地域県民局に「上北の元気結

集協議会」が設置され、「健康づくり、安全・安心づくり

による地域振興」が検討されている。その中で、県民局

の予算枠による十和田市をモデル地域とするセーフコ

ミュニティづくりの推進・支援が検討されている。

　このように、十和田では、ボランタリーな動きを基本

としたボトムアップのかたちで、セーフコミュニティづ

くりを目指してきた。一歩ずつではあるが、着実にセー

フコミュニティを目指す活動が進みつつある現状である。

２．効果的なプログラム作成のための
　　評価のしくみの一例
 ―転倒予防ワーキンググループによる

 住民調査の報告

　転倒予防ワーキンググループでは、高齢者自身が転倒

の原因をどのように考えているかを明らかにすることで、

予防策を講じることを目的に、介護予防教室等への参加

者に対し、住宅内での転倒骨折実態調査を実施した。2007

年６月～８月の３ヶ月間で、自記式質問紙法により実施、

1044名の回答が得られた（回答率91.6％）。まだ、調査が

終わったばかりで、集計中であり、詳細な分析は今後に

なるが、その一部を報告する。

　まず、「過去１年間の住宅内での転倒等の有無」につい

ては、43％（446名）の方に転ぶ、つまずく、ぶつける、

転落するなどの事故の経験があった。さらに、「転倒等に

より生じたけが」については、５％（21名）の方が骨折、

27％（105名）の方が打撲打ち身等を経験していた。「事

故の起きた場所」については、７月17日から行った２週

間分のアンケート、215名分の回答を暫定的に分析したも

のではあるが、特に多いのは玄関、庭、居室という結果

になっている。ただ、今回のアンケートでは、住宅内で

の転倒経験を尋ねものであったにもかかわらず、回答の

中には、道路、畑といった記入がある程度見られたこと

は、今後高齢者の転倒を考える中で、検討の余地がある

と考える。

 

　「事故の原因となるものがあったか」という設問に対

しては、スリッパ・靴29％、段差・敷居26％、カーペッ

ト・マット13％という結果であった。「事故の原因は何だ

と思うか」という設問に対しては、足腰の衰え30％、不

注意23％、という回答の高さが目立つ。これに視力の衰

え７％を加えた３項目を「身体的要因」に分類すると、

全体の6割を占める。一方、障害となるものがあった13％、

転倒等により生じたケガ



日本セーフティプロモーション学会誌　Vol.1　No.1　　200854

「十和田市におけるセーフコミュニティ活動」

手に物を持っていた７％、転びやすい格好をしていた

３％、危険を知らせるものがなかった２％の４項目は「環

境的要因」に分類され、全体の2.5割を占めている。この

ことから、高齢者は事故の原因が自分にあると考えがち

であることがわかる。

　「事故防止のために気をつけていることは何か」とい

う設問に対しては、物を置かない、履き物を選ぶなど、

環境面を整えると答えた方が９％、残りの91％の方は体

を鍛える、急がないなど、心がけによって転倒を防止し

ていこうと考えていることがわかった。

　高齢者は、問題のある住宅（環境）で生活をしていて

も、無理をして自分の体を環境に合わせようと考えてい

るのではないだろうか。あるいは、これまで住み慣れた

住宅であるために、環境を変えることの必要性を意識し

ていないということも考えられる。体の衰えに事故の原

因を帰属させるのではなく、環境の不便さをきちんと認

識して、環境を整えることの必要性を意識

づける普及啓発等を今後行う必要があると

考える。

　転倒経験者の８割は事故の原因となるも

のがあったと回答しているにもかかわらず、

事故の主たる原因の６割は自分の身体的要

因にあると考えている。転倒の予防策とし

て環境改善を考えている人は少ないという

ことがわかった。以上より、転倒予防のた

めには環境改善が必要なことを高齢者に啓

発するプログラムやその他の環境改善を実

現するプログラムの必要性が示唆された。

今後、転倒箇所と外傷程度の関係などを分

析し、住宅環境整備についての普及啓発を

図りつつ、具体的な転倒予防プログラムを検討したい。

転倒予防ワーキングチームには、多職種の様々なメン

バーがいるので、目で見て簡単にわかる「住宅安全マッ

プ」をぜひ作成したいと考えている。

　安全な家に住んで、転ばない体を維持し、元気で長生

きをして、「住んでよかった十和田市」を、目指したい。

３．むすび
　９月27日から29日の３日間、スヴァンストローム教授

を十和田へお迎えし、セーフコミュニティ活動の取り組

み（地域見守り隊・スクールキッズ・自殺予防の紙芝居・

介護予防教室など）を視察していただく予定になってい

る。市民公開講座では、十和田市民のセーフコミュニティ

への理解がより深まり、私たちのボトムアップの活動に

も大きな広がりができることを期待している。11月には

バンコクで開かれる第4回アジアセーフコミュニティ学

会へ出席し、世界的なネットワークへ参加するとともに、

各国の先進事例を学んできたい。

　「セーフコミュニティとわだを実現させる会」は、安

全安心なまちづくりとしてのセーフコミュニティの概念

と認証実現の意義についての普及啓発活動や、行政の縦

割りを乗り越えた住民参加による部門横断的な具体的施

策の検討と提言をおこなうことを目的としている。

　セーフコミュニティをめざす活動をする中で、外傷に

ついての地域診断を基にしたプログラムを開発すること

で、私たちは「安全な環境」を作ることができる。そし

て、こうした住民参加による協働のまちづくりにより、

人と人がつながることで、「安心な人間関係」を作ること

ができ、「十和田に住んでよかった」と思える、地域の再

構築をめざしていきたい。

事故の原因となるものがあったか

事故の原因は何だと思うか
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　シンポジウムのパート２では、ハードルが高く、大変

難しい世界水準の認証を目指して、日本で新しく始まっ

たセーフコミュニティの活動について、京都府亀岡市と

青森県十和田市のそれぞれの推進者から御報告をいただ

いた。

　亀岡市の取組については、亀岡市の山内課長から、日

本初のセーフコミュニティの認証取得を目指すに至った

経緯と、これに向けての官民一体となった横断的推進母

体の創設や、地域ぐるみの各種実践事例が報告された。

亀岡市は、もともと安全・安心施策に熱心に取組んでい

る自治体として知られているが、京都府の働きかけによ

りセーフコミュニティの概念に出会い、安心・安全のま

ちづくりを更に高めるための総合的な施策体系ツールと

しての有効性に着目し、大学の研究者の協力のもとに住

民の事件事故被害や不安感についての意識調査やワーク

ショップの実施を通じて、セーフコミュニティの概念を

地域コミュニティに浸透するための対策を講じた。情報

共有による、住民、企業などとの協働によるさまざまな

実践が紹介された。例えば、高齢者の火災での逃げ遅れ

や、交通事故の多発の原因の１つに、身体能力の低下や

安全意識の不足があると分析し、転倒予防体操を保健所

の協力のもとに、消防、警察が実施するなど行政間の連

携を実現させた。また、子ども対策では、見守り活動は

勿論のこと、公民館の世代間交流で地域コミュニティに

密着した安全な環境づくりに取り組んでいる。また、企

業との連携を図り、宅配ドライバーを「安全運転見守り

隊」に任命、コンビニストアを安全の拠点とし、従業員

がイザという時に、救急救命、ＡＥＤを実践できるよう

にした。

　さらに、サーベイランスについては、外傷発生動向調

査を市内の30余りの医療機関（歯医者さんや個人開業医

も参加）の協力を得て開始しており、その統計学的分析

結果が期待されるところである。山内課長によれば、亀

岡市民が１年間にどこで、何人ぐらい怪我をして病院で

治療を受けているのかの統計は、これまでどこも把握を

していなかった。しかし、セーフコミュニティの概念導

入により、医療機関の協力により小さな情報集積によっ

て、近々、その全貌が明らかにされれば、これまでにな

い対策が講じられ、医療費の削減にも大きく寄与するは

ずである。

　これらセーフコミュニティの活動によって、安全に対

する市民意識が高まり、自発的な行動変容が促進され、

企業も行政機関も一緒に、認証取得に向けた積極的な活

動ができているという、誠に力強い、セーフティプロモー

ションのムーブメントが実感できる発表であった。

　亀岡市の取組の特徴は、行政（京都府知事や亀岡市長）

のトップダウン方式であるが、次の十和田市の取組は、

コミュニティからのボトムアップ方式であるところにそ

の特徴がある。

　十和田市の「セーフコミュニティとわだを実現させる

会」の蘆野氏が経緯と現状、豊田氏が転倒に関する調査

結果について報告いただいた。この会は、セーフコミュ

ニティの概念と認証実現の意義についての普及啓発、行

政と住民による施策の検討と提言を目的に、保健師を会

長に、行政、研究者、多職種専門家、一般市民などの構

成で発足した。企画調整チームと四つのワーキンググ

ループ（子どもの外傷予防、自殺予防、高齢者の転倒予

防、サーベイランスシステム）で活動を行っている。会

の発足の1年後に、市も十和田市セーフコミュニティ検討

委員会を設置し、市長をトップとしたセーフコミュニ

ティ推進協議会が設立予定とのことである。青森県「子

どもの外傷予防推進事業」のモデル地区として、研修会

開催、子どもの自転車ヘルメットの着用推進、出生届時

の事故予防ガイドブックの配布などを行っている。県民

局もセーフコミュニティづくりの支援や推進を検討中と

のこと。

　高齢者の転倒の実態調査の結果、原因を自分の身体的

要因とする割合が多いことに鑑み、今後は予防対策に住

宅環境整備の普及啓発を図り、安全マップづくりも計画

中という。セーフコミュニティづくりを目指す活動とし

て、「不慮の事故から大切な子どもの命を守ろう」、「働き

盛りの男性の自殺を防ごう」、「転倒による高齢者の寝た

きりを防ごう」を掲げ、地域のきずなを深めて行くと力

強くまとめられ、熱意を実感できるものであった。

　以上、セーフコミュニティの二つの取組事例は、導入

のきっかけや取り組みの手順に相違はあるものの、いず

れも、セーフコミュニティの概念や理念について、関係

者がしっかり勉強を行った上で、市民生活の中の被害や

「日本におけるセーフコミュニティ活動の現状と課題」

石附　弘（国際交通安全学会）

稲坂　恵（横浜市健康福祉局）

◆シンポジウムⅡ　まとめ◆
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危険の実態把握のための手法を開発し、その情報を、関

係者が皆で持ち寄り協働（パートナーシップ）関係にお

いて問題解決を図ろうとするところに共通点がある。

　スウェーデンのセーフコミュニティの原型となったコ

ミュニティの調査においても、また、現代の最先端を走

る台湾や韓国の事例に鑑みても、行政のトップダウン方

式かコミュニティからのボトムアップ方式かが問題なの

ではなく、セーフコミュニティの認証取得に必要な６指

標に対して、日ごろのセーフティプロモーション活動を、

関係者が一体となってどう地道に、これを推進していく

のかが重要なのである。

　セーフコミュニティのあり方について、関係者が共に

考え、共に学び、共に行動すること、被害の実態に即し

て、歩きながら考えること、こうした弛まざる活動が重

要なのである。このような観点から、今回の２つの報告

をまとめれば、セーフコミュニティを導入した地域コ

ミュニティにおいては、これまでにない素晴らしい変化

と変革が人々の間に起きており、人と人とをつなぐセー

フコミュニティの大輪の花が、全国津々浦々に広がって

いくことを予感させるに十二分なシンポジウムであった

と総括できよう。



全 体 討 議

今井 博之　　鈴木 隆雄　　渡邉 直樹　　宮崎 稔

山内 勇　　蘆野 潤子　　豊田 佳緒里

司　会　　衞藤　隆　　反町吉秀
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衞藤：討議にいよいよ入りたいと思います。午後のこの

シンポジウムのパート１がセーフティプロモーションに

関することでございましたし、パート２がセーフコミュ

ニティに関するご報告だったと思いますが、おおむね、

この全体討議、約53分ございます。パート１のセーフティ

プロモーションに関しまして、最初約20分、ご質問を受

けたり、フロアからのご発言を求めたりしまして、次の

15分をパート２のセーフコミュニティに関しましての質

疑応答にして、その残り10数分だと思いますが、シンポ

ジストの方々、相互でもしご討論がありましたら、ご討

論をいただきたいと、そんなイメージでこの全体討論を

進めていきたいと考えております。

　それでは早速パート１の４名のシンポジストのご発表

に関しましての、まずご質問あるいはご意見等がござい

ましたら、どうぞフロアの方々から、手を挙げてご発言

ください。一応前後するといけませんので、まず「子ど

もの事故予防」の今井先生に関するご質問でお願いしま

す。はい、どうぞ。

伏木：京都府立医大の伏木ですが、今井先生にお伺いし

たいと思います。火災予防の取り組みとして、煙感知器

とか防火たばこ、非常に素晴らしい取り組みだと思いま

す。朝のスヴァンストローム先生のお話の中にもござい

ましたチャイルドシートの場合、例えば保険会社の方で

低く設定するとか、推進をサポートする体制が紹介され

ていたかと思います。そういったことに絡めてですが、

この煙感知器を家につけるというときに、具体的に、例

えば行政なり、あるいは火災保険の仕組みの中で何かイ

ンセンティブを与えるような試みがありますでしょうか。

外国では今どのようになっていますか。また日本ではど

のような方向になりつつあるのでしょうか。ぜひお教え

いただきたいと思います。

今井：まず、煙感知器に関してですが、あまり恵まれて

いない方がたくさん住んでいて、低所得者が多く住むよ

うな恵まれない地域については公衆衛生当局が無料で配

布するというかたちをとっています。しかし、無料で配

布した場合は、装着はするのですが、電池が切れても取

り替えないとか、メインテナンスがほとんどされないと

いう問題が発生しています。つまり機能しない煙感知器

が問題になりました。したがって、ボランティアが入っ

て、電池交換の支援が必要となりました。

　さらに、伏木先生がおっしゃるとおり、何らかのイン

センティブをつけるということが重要です。保険会社に

対して火災報知器がちゃんと整備されているところにつ

いては、火災保険の保険料を安くするなどです。このよ

うなインセンティブは初期は有効でしたが今では煙感知

器の一般住宅への装着率が98％と、ほとんどの世帯で装

備されているので、もうインセンティブが働くという時

代ではなくなっています。わが国での導入時期の初期に

は火災保険を安くするなどの方策は、有効なインセン

ティブに働くと思います。このような考え方は非常に重

要です。似たような事例で言うと、例えばチャイルドシー

トをちゃんとつけている場合には、自動車の保険料を安

くするというインセンティブですが、これは欧米では広

くやられた手法です。わが国では2000年にチャイルド

シート着用法が法制化されましたが、このような形のイ

ンセンティブは働きませんでした。住民運動あるいは行

政がやろうとしている方向と企業の利益をうまくかみあ

わせるような施策がうまくいっていないという一面があ

るということだと思います。

　このことは他の分野でも言えると思います。ＮＧＯが

いろいろやっている社会福祉活動に対して、企業の側か

ら応援がしにくいとかというのは、企業が寄付をしたと

きに、その寄付金に対して免税措置がなかなかうまく働

いていないとか、日本独特の社会の構造があります。企

業とのタイアップがなかなかうまくいきません。何らか

のインセンティブを働かせていくということは、運動を

成功させる、プログラムを成功させていくという上で非

常に大事な鍵の一つではないかと思います。

　伏木先生の質問とはずれますが、稲坂さんの最初の質

問、アメリカでは例えば火遊びをするのは子どもにとっ

て当たり前なので、それを当然の結果として、その次に

何をすればよいのかという発想があります。ところが日

本の場合には、火遊びをしちゃいけないとか、親の管理

不行き届きといった物事の解決法がとられますが、この

ような方法では決着してなかなか予防につながりません。

このような発想は交通事故についても同様です。例えば

全　体　討　議

今井博之、鈴木隆夫、渡邉直樹、宮崎稔、山内勇、蘆野潤子、豊田佳緒里

（司会）衞藤隆、反町吉秀

◆全体討議◆
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スウェーデンでは、小学校に入るまでは交通安全教育を

することは、生物学的に無理だから、このような年齢層

の子どもたちが自由に遊べるように、むしろ車を規制す

るという方策をとってきましたし、ヨーロッパ諸国は概

ねこういう方向へ向いてきました。しかし、日本の場合

は違いますね。日本の場合は、４～５歳の子が１人で道

路で遊んでいて、車にひかれたら、監督不行届、親の責

任と。子どもは責めないとしても親は責められる。この

ような考え方で来ましたので、先にお話ししましたとお

り、５歳未満で子どもの死亡率が減っているという事実、

それから、その中でも交通事故の歩行者が減っていると

いうこと。その要因は何も安全が向上したわけではない

のです。小学校へ入るまでの子どもたちが外で遊べなく

なったことに起因しているわけです。つまり、外に出て

道を子どもたちが独力で歩くという頻度が減って、車と

の接触、曝露が減ることによって交通事故が減ってきた

ということがあります。ちょうど渡邉先生が、自殺予防

のところでおっしゃっていたみたいに、自殺は減っても

その自殺を誘発するような社会がそのまま残っていてい

いのかという話がありました。実はこれも同じことで

あって、単に数字の上で子どもの事故が減ればいいのか

という問題です。子どもの事故を減らす方策によって、

その結果、不健全な子どもがふえてしまうことは、決し

て私たちが目的としているものではないということをお

さえた上で、現行の今の日本の交通教育、あるいは交通

の対策の在り方については、正確な検証が必要だと思っ

ています。

衞藤：いま二つの質問に関してのお答えをいただいたと

思いますが、このほかにこの子どもの事故の予防の発表

に関するご質問はありますか。はい、どうぞ。

福島：龍谷大学の福島と申します。私自身はおそらくこ

の場ではかなり異質の存在ではないかと思いますが、龍

谷大学の法科大学院で刑事法を教えております。弁護士

としても登録しております。いまの今井先生のお話の中

には、たぶん大きな問題が含まれていて、日本の社会の

あり方をどう考えていくかということにつながるのだろ

うと思います。恐らくこれはほかの方々にも通底する問

題かと思います。例えば事故予防のについてお書きに

なっておられます。これは本来的には厚生労働省が所管

すべきことですが、産業担当の省庁のほうが関心がある

など、いろいろそこには縦割りである日本の行政の問題

があります。それから共通してシンポジストのお話の中

にサーベイランスといいますか、エビデンスベースドの

問題が出てまいりますが、そういったものをどうフィー

ドバックしていくかというシステムを、ちゃんと統括す

るような政府機関はないというのが日本の現状だと思い

ます。その点について、何かお考えがあればお聞きした

く質問させていただきたいと思います。答えていただく

前に、せっかく第１回の設立総会ということもあります

ので、若干のコメントも併せてよろしいでしょうか。

　今回のこの学会の設立に当たっては準備された方々の

ご努力に敬意を表しますが、どうしても経緯から見て、

私たち法律家といいますか、そういった者たちとのかか

わりはほとんどなかったかのように思います。これはお

そらくいろいろなところでこれから出てくるかと思いま

すが、やはり法制度なり社会制度なり、どんなふうに考

えていくかということが重要かと思いますので、将来的

にはそういった専門の人たちも会員として、呼びかける

ようなことをしていただければなと思っております。ど

うしても法律家は、先ほど言われましたように、事件、

事故が起きたときに個人の責任を追及局面で登場してき

て、こういったものをどうフィードバックしていけばい

いかということについても、なかなか問題意識としては

考えていても、結局個別の事件の処理で終わることに

なってしまいます。どうしても日本の刑法が個人責任の

追及というような格好になっているのでやむを得ないん

ですが、おそらくそういったことを含めて変えていかな

いと、将来的な社会のあり方としては問題が出てくるだ

ろうと思います。その点をご配慮いただきたいと思いま

す。質問と意見を、よろしくお願いします。

衞藤：今これは今井先生に答えていただくということで

しょうか。それとも、そういうことではなくて。

今井：短時間に回答ですることは非常に難しい問題です

が、あえて私の意見を一言で言いますと、従来のやり方

ではこの問題は進まないだろうと思っています。日本は

従来から縦割り行政を基本としてきましたから、横のセ

クションで仕事を組み立てるということが下手だったわ

けですし、こういう横の系は行政的にも、許してこなかっ

たわけですから非常に難しかったと思います。例えばこ

この会場にも警察、消防、消防関係者などはあまり来ら

れていないだろうと思います。縦か横かが問題ではなく、

地域住民・コミュニティをベースに施策を進めるという、

住民を主体とした運動というところに、この運動の強み

があるんじゃないかと、私は思っています。小児科医と

いう私のこれまでの経験から申しますと、厚生労働省に

は、いろいろ言っても駄目だろうと思っています。全然

動きませんから。地域から動かしていこうという反町先

生の提案に私自身は共感し、この運動に参加させても
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らっています。

　それから法的な問題について言いますと、事故の問題

というのは法的な専門家の力が必要なところが実にたく

さんあります。しかし、事故の原因に関与している法的

な、理念的な問題については、まだまだ未解決な部分を

多く残しています。例えば横断歩道がないところで子ど

もが横断したときに、これを悪とするのか、罪とするの

か。横断歩道以外の場所での道路横断はイギリスでは認

められているのに、何で日本では駄目なのか？さらに、

子どもの飛び出し事故の例で言えば、ドライバーの立場

からはあの子が飛び出したから私は避けられなかったと。

逆に子どもの側から言えば、僕が飛び出したのに車は止

まってくれなかったということであり、立場の違いを、

単に裏表で表現しているに過ぎないわけです。こういう

法的な問題はすごく大事ですけど、実は煮詰められてい

ません。ですから事故予防の分野における法学的研究と

いう分野の発展は重要な一分野であり非常に期待したい

と思っています。ぜひ法学の関係者の方にもこの運動に

どんどん積極的に入っていっていただきたいと思ってい

ます。

　さらに、行政との関係は反町先生からコメントをいた

だくのが一番適切なんじゃないかと思いますが。

反町：それでは、実は自殺予防のところで今福島さんか

らご質問があったところと関連した動きがございます。

渡邉先生のところへの質問のところで、もういっぺん、

結局これは子どもの事故予防に限らず、すべてのところ

にかかわってくるんですが、今これを全部ディスカッ

ションしてしまうと、ほかの発表者の方の質問に対する

時間が確保できないおそれがありますので、ちょっと進

んでからということにさせていただいてよろしいでしょ

うか。

衞藤：そのように整理させていただいて、では次に、高

齢者の事故予防をご発表いただいた鈴木隆雄先生に関す

るご質問、ご意見等がございますでしょうか。はい、ど

うぞ。

本田：立命館大学の本田と申します。社系の人間ですの

でちょっと的外れなことを言うかもしれませんが、それ

は勘弁してください。鈴木先生の先ほどのデータの中で、

転倒する場所について、屋外が圧倒的であるというのが

ありました。ところが、亀岡市および十和田市の調査な

どでは、アンケートの取り方にもよると思いますが、結

構屋内のほうが多かったという印象があります。屋外と

屋内のどちらのほうで転倒が多いのかを正確に知ること

は重要ではないかと思います。というのはやはり、転倒

予防プログラムをつくる場合、転倒の要因はいろいろあ

ると思いますが、やはり転倒の場所を絞り込んで要因を

考えなければ、予防プログラムの効果を目に見える形で

明らかにすることができないのではないかと考えるから

です。もし屋内が中心であれば、やはりそこに焦点を当

てるのが、私はいいのではないかと思います。鈴木先生

の先ほどのデータと、さっきの二つの市のデータとの間

には、ちょっと矛盾したところがあるかなというところ

がありますので、少しそこのところを鈴木先生にお伺い

したいと思います。

鈴木：亀岡市さんとか十和田市さんがどのようなデータ

をおとりになったか、私にはわからないのですが、私が

引用したデータは、文科省の科研費で転倒骨折をどのよ

うに防ぐかという大きなプロジェクトがありまして、そ

れで北は北海道から南は沖縄まで日本全国６か所で行っ

た、悉皆調査のデータです。65歳以上の人たちの転倒調

査を同じ質問票でつくったデータを基にして報告してあ

ります。そのデータですと屋外が確か６割～７割です。

それから屋内が３割～４割。それはどの地域でも同じで

した。それが今屋内が多くなってきたのかどうか、私も

正確には把握しておりません。しかし圧倒的に多くの

データでは屋外転倒が多いですから、青森のデータは特

殊だと思います。例えば青森の特性として、高齢者数が

多く、平均年齢も高いために、また障害高齢者の割合が

多いためになどの理由で、屋外へ出る頻度が減ってきた

ために、屋内がふえているのかどうか。いずれにしても、

ずいぶん違うデータが出ているなとは思っております。

　ついでに先ほどの行政として、高齢者の事故予防、特

に転倒予防に関しては、厚労省もかなり重点を置いてい

ると思います。それが具体化したのが、平成18年の介護

保険法の改正で行われた介護予防です。それまでは、い

わゆる要支援の方に対する、いわゆるホームヘルパー

サービス、軽度サービスが非常に多く、それが自立支援

に結びついていないということの批判があり、そのため

にも介護予防という新しい地域支援事業という横出し

サービスの中で自立支援サービスが提供するようになっ

てきています。その一つが転倒予防を中心として運動器

の機能向上メニューということになります。

　これは実際にはしっかりしたエビデンスが提供されて

おります。ただ残念なことに、科学的なエビデンスのあ

るデータとか、それからそれに基づくソリューションが

100％厚労省に採択されておりません。例えば、私どもは

先ほどご紹介したように、ＲＣＴで２群に分けた無作為

での運動介入すれば確実に転倒は予防できるということ
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がわかっております。しかし、これを全国一斉に同じレ

ベルで同じプログラムを提供するということは、実際上

非常に難しいことですね。

　ですから、エビデンスのレベルとして、非常に高いか

らといって、イコールそれが施策としてフィーズビリ

ティがあるかということとはまた別です。ですからその

辺のギャップをどうやって埋めていくのか。これは事故

予防に関しても全く同じことですが、少しずつ、少しず

つ歩みを進めていかないと、やはり解決しない問題なの

かなと思います。

衞藤：はい。それでは次に自殺予防に関しての、渡邉直

樹先生のご発表に関しまして、どうぞ。じゃあ前の真ん

中の方、まずどうぞ。次にこちらの方。

石倉：石倉と申します。渡邉先生にお聞きしたいのです

が、実は私たち、今日10人ほど参加しているのですが、

自殺遺族支援の会を立ち上げておりまして、この活動を

始めましたのがちょうどもう２年前になるんです。私自

身が立命館大学の学生なものですから、学校の中で「い

のち・こころ・死について考える会」というサークルを

立ち上げたんです。それを立ち上げまして、去年の２月

に京都いのちの電話と協賛しまして、立命のサークルと

一緒になりまして、「自殺と言えなかった」という講演会

をしたのです。その後、その当日に遺族支援の会、「ここ

ろのカフェ　きょうと」というのを立ち上げたのです。

この２年の間に当地の京都府、それから京都市等に働き

かけまして、この遺族支援の問題について一緒に考えて

ほしいということで、随分最初は立命館の学生と、それ

から遺族４人が京都府、京都市に本当に頻繁に通って訴

えたんですが、なかなか取り組んでもらえなくて、とこ

ろが去年自殺対策基本法ができまして、この６月に大綱

もできまして、ようやくちょっと「こころのカフェ　きょ

うと」と京都市と京都府と三者合同のシンポジウムを持

つことができたんです。

　ところが実際問題としては、もう本当に行政の歩みと

いいますのが遅々として進まなくて、ところが今の日本

の現状は３万数千人が自殺で亡くなっておりまして、16

分に１人の方が自殺しているという現状です。私たちは

遺族支援のものとしましては遺族支援ももちろんですが、

未遂者支援も、それから自殺予防も共に考えていかない

限りは、遺族支援という、それをずっと続けていくとい

うことだけでは事は済まないと考えております。

　今回、セーフティプロモーション学会に参加させてい

ただきましたのは、やはり地域で自殺予防等を考えない

と、一人一人が自己実現できる社会、一人一人が生きや

すい社会、一人一人が安心して生きる社会を根本から住

民一人一人が考えていかないといけないというふうなこ

ともありまして、今回参加させていただきました。いろ

いろとお聞きしていますと、本当にこういう地元でやっ

ていますと、組織といいましても本当に小さい組織です

ので、行政と一緒にやっていくには難しいですし、それ

から啓発活動もその一つの小さな会がやるというのにも、

あまりにも問題が大き過ぎますので、こういう学会で勉

強もさせていただきたいと思うのですが、その辺で、例

えば、こういう学会であまり難しくて個人参加はとても

無理じゃないかとか、会に入会しようかと思うが、とて

もついていけないんじゃないかとか、いろいろ悩んでお

ります。こういう会の中で、先ほどの話の最初とちょっ

と話は変わってくるかもしれませんが、セーフティプロ

モーション学会の中で、私たちのような小さな会が所属

して、また皆さんからよいお知恵をお借りしたり、また

一緒に同時代を生きていく者として肩を組んで、手を組

んでいけるものか。知恵をおかりしたいと思っておりま

す。

渡邉（直樹）：ありがとうございます。ご遺族の方が長い

間、本当に何も言えないで自分だけがというか、自分が

悪かったんじゃないか。あのときああしてあげられれば

よかったんじゃないかとか、そういういろいろな思いを

抱きながら過ごしてきたという現実があったと思います。

でもそれが今、ご遺族の方が声を上げ始めたわけですね、

今のところで。青森県はそういう意味ではちょっと遅れ

ている状況だと思います。この間、昨年の２月26日に初

めて遺族の集いというのが行われた、つがる市というと

ころです。そこでは最初はきっかけになったのは、私た

ちがやはり実態を調査したいというか、それは自殺対策

基本法の中の大綱の中でも述べられていますが、やはり

実態を知るということはまず大事なので、いろいろと情

報を提供させていただきたいとお願いして、家庭訪問し

たときをきっかけにやはり自分たちのことを話したいと

いうご遺族の方が何人かいらっしゃったんですね。じゃ

あせっかくだからということで町の保健師さんがそうい

う集いを催して、そういうことをきっかけにして皆さん

集まってくれたんです。

　いろいろな気持ちがあります。もしかしたらちょっと

行動が変だった。あれはもしかしたらサインだったん

じゃないかとか。だからそのことを、ほかの人にも自分

は伝えたいとか、いろいろなことがあるわけです。そし

て調査も、調査がただ単に知る、情報を提供してもらう

というだけで終わってしまうというのは、これはかなり

問題があると思いますよね。それだけじゃなくて、やは



 61日本セーフティプロモーション学会誌　Vol.1　No.1　　2008

全　体　討　議

りそういうところでいろいろな話をしていただいて、あ

あ、よかったということで、でもそれだけで済んでしま

うんじゃなくて、やはりその気持ちを共有していく。あ

るいはご遺族の方が安心して話せる。そういう場をつ

くっていくとか、あるいは自分の体験をもっといろいろ

な人に知ってもらいたいとか、そういう気持ちになって

いく。そういうやはり変化、意識が変わっていくんです

よね。それがとても大事じゃないかなというふうに思っ

ています。

　だから、最初はとてもつらい。お互いにつらい話をし

て、とてもつらい。つらいだけで終わってしまうと、や

はりますます活動もやりにくくなってしまうので、それ

だけじゃなくて、やはり何か話をしたことで、ああ、あ

れはもしかしたらうつ病だったんだなとか、夫はうつ病

だったからあのときに自分が話しかけても話をしてくれ

なかったな。自分のせいだけじゃなかったんだなとか、

そうすると肩の荷が下りるというような、そういう体験

もあるわけです。そういういろいろな事実を知るという

ことも大事だと思います。それだけじゃなくて、やはり

あとは、人と人とのつながりが求められている。そうい

うことが今行われつつあるんじゃないかなと。青森でも

10月６日にライフリンクとの連携で、ご遺族のシンポジ

ウムが行われます。それをきっかけにまた遺族の会を、

あるいはご遺族の方の集まりをもっと大きくしていこう

という、そういう計画が進んでおります。

衞藤：それでは次に宮崎稔先生の非行や暴力への予防に

関してのご質問、ご意見はございますでしょうか。はい、

どうぞ。

Ａ：宮崎先生のお話で、学校をコミュニティに解放する

という取り組みはとても素晴らしいと思いました。ただ

し、ほかであまり広がっていないというお話がございま

して、確かにこういうことを最初に取り組もうとしたと

きに、言い訳としてこれだけコミュニティが機能してい

ない中で、開放しても来てくれるんだろうか、まずそう

いう話があるのじゃないかなと思います。そこで、先生

が取り組まれたときに、最初、軌道に乗るまで何かご苦

労とかされた点がありましたら、教えていただきたいと

いうのが一つです。もう一つが、一つ話があったんです

が、子どもがもう外に遊べないような環境になっている。

帰りも何かスクールガードリーダーとかにつれられて

帰っていって、もう真っすぐ家に帰るだけみたいな感じ

になっている。でもここは先生の個人的な意見でも結構

ですが、子どもの健全な育成に向けて、子どもを外に出

したほうがいいんじゃないかなと思いますが、そういっ

たことについて何か意見をお持ちでしたら教えていただ

けないかなと思います。

宮崎：ありがとうございました。先ほど少ない時間だっ

たものですから詳しくは言えなかったんですが、正直

言ってここまで行くまでにはいろいろなトラブルとかい

ろいろな難しさがありました。それから教育委員会から、

おまえ辞めろと言われたり、ほかの校長たちからも突出

するようなイメージがあるものですから、そういうとこ

ろについて、おまえ、それ以上やるなとか、いろいろと

言われました。ただ幸せだったことには、逆に言えば、

大変な学校だったということで、そこそこの学校だった

らあまり言われないかもしれないが、宮崎の学校はとに

かくあの学校は大変なんだよな、先ほどは不登校の例だ

けを一つ言いましたが、そのほかにもいろいろな大変さ

を抱えていた学校だったものですから、校長としてあれ

もやってみたい、これもやってみたい、とにかくほかの

校長さんたち、しばらくちょっとやめろやめろと言わず

に、僕のやるのを見守っていてくださいよというような

感じで、一つは協力というか口出ししないでいてもらう

ように押さえることをしなきゃならなかったということ

がありました。

　今ご質問のように、今度は地域の人や保護者が学校に

来るのを、なかなか集まらなかったのではないかという

ことがありました。その質問については、具体的に二つ

言いますと、通り一遍なことでは確かに集まりません。

ただ、必ずしたことは情報は共有しようということで、

私の知っている人だけに連絡をするとかということでは

なくて、とにかくＰＴＡさんとかうちの町内会の全員に、

見るか見ないかわからないが、まず情報のビラは配りま

した。それを１回やっておいたあとに、いわゆる私は一

本釣りと言うんですが、知っている人を何とかさん、ど

うだろう、来てもらえないかなとか、何とかさん、来て

もらうときに仲間を一緒に連れてきてくれないかなとい

う１人２人を誘いながら、ぽつりぽつりと集めていきま

した。もう一つは、そうして集まった人たちが実際に子

どもたちと活動している場面を、広く見てもらうために、

いわゆる授業参観日というときに、国語とか体育とかそ

ういうことをやるのを見るだけじゃなくて、どこのクラ

スも、あるいはクラブ活動のように地域の人が必ず入っ

ているような、そういうような参観をあえて仕組みまし

た。そうすると、あら、あなた、何で子どもと一緒にそ

んなことをしているのというお母さん同士の仲間、ある

いは幼稚園時代の友達のお母さんなんかがいて、「あら、

あなたビラを見なかったの。こういうふうに子どもと一

緒にやりましょうよと来たから、私一緒に入ったのよ」、



日本セーフティプロモーション学会誌　Vol.1　No.1　　200862

全　体　討　議

「えっ、そうなんだ。私、見なかったわ。じゃあ、私も来

ようかしら」という感じで、そんなかたちをしていった

りしながら少しずつでも広がるようにしていきました。

何よりもわが子にとっていい教育になるんだよと言い続

けました。

　そうすれば、そのことが結果的には自分の子どもに

返ってくる。そういうことにいいことになるんだから、

皆さん来てくださいということは言い続けていったので、

来ることを仲間に入ることが初めは逡巡していても、何

ら問題なく、普通に来られるような、いわゆる学校へ来

るのに敷居を低くしていくという、そういうようなこと

が一つの大きな手だてだったかなと思います。もう一点

の遊べないような子どもがふえてきている。外へ出すこ

とが大事じゃないかというお話ですが、実は私は３月に

定年退職したあとに、今、教員養成をする大学で非常勤

もやっております。そこの大学の学生を見ていて、もし

私が今校長をやっていたら、僕のクラス、130人ぐらいの

授業をやっているんですが、ただの１人として、私の学

校に欲しいなと思われる学生はいません。本当に。優秀

すぎるんです。うちの学校は結構難しい大学なものです

から、一生懸命に勉強した子でないと入れない大学です。

　でも学校で担任になったりすればわんぱくもいます。

時にルールを破ったり、ガラスを割ったりする子もいま

す。いじめる子もいれば、いじめられる子もいるかもし

れません。ほとんどそういう経験がなく、そこそこ優秀

で、しかられることもなく育ってきちゃった人たちが、

今度は教員になります。今マスコミではモンスターペア

レントが理不尽な要求をしているということで言ってい

ますが、あれはマスコミは片手落ちだと思っています。

ああいう要求をしてくる親たち。それは一部にはおかし

いことがあるかもしれませんが、それをどう教員は対応

しているのか。ほとんど立派な対応なんかしていません。

できないんです。だって、もう今40歳かそのくらいの教

員がほとんどですが、個室を与えられて、集団遊びもし

ないで、それで同年代ぐらいでもって育って、ろくなけ

んかもしないで育った子が、そういう人が大人になり、

親になり教員になっているんですね。子どもたちのコ

ミュニケーションをどうとっていいのか、この子の本音

がどうあるのか。先ほど今井先生がいみじくも言いまし

たが、不健全な子どもが増加していく。不健全な大人が

多様な個性が入り交じっているべきその社会において、

そういうことを認めることができない不健全な大人が

いっぱいいるので、不健全な子どもがどんどんふえてき

ちゃっている。でも、それでも今僕はとにかくとりあえ

ず命が安全ならばというのでもって、スクールガードの

さっき話もしましたが、そういうようなことが今、日本

では当面の危機回避として行われちゃっています。

　ある方が、一番安全な学校は学校の中で事故を起こさ

ないためには、刑務所のように塀を高くして守衛を目の

前に置いて、厳重にチェックすれば、学校の中で事件は

起こらない。あるいは無人島に学校をつくって、そうい

うところでやれば、命の保証があるだろう。しかし多様

な個性と入り乱れながらコミュニケーション能力を育て

ていくという、そういった人間性豊かな子どもという、

命じゃない、心の成長を保証する教育は、それでできる

んだろうかということが言われています。私は定年退職

したあと、半ズボンにバンダナでサンダル履きで、地域

のおじさんで、地域の子ども教室というところを３か所、

ボランティアしています。とんでもない連中が子どもた

ち、いっぱい来ていますが、そういう中で、先ほど紙芝

居をしてくれるとか、読書をしてくれるとかいろいろな

大人たちのいろいろな放課後子ども教室が、いま日本全

国にありますが、大人が寄ってたかって子どもの子守を

している。そういう状況もまだまだ今、日本はあります。

子どもたちの放課後を、地域のボランティアが安全に過

ごさせてあげよう、あげようというので枠を決めて、次

はこれをやってあげよう、次はこれをやってあげようと

いうので、いわば僕は小学生になっても子守をされてい

るような、そういう状況があるので、居場所を自ら生み

出せる子どもをつくらないと、大人に居場所をつくって

もらって、おばちゃん次は何やってくれるのというのを

待っているような子どもを育てるんじゃなくて、自分で

動き出せるような子どもをつくることが大事だろうと思

います。

　そんな中で、最後に、僕は刑務所の中のようなところ

に学校をつくるのじゃなくて、先ほど私の事例でやった

ように、善意の大人が地域にうろうろしている善意の大

人がそれとなく見守るような中で、子どもの安全を守っ

ていくという、そういうようなことが何より大事なの

じゃないかなと思います。囲いを、そして命の安全だけ

をやったからといって、それは本当に心の成長までを保

証することにならないので。じゃあ誰かが変質者が地域

のおじさんに混じっていて、悪いことをしたら、それを

どう保証するんだと言われちゃうと、もう私は何とも言

えませんが、やはり育てつつ守っていくというところの

両面を考えるべきだろうなというふうに、私は思います。

反町：どうもありがとうございました。それではパート

２の議論に移りたいと思います。それでは、亀岡市、そ

れから十和田市からのセーフコミュニティ活動について

の発表について、皆様からのご質問をいただきます。時

間が押しておりまして、それぞれ５分ずつぐらいしか時
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間がありませんので、ご理解ください。それではまず亀

岡市の山内さんのご発表に関してご質問。はい、どうぞ。

小野：大分県の中津保健所の所長であります小野と申し

ます。本日はどうもありがとうございました。十和田市

さんも亀岡市さんも両方ですが、目指そうと実際動き出

して、確かな変化あるいは、思ってもみないような変化

は自立的に起きたということをお聞きしまして、大変驚

いております。どうもありがとうございました。中津市

でも、外傷サーベイランスあるいはセーフティプロモー

ションの推進ということで、少しずつですが取り組み始

めているところですが、ちょっと特殊でありまして、京

都府それから青森県も県庁の本庁レベルでの支援といい

ますか、そういったものがあるというふうにお聞きして

おります。うちの場合は、中津市さんと保健所で共同体

制でというところですが、実際、やはり本庁レベルとい

うか大きいバックアップがあるというところで、どんな

メリットが、例えば保健所と市だけで何かこういうこと

を取り組もうとして、ここまでうまくいっただろうかと

か、そういったところがもしおわかりになれば、教えて

いただきたいと思います。

反町：これは亀岡市と十和田市と両方に対してというこ

となので、それぞれ手短にお願いします。

山内：パート２の中で石附先生が、進めていく上におい

てリーダーシップなり、コーディネートということを

おっしゃいました。確かにその部分がなければ駄目だと

私どもは思っています。十和田市と対照的なのが、亀岡

市はトップダウンで、これを政策に入れたということで

す。要はセーフコミュニティを進めるということを、市

長が、また知事が、政治公約として掲げたということで

す。本市の導入の経過をお話ししなかったので、ご理解

いただきにくかったかと思いますが、大切なのは、誰か

がリーダーシップをとって、誰かが調整役をしないと、

理念を示しているだけではなかなか行動に移らないとい

うことです。それを担うのが、行政だと思っています。

たまたま亀岡市の場合は、企画という総合調整の部門が

旗振り役になっています。

　先ほどお話もしましたが、市全体の推進協議会という

のをつくっています。そこに警察署長や保健所長、消防

署長、医師会長など関係する機関のトップに参画願って

います。またＮＰＯの団体の連合会のトップや自治組織

のトップなど市民代表の方々にも入っていただいて組織

しています。

　ですから、トップが集まった組織で意志決定をしたと

いうことは、それぞれ参画している組織に意志表示が下

りるということです。でも、トップが旗を振っているだ

けではなかなか動かない。そこでやはり行政なり、また

それぞれのメンバーの事務局になっていますところが、

個々に理解を求める、動いているということかなと思い

ます。特に先ほど申しました外傷サーベイランスです。

これには私も、もう感動しました。医療機関に負担をか

けるということで、内心難しいだろうなと思っていまし

た。しかし、そこは保健所の力で、実現しました。医師

会としては方向を示していても、個々の医療機関の問題

があります。個々のドクターに対して、やはり訪問をし

て趣旨を説明して、一軒一軒説いていただいたというこ

とです。そこですばらしい理念、またすばらしい活動だ

ということで賛同をいただいて取り組めたということで

す。やはりこの熱意というのでしょうか、やはりそこが

生まれたというのが、もう最大のポイントじゃないかな

と思っています。

蘆野：十和田も同じだと思います。確かに方向性は逆で

すよね。亀岡市の場合はトップダウン、私たち十和田市

の場合はボトムアップですが、目的は同じです。やはり、

草の根で歩いて直接会ってお話をする、そして実際に

やってみて、自分で体感するということが一番のキーポ

イントだと私は思います。概念を広めていく、市民の意

識を変えるということはなかなか難しいと思いますが、

私たちは、いつも「来たら楽しいよ。人と人がつながる

よ」をキーワードに、活動を広げています。１人でいる

と不安ですし、できないこともありますが、人と人がつ

ながっていくことが力になります。特に、行政はどうし

ても縦割りですので、なかなかこの「つながる」という

ことが苦手だと思います。でも、そんなときに「私たち

市民のために、ぜひ行政も垣根を越えて、手をつないで

ください」というメッセージは、私たち市民からも発信

できると思っています。そのために、私たちもできるだ

け、足を使ってメッセージを伝えていきたいというふう

に考えております。

反町：どうもありがとうございました。もうお一方ぐら

いご質問を受けたいと思いますが、どうぞ。

田中：琉球大学精神科の田中治と申します。今のお答え

をいただいたことも少し重なるんですが、このセーフ

ティプロモーションの啓発といいますか、普及。その戦

略みたいなものを少し教えてもらいたいんです。いろい

ろな具体的な取り組み、亀岡で、十和田、わかりました。少

し意地悪な質問ですが、十和田は自殺予防も一つ含まれ
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ていますので、例えば教育あるいは啓発、普及。その中

で自殺予防というのは一つ、なかなかそのアプローチに

ドロップアウトしていく人といいますか、アプローチし

てもなかなかアプローチでき得ない、難しさの持った対

象というのが含まれていると思いますね。どうでしょう

か。このセーフティプロモーションの中で、実践するの

はやはり一人一人の住民の方だと思うので、その教育、

あるいは啓発と言っていいんでしょうか、その戦術をど

う思っているのか。特にその戦術が少し難しい。私は具

体的に沖縄で自殺予防の実践をしているんですが、少し

そういうアプローチが難しい自殺予防に関して、いかが

でしょうか。何か具体的な方策、戦術があれば教えてい

ただきたいと思います。

蘆野：適切なお答えはできないかもしれませんが、セー

フティプロモーションを広げていくというのは、いろい

ろな領域の人が手をつなぐということがキーワードだと

思います。例えば、隣にいる豊田さんはケアマネジャー

で、介護予防教室を定期的になさっています。そうしま

すと、例えば介護予防教室に集まっている高齢者の方々

に、介護予防の転倒のことだけではなくて、ちょっとう

つの話をしたり自殺の話をしたりということができるん

ですね。セーフコミュニティの活動にかかわっていると、

そういう視点が加わってくる。例えばそういうことを積

み重ねていくことが、啓発にもつながっていくと私は思

います。それが、定期的な介護予防教室のような日常の

生活の場であれば、なお効果があると思います。実は、

私は主婦で、転倒予防に関する専門家ではないのですが、

各ワーキンググループの人数調整のために、このグルー

プに入りました。でも定例会で、作業療法士や建築士・

ケアマネといった専門家のお話を聞くことで、私自身が

いろいろなことに気づいていくんです。それはさきほど

スヴァンストローム教授や趙教授がおっしゃってくだ

さったことと、すごくつながると思っています。そうい

う自分自身の気づきを一人一人につないでいくことが、

このセーフティプロモーションの考え方をみんなに伝え

ていくことの一つになるのではないかと、実感しており

ます。

反町：よろしいでしょうか。これはなかなかそう簡単に

は結論が出る問題ではありません。来年以降も学会での

検討の機会がずっとありますので、持ち越してというこ

とでお願いしたいと思います。もう時間もありませんが、

最後に演者の方の中でも、これだけは言っておきたいと

か、あるいは会場の中でもこれだけは言っておきたいと

いう方がいらっしゃったら、お一人だけ。はい、どうぞ。

森田：失礼いたします。京都市の堀川高校で養護教諭を

しております。先ほど宮崎先生から教育界のお話が出ま

したので、京都市の一教員としてお話をしたいと思いま

す。京都市では、ＰＴＡ連絡協議会と教育委員会の企画

課が、生涯学習等のかかわりの中で「おやじの会」とい

う名前の触れ合いの場を作ったり、小中学校や高校も含

めまして定期的に「学校通信」を出したりして、学校を

あげて地域で子どもを見ていこうという芽がかなり伸び

てきており、実際にやっています。子どもを取り巻く環

境の悪化する中で、薬物乱用や、虐待の問題や、性の問

題、それから最近では携帯とかインターネットの問題も

出ておりますので、そういうことを含めて、子ども達の

安全な環境を作っていくということの取り組みを、地域

の警察や民生委員さん、学校関係者、それから教育委員

会も一緒に定期的に勉強会も開いております。ちょっと

ずつではありますが、セーフティプロモーションの意識

が、京都市では、いろいろなところからわき出て、活動

をしているということのご紹介をさせていただきました。

以上です。

宮崎：皆さん、いま京都市の例ですが、実は私がいた学

校は、京都市へわざわざ教員を視察参観によこして、京

都のおやじの会の人たちや学校をあげてのまちづくり、

そして子どもたちを安全のあれがとても素晴らしいとい

うことで、その京都市の事例、先ほどパワーポイントで

見せたのも、京都市の事例も発表に入れて、そういうこ

とをしています。セーフティプロモーションとしての地

域を挙げて子どもたちを守るという点では、京都市はと

てもどこの学校ももれなく素晴らしいんじゃないかと、

僕は思っています。ありがとうございました。

反町：どうもありがとうございました。本日の学会はか

なり盛りだくさんで、ちょっと設定に無理があるところ

もありまして消化不良になったかもしれませんが、タイ

ムリミットが来てしまいましたので、このセッションを

終わりにいたします。
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日　時：平成19年９月24日（月）　11:30～12:30

場　所：京都府立医科大学付属図書館合同講義棟（図書館ホール）

出席者：177名

１．開会

２．発起人代表あいさつ　　　　衞藤　隆発起人代表

　　学会設立までの経過と趣旨

　　設立趣意書

　　　日本で、事故防止、犯罪被害予防等、安全に関心のあるすべての人が、領域を超えた活動を目的としている。

そのためには、組織を超えた連携が必要で、幅広い関心の意見交換が必要。

　　　あわせてセーフコミュニティのネットワークの形成にも寄与したい。学問的追究と安全安心の町づくりの２つ

の機能を目指している。

　　　発起人および賛同者メンバーは47名。第３回アジア地区コミュニティ会議に参加し、翌年2006年２月から計10

回準備会を重ねてきた。

　　　今後ともこの学会をもり立てていただきたい。

３．議事

１）議長選任

　　本大会長　渡邊能行氏を選任し、承認

２）日本セーフティプロモーション学会の会則について

　木村みさか　事務局長より概要説明

　質疑応答：

　Ｑ１．第５条セーフコミュニティネットワークの事業で、第３項、第４項、第６項は間違いではないか？

　Ａ１．ミスプリである。第３項→第２項、第４項→第３項、第６項→第５項に修正願いたい。

　Ｑ２．第24条総会議決数について、

　Ａ２．非常に議論した。今の学会員数で規定することは難しいため、出席正会員の過半数にした。

　Ａ２’補足説明したい。法人化する場合２/３以上とかにした方がよいとか、定足数を厳しくすると総会が成立しな

いこともある。まずは、総会が成立しないことのないようにしたいと思った。御理解願いたい。

　議長　総会の定足数については、ふれないようにした。会員が集まってからきちんとしたい。総会の「第24条　総

会の定足数」を「総会の議決」に改めることでよいか。

　　　　→拍手で承認

　Ｑ３．出席正会員は、書面出席も含むのか？

　Ａ３．そのとおり

　Ｑ４．第19条　総会は第６条の正会員とある。第６条には、正会員が提示されていないが？

　Ａ４．第６条に、個人正会員と団体正会員を提示している。団体正会員については、第７条で、代表者１名のみ議

決権を有するとしている。

　Ｑ４’書き方のテクニックの問題と思う。たとえば、「本会の会員は以下のとおりとし、個人正会員および団体正会

員をもって正会員とする」という表現にしてはどうか？

　Ａ４’そのように改める

　Ｑ５．第30条　総会の議事とあるが？

　Ａ５．誤植である。総会の議事→理事会の議事に、出席正会員→出席理事に、第30条の２、他の会員を→他の理事

を、に修正願いたい。

日本セーフティプロモーション学会設立総会議事録
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　Ｑ６．法人化を視野に入れているとのことなので、聞いておきたい。理事を代理人として議決することは可能なの

か？

　Ａ６．法人化については、未定である。

　Ｑ７．第30条、他の理事ではなく、議長に委任ではないのか？

　Ａ７．議長も理事の１人。他の同調者の理事に委任することもありうる。

　Ｑ７’理事会が２手に分かれることはないのか？欠席者は議長に一任のほうがよいのではないか？

　Ａ７’協働してすすめるのがこの学会の趣旨。文言として誰かに委任とした。

　　　　欧米でも、理事会の議決を理事に委任することはある。問題ないと考える。

　Ｑ８．第６章特別会員とは？内外の有識者とは？

　Ａ８．本日の基調講演講師のように、特に卓越した知見を有する人を想定している。

　Ｑ９．評議員について、第16条には別に定めるとある。しかし第８章32条以下に細かく規定されているが職務が書

かれていないのが不自然ではないか？第16条をそのままにして、第８章は不用ではないか？

　Ａ９．評議員について、かなり議論した。会員数もわからない状況で、当面は評議員を置かないことにした。でき

てから議論したい。そこで第８章を削除することとする。第32条～第35条も削除。

　Ｑ10．総会は正会員をもって構成するとあるが、学生会員、名誉会員はなぜ入らないのか？

　Ａ10．これも議論した。総会の運営議決は正会員とする。学会発表など学術的関わりは会費を安く考えた。功績の

あった人には名誉会員とした。正会員の会費を納めた人で決めていこうとした。学生でも正会員になっても

らってよい。

　Ｑ10’正会員が名誉会員になったら議決権を失うのか？

　Ａ10’そのとおり。他の学会でもそのようになっている。

　議長　まだ十分議論仕切れていないかも知れないが、これで認めていただきたい。

　　　　→拍手で承認

３）役員の選任について

　発起人代表から資料に基づき、役員の説明と紹介。

　→拍手で承認

４）19年度予算案

　衞藤新理事長から説明。

　19年度は見込みで記載している。

　20年度については、まだ目途が経っていないので次年度の総会で諮りたい。

　→拍手で承認

４．次回学術大会について

　東京都で開催予定。

　次期大会長は、東京都老人総合研究所　鈴木隆雄先生にお願いしている。

　鈴木隆雄先生あいさつ：

　　次期は９月末～10月、場所は東京都老人総合研究所講堂、200人程度収容可能

　　随時案内するので、是非御参加いただきたい。

５．その他

　新役員立礼

 以上

 （文責　桝本）
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第１章　総則
（名称）

第１条　本会は、日本セーフティプロモーション学会（Japanese Society of Safety Promotion）と称する。

（事務局）

第２条　本会の事務局は、別途理事会の定めるところに置く。

　２　本会は、理事会の議決を経て，必要な地に支部を置くことができる。

第２章　目的及び事業
（目的）

第３条　本会は、事故、暴力及び自殺等を予防するセーフティプロモーションに関する学術研究・活動支援等を行い、市

民の安全・安心に寄与することを目的とする。

（事業）

第４条　本会は、第３条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。

　（１）セーフティプロモーション、セーフコミュニティ、外傷予防(injury prevention)に関する学術研究、調査及び
研究者と実践者の交流活動

　（２）セーフティプロモーション、セーフコミュニティ、外傷予防(injury prevention)に関する普及、啓発活動
　（３）セーフティプロモーション、セーフコミュニティ、外傷予防(injury prevention)に関する支援・協力活動
　（４）国内外の関係機関、団体及び学会･研究会との交流、研修、連携活動

　（５）セーフコミュニティ認証に向けた活動

　（６）学会誌及びその他の刊行物の発行

　（７）学術大会及び講演会等の開催

　（８）その他、本会の目的を達成するために必要な事業

（セーフコミュニティ交流ネットワーク）

第５条　前条第２項、第３項及び第５項の事業を実施するため、本会に、セーフコミュニティ交流ネットワークを置く。

　２　セーフコミュニティ交流ネットワークの代表は担当理事をもって充てる。

第３章　会員
（種別）

　第６条　本会の会員は以下のとおりとし、個人正会員と団体正会員をもって正会員とする。

　（１）個人正会員　本会の目的に賛同する個人

　（２）団体正会員　本会の目的に賛同する団体

　（３）学生会員　本会の目的に賛同する個人で、大学（大学院、短期大学含む）、専門学校などに在籍する者

　（４）名誉会員　本会の目的達成のため顕著な功績があった者で、総会において推薦された者

　（５）賛助会員　本会の趣旨に賛同し、本会の事業に賛助する個人及び団体

　（６）特別会員　本会の活動に特別の知見を有する内外の有識者
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（入会及び会費）

第７条　会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出しなければならない。ただし、名誉会員に推薦された

者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。

　２　正会員が団体である場合は、入会と同時に、本会に対する代表者として、その権利を行使する者（以下「正会

員代表者」という。）を定めて本会に届け出なければならない。

　３　会員は、細則の定めるところにより、会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員及び特別会員はこれ

を免除する。

　４　既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。

（資格の喪失）

第８条　会員は、次の各号の一に該当するときは、その資格を失う。

　（１）退会したとき。

　（２）死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

　（３）除名されたとき。

（退会）

第９条　会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならな

い。

　２　会費を２ヶ年以上滞納したときは、退会届の有無に関わらず、自動的に退会したものとみなす。

（除名）

第10条　会員が本会の名誉を著しく毀損し、または本会の目的に反する行為を行ったときは、理事会の決議により除

名することができる。

第４章　役員及び評議員
（役員）

第11条　本会には、次の役員を置く。

　（１）理事長　　１名

　（２）副理事長　２名

　（３）理事　　　15名以上25名以内（理事長１名、副理事長２名を含む）

　（４）監事　　　２名

（役員の選任）

第12条　理事及び監事は正会員の中から別に定める規則による選挙を経て、総会の承認により選任する。

　２　理事長は別に定める規則により、理事を選任することができる。

　３　理事長、副理事長は、理事会において互選する。

　４　理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。

（理事の職務）

第13条　理事は、次の各号に掲げる業務を行う。

　（１）理事長は本会を代表し、会務を総理する。

　（２）副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名

した順序によって、その職務を代行する。

　（３）理事は、理事会を構成し、会則又は総会の議に基づき、本会を運営する。

　（４）理事は、総務、財務、広報、国際交流等を所掌する。

日本セーフティプロモーション学会　会則
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　２　理事は、理事会において第４条に定める事項を審議表決する。

（監事の職務）

第14条　監事は、次に掲げる業務を行う。

　（１）本会の会計の監査をすること。

　（２）理事の業務執行状況を監査すること。

　（３）会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会へ報告する。

　２　監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、表決には加わらない。

（役員の任期）

第15条　役員の任期は３年とする。ただし、再任を妨げない。

　２　補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

　３　役員の辞任又は任期の終了した場合に、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行う。

（評議員）

第16条　本会に評議員をおく。

　２　評議員の選任、職務、任期等については、別に定める規則によるものとする。

第５章　学術大会
（学術大会）

第17条　本会は、学術大会を年１回以上開催する。

　２　学術大会長は、理事会で選出し、総会で報告する。

第６章　総会
（総会の種別）

第18条　総会は、通常総会と臨時総会とする。

（構成）

第19条　総会は第６条の正会員をもって構成する。

（総会の議決事項）

第20条　総会は、次の事項を議決する。

　（１）会則の変更

　（２）事業報告及び収支決算

　（３）事業計画及び収支予算

　（４）その他本会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認められた事項

（総会の開催）

第21条　通常総会は毎年１回開催する。

　２　臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に、開催する。

　（１）理事会が必要と認めたとき。

　（２）正会員の５分の１以上から、会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。

　（３）第14条第１項第３号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
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（総会の招集）

第22条　総会は、理事長が招集する。

　２　理事長は前条第２項第２号又は第３号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に

臨時総会を招集しなければならない。

　３　総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも10日前ま

でに通知しなければならい。

（総会の議長）

第23条　総会の議長は、その都度、総会に出席の正会員の互選で選任する。

（総会の議決数）

第24条　総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席正会員の過半数をもって決する。

（総会の議事録）

第25条　総会における議事の経過及びその結果は、議事録に記載しなければならない。

第７章　理事会
（理事会）

第26条　理事会は、毎年２回以上理事長が招集する。

（理事会の構成）

第27条　理事会は、理事をもって構成する。

（理事会の議決事項）

第28条　理事会はこの会則において別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

　（１）事業の執行に関すること

　（２）会員の入会及び退会に関すること

　（３）財産の管理に関すること

　（４）その他総会の議決を要しない会務に関する事項

（理事会の議長）

第29条　理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故ある時は、あらかじめ理事長が指名した順序によっ

て副理事長がこれに当たる。

（理事会の定足数及び議決数）

第30条　理事会は、理事の３分の２以上の出席がなければ議事を開き、議決をすることができない。ただし、当該議

決につき書面をもってあらかじめ意思表示した者及び他の理事を代理人として表決を委任した者は、出席者と

みなす。

　２　理事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の

時は、議長の決するところによる

（理事会の議事録）

第31条　理事会における議事の経過及びその結果は、議事録に記載しなければならない。
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第８章　委員会
(委員会)

第32条　本会は、会則第４条の事業を行うため、本会に委員会を置くことができる。

　２　委員会の設置、廃止及びその他必要な事項は、理事会で決定する。

　３　委員会の委員長、副委員長、委員は理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。

第９章　資産及び会計
（資産の構成）

第33条　本会の資産は、次のとおりとする。

　（１）会費

　（２）事業に伴う収入

　（３）資産から生じる収入

　（４）寄附金品

　（５）その他の収入

（資産の管理）

第34条　本会の資産は理事長が管理し、理事会の議決を経て確実な方法によって会長が保管する。

（資産の支出）

第35条　資産の支出は、理事会の議決を経て総会が承認した予算に基づいて行う。

（事業年度）

第36条　本会の会計年度は、毎年４月１日より翌年３月31日までとする。

第10章　解散
（解散）

第37条　本会の解散は、理事現在数の4分の3以上及び正会員現在数の２分の１以上の議決を経なければならない。

　２　本会の解散に伴う残余財産は、理事現在数の４分の３以上及び正会員現在数の２分の１以上の議決を経て、本

会の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

第11章　事務局
（事務局）

第38条　事務局は、総務担当理事の指揮の下、次の会務を処理する。

　（１）　年次学会及び総会の開催に必要な事項

　（２）　会費の徴収及び経理事務

　（３）　予算案及び決算書の作成

　（４）　その他会の運営に必要な事項

　２　事務局の運営については別に定める。
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（書類及び帳簿の備付等）

第39条　この学会の事務局に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わ

る書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。

　（１）会則

　（２）会員の名簿

　（３）役員並びにその他の職員の名簿及び履歴書

　（４）財産目録

　（５）資産台帳及び負債台帳

　（６）収入支出に関する帳簿及び証拠書類

　（７）理事会及び総会の議事に関する書類

　（８）官公署往復書類

　（９）収支予算書及び事業計画書

　（10）収支計算書及び事業報告書

　（11）その他必要な書類及び帳簿

第12章　補則
（細則）

第40条　この会則の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。

附　　　則
第１条　本会則は、2007年９月24日より施行する。

　２　本会設立時には、第12条の規定は、暫定的に適用を除外する。
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第一章　総　則
第１条　セーフティプロモーション学会の機構、業務の運営、会務の分掌、職制等の会則施行に必要な事項は、他の

規則規程に定めるもののほかこの細則の定めるところによる。

第２条　この細則の制定及び変更は、理事会の議決と総会の承認を経るものとする。

第二章　会　費
第３条　この学会の会費は年額下記のとおりとする。

　（１）個人正会員　6,000円

　（２）団体正会員 30,000円

　（３）学生会員　　3,000円

　（４）賛助会員　一口　20,000円（一口以上）

２　名誉会員及び特別会員は会費を免除する。

３　会員は会費を前年度内に納付しなければならない。

第三章　委員会
第４条　この学会には、会務の円滑な執行のため次の分掌の委員会を置く。

　（１）総務委員会

　　　・会員の入退会、役員選挙等に関する事項

　　　・総会、理事会等に関する事項

　　　・細則の制定及び改廃の起案に関する事項

　　　・事務局業務の委託等に関する事項

　　　・その他総務事務（企画調査含む）に関する事項

　（２）財務委員会

　　　・金銭の経理と保管に関する事項

　　　・会費の徴収に関する事項

　　　・予算及び決算に関する事項

　　　・財務の強化、寄附金の募集・受け入れに関する事項

　　　・会費と支部交付金の年額に関する事項

　　　・その他会計事務に関する事項

　（３）学術委員会

　　　・学会が行う学術調査・研究に関する事項

　　　・内外の研究団体等との対応に関する事項

　　　・他の学協会等への推薦に関する事項

　　　・刊行物に関する調査、発送及び残部の保管に関する事項

　（４）国際交流委員会

　　　・ＷＨＯセーフコミュニティ協働センターとの連絡、情報交換及び協力に関する事項

　　　・各国の関係学会等との連絡、情報交換及び交流事業に関する事項

　　　・国際会議への参加、協賛、あるいは開催に関する事項

　　　・国際共同研究、人物交流等の国際的な研究及び交流に関する事項 

日本セーフティプロモーション学会設立総会議事録
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　（５）編集委員会

　　　・学会誌の編集、刊行及び発送に関する事項

　　　・学会誌に掲載する広告の募集に関する事項

　（６）広報委員会

　　　・学会活動の広報に関する事項

　　　・学会ホームページの運営及び維持に関する事項

　　　・学術データベースの公開に関する事項

　（７）技術委員会

　　　・学会が行う技術調査、研究、開発及び評価に関する事項

　　　・内外の企業等、技術開発に関わる団体等との対応に関する事項

　　　・安全基準及び規格の制定並びに講評等に関する事項

　（８）セーフコミュニティ交流ネットワーク

　　　・セーフコミュニティの普及及び啓発に関する事項

　　　・セーフコミュニティに取り組む地域への支援及び協力活動に関する事項

　　　・セーフコミュニティ認証に向けた活動に関する事項

　　　・セーフコミュニティ認証等をめざす地域における情報交換及び交流に関する事項

第５条　委員会には、委員長を置くこととし、委員長は理事の中から理事会において選任する。

２　委員会の委員は、理事長がこれを委嘱する。

３　委員は、委員長の分掌の執行を補佐する。

第６条　委員会の運営については、それぞれ別に定める。

附　　則
この細則は平成19年９月24日から施行する。
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日本セーフティプロモーション学会誌投稿規定

１．本誌への投稿原稿の筆頭執筆者は，本学会会員であることに限る。　　

２．原稿は未発表のものに限定し，他誌に発表された原稿（投稿中も含む）を本誌へ投稿すること認められない。

３．本誌に掲載された原稿の著作権は日本セーフティプロモーション学会に帰属する。

４．本誌は原則として投稿原稿およびその他によって構成される。投稿原稿の種類とその内容は表のとおりとする。

なお１頁の字数は約2,500字である。

その他として，本誌には編集委員会が認めたものを掲載する。

５．掲載が決定した場合，６頁を超えた分については著者が掲載料を負担する。

６．「論壇」，「総説」，「原著」，「短報」，「活動報告」については，専門領域に応じて選ばれた２名による査読の後，掲

載の可否，掲載順位，種類の区分は，編集委員会で決定する。

７．「資料」および「会員の声」の掲載の可否は，編集委員会で決定する。

８．原稿は執筆要領にしたがって作成する。

執筆要領

１．投稿原稿は原則として日本語で作成する。ただし図表の説明は英文でもよい。

２．原稿はMS-Wordもしくは一太郎で作成する。
３．投稿原稿の構成は原則として以下のとおりとする。タイトルと著者名は表紙に記載し，抄録・キーワード・本文

といっしょに記載しないこと。
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日本セーフティプロモーション学会誌投稿規定

刷上り頁数内　　　　　　　容原稿の種類

８頁以内セーフティプロモーションの理論の構築，提言，展望など論　　壇

10頁以内セーフティプロモーションの研究に関する総括または解説総　　説

10頁以内セーフティプロモーションに関する独創的な研究論文原　　著

５頁以内セーフティプロモーションに関する独創的な研究の短報短　　報

10頁以内セーフティプロモーションに関する実践等の報告活動報告

６頁以内セーフティプロモーションに関する有益な資料資　　料

１頁以内学会活動や学会誌に対する学会員の意見など会員の声

内　　　容項　目

和文および英文で記載タイトル

著者全員の氏名と所属を和文および英文で記載著者名

和文の抄録（600字以内）と英文抄録（400words以内）ただし英文抄録は「原著」と
「短報」のみ必須とし，他の種類の原稿では付けなくてもよい。

抄録

キーワードを５語以内で和文と英文で記載キーワード

Ⅰ　緒言（はじめに，まえがきなど）　研究の背景・目的

Ⅱ　方法　対象と方法

Ⅲ　結果

Ⅳ　考察

Ⅴ　結語（結論，おわりに，あとがきなど）

文献

図，表，写真など　　上記Ⅰ～Ⅴとは別に添付する。

本文

ただし論壇，総

説，資料，会員

の声はこの形式

にしたがう必要

はない。

氏名，連絡先（住所，電話およびFAX番号，E-mail）のほか，論文名，希望原稿種類，
別刷必要部数を記載（なお別刷印刷費用は著者負担とする）

投稿票
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４．文章は新仮名づかい，ひら仮名使用とし，句読点（，　。）や括弧は１字分とする。

５．数字は算用数字を用い，２桁以上の数字・英字は半角を用いる。

６．外来語は原則カタカナで表し，人名，地名など適当な日本語がない場合には原綴を用いる。

７．図，表，写真には通し番号を付ける。また本文の欄外に挿入位置を指定すること。なお図，表，写真はそのまま

掲載できるように鮮明なものを提出する。専門業者による図表等の製作が必要になった場合は，経費は著者負担

とする。

８．文献は本文での引用順に，1），1,2），1―3）などの番号で示す。

９．文献の記載方法は下記の通りとする。

　①　定期刊行物の場合

　　著者１，著者２．論文名．雑誌名，発行年；巻（号）：掲載頁始－終．

　　記載例

　　１）衞藤 隆．Safety Promotionの概念とその地域展開．東京大学大学院教育学研究科紀要，2006；46：331－337．
　②　単行本の場合

　　著者．表題．編著者．書名．発行所所在地：発行所，発行年；掲載頁始－終．

　　記載例

　　２）Miller TR, Assessing the burden of injury. In Mohan D, Tiwari G (Eds.).Injury Prevention and Control. 
London:Taylor & Francis, 2000;49－70.

　③　インターネットの場合

　　著者．論文名．at: http://・・・・．Accessed 月日, 年
　　記載例

　　３）European Association for Injury Prevention and Safety Promotion, Consumer safety action. at: 
http://www.eurosafe.eu.com/csi/eurosafe2006.nsf/wwwVwContent/l2consumersafety.htm．Accessed April 1, 2008.

　　　なお著者が３名を越える場合は，４名以降は「ほか(et al.)」と表記する。
10．論文の内容が倫理的配慮を必要とする場合は，必ず「方法」の項にどのような配慮を行ったかを記載する。なお

人を対象とした生物医学的研究ではヘルシンキ宣言を遵守すること。

投稿手続き

１．原稿は，投稿票，表紙（タイトル，著者名），抄録，キーワード，本文（文献，図表を含む）の順にまとめ，Ａ４

用紙に40字×30行横書きで印字した正１部，副２部（コピー可）と，原稿を電子メディア（CD-Rなど）に保存し
て提出する。

２．投稿原稿送付の際は封筒に「日本セーフティプロモーション学会誌原稿」と朱書し，編集委員会宛に簡易書留で

郵送する。

３．審査過程で修正が必要として返却された原稿は，編集委員会が規定した期日までに返却すること。

４．掲載が決定した場合，著者校正は１回とする。

５．原稿受理日は編集委員会が審査の終了を確認した年月日をもってする。

 平成20年３月22日　制定
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編集委員会は当面以下に置きます。また投稿論文の締め切り等については，学会ホームページに随時掲載する予定です。

編集委員会

〒184-8501　東京都小金井市貫井北町４－１－１　東京学芸大学養護教育講座

　　　　　　渡邉正樹研究室内　日本セーフティプロモーション学会誌編集

投　　稿　　票

ふりがな投稿者氏名

投稿者連絡先

　住所

　電話・FAX
　e-mail等

論文名

希望原稿種類

別刷必要部数

その他

編集委員会への

連絡事項など
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日本セーフティプロモーション学会入会申込書

　本学会に入会を希望される方は、下記の金額をお振り込みのうえ、入会申込書を提出または郵送してください。

年会費　個人正会員　6,000円　　団体正会員 30,000円　　学生会員　　3,000円

　　　　賛助会員　一口　20,000円（一口以上）

＜振込先＞

　銀行名：京都銀行出町支店　　　　　口座番号：（普）３７０４５２２

　口座名義：日本セーフティプロモーション学会事務局　木村みさか

＜お申し込み・お問い合わせ＞

　〒602-0857　京都市上京区清和院口寺町東入る中御霊町410

 京都府立医科大学医学部看護学科　木村みさか・岡山寧子・桝本妙子　　　

　電話（FAX）　075-212-5439（木村）・075-212-5442（岡山）

　E-Mail misaka@cmt.kpu-m.ac.jp（木村）・masumoto@meiji-u.ac.jp（桝本）

日本セーフティプロモーション学会設立総会議事録

日本セーフティプロモーション学会入会申込書

平成　　　年　　　月　　　日

平成　　年度会費　　領収　　未　・　済（領収　　年　　月　　日）　※下記に○印

個人正会員　6,000円　　団体正会員　30,000円　　学生会員　3,000円

賛助会員　一口20,000円（　　口）　　　　　記入日　　平成　　年　　月　　日

 歳　年齢
ふり　　　　　　　がな

氏　　　　　名

　〒 
 自 宅　 住 所

　　　　　　　（　　　　　）自宅　電話番号

　　　　　　　（　　　　　） 自宅　 ＦＡＸ

 Ｅ－Ｍａｉｌ

職名勤務先名　　 ※

　〒 
勤務先　住所 ※

　　　　　　　（　　　　　）勤務先 電話番号

　　　　　　　（　　　　　） 勤務先　ＦＡＸ

 Ｅ－Ｍａｉｌ

※学生の場合は、在学校名、学年、学校の所在地を記入のこと。
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http://www.safetyprom.com/
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